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地域の経済と雇用を支えているのは中小企業の皆様です。

こうした中小企業を応援する、様々な税制上の措置が用意されているのを

御存知でしょうか?

新しい設備を導入して生産性を上げようとする場合、賃上げに取り組む場合、

自然災害への事前対策の強化に取り組む場合、新規事業開拓のために試験研

究をする場合、後継者へ経営のバトンタッチ(事業承継)を行う場合など、企業活動

の様々な局面に応じて使える税制が用意されています。

本パンフレットでは、中小企業の皆様に、代表的で、使ってお得な税制措置に

ついて、具体的な内容のポイントについて解説しています。

はしがき

「税制は難しいから…」と敬遠せず、経営上の課題の解決や経営戦略に

応じて、上手に活用していただければ幸いです。

キャラクターの紹介

経太君 理恵先生

先生に中小企業税制

について教えて貰い

ます。

中小企業税制について

知り、積極的に活用し

ましょう。

※このパンフレットは令和７年６月現在の税法等の規定に基づいて作成しています。



スタートアップＭ＆Ａによるイノベーション創出を応援します

20.  不動産取得税の特例
  M&Aを通じた社外への事業承継を支援します

21. 特別事業再編計画に係る登録免許税の軽減
   成長志向の中堅・中小企業が行うグループ化の取組みを後押しします

22.  中小企業事業再編投資損失準備金

˜ Υέ πΦϥ˜ᾤ ⱧỘ︠Υέ πΦϥ

１．法人税率の軽減
中小法人は、法人税率が低くなっています

２．欠損金の繰越控除
赤字が出た場合の法人税の負担を軽減します①

３．欠損金の繰戻還付
赤字が出た場合の法人税の負担を軽減します②

４．交際費課税の特例
新しい顧客の開拓、お得意様との関係維持のために

５．固定資産税の特例
中小企業の前向きな設備投資や賃上げ

６．中小企業経営強化税制
経営力向上を図る企業の設備投資を強く後押しします

７．中小企業投資促進税制
生産性を高めるような設備投資を応援します

８．少額減価償却資産の特例
事務負担軽減のために30万円未満の少額資産は即時に全額経費にできます

９．地域未来投資促進税制
建物・機械等の取得等により、地域経済を牽引する事業者を応援します

10．中小企業防災・減災投資促進税制
自然災害への事前対策の強化を応援します

生産工程等の脱炭素化に取り組む設備投資を応援します

15．研究開発税制（中小企業技術基盤強化税制）
試験研究費の額の一定割合を税額控除することができます

16．オープンイノベーション促進税制（新規出資型）
オープンイノベーションを目的としたスタートアップへの出資を応援します

18．中小企業向け賃上げ促進税制
積極的な賃上げや雇用増に取り組む企業を応援します

19．事業承継税制
スムーズな事業承継を支援します

中堅・中小企業によるM&Aを後押しします

23.  エンジェル税制
個人によるスタートアップ投資・起業を応援します

ⱳ

13.  再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置
再生可能エネルギー発電設備にかかる固定資産税を軽減します

14.  カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

ᾤ ⱧỘ︠

χὊְּי

ᾤ ⱧỘ︠

ᾤ ⱧỘ︠

ᾤ ⱧỘ︠

ᾤ ⱧỘ︠

ᾤ ⱧỘ︠

ᾤ ⱧỘ︠

ᾤ ⱧỘ︠

ᾤ ⱧỘ︠

ᾤ ⱧỘ︠

ᾤ ⱧỘ︠

ᾤ ⱧỘ︠

ᾤ ⱧỘ︠

ᾤ ⱧỘ︠

17．オープンイノベーション促進税制（M&A型）

11．地方拠点強化税制
本社機能を有する拠点の地方移転等を行う事業者を応援します

ᾤ ⱧỘ︠

12．公害防止設備に係る課税標準の特例措置
公害防止設備への投資を応援します

ᾤ ⱧỘ︠

25．消費税の特例
消費税の納税負担が軽減されます

ᾤ ⱧỘ︠

26．国税の猶予制度
国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります

ᾤ ⱧỘ︠

24．外国人旅行者向け消費税免税制度
外国人旅行者の消費拡大、受入強化のため、外国人旅行者向けに消費税が

免除される制度です

χὊְּי ˜ χὊְּיΥέ πΦϥ
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1 法人税率の軽減
～中小法人は、法人税率が低くなっています～

̞1ζχⱧỘ χ ỲᶛΥ 10ᴑדϬ Πϥ ›ψʺ17̋ʻ

̞2 άχ χ ʺΤϣψיּ ▄ ψ ΤϦϘβʻ

̞3άχ χ ʺΤϣψיּ 3ⱧỘ χ ỲᶛˢᵃẠ3 ỡˣΥ15ᴑדϬ Πϥ ψ ΤϦϘβʻ

̞4ԁ זּ ρψʺ 2τἿΫϥԁ זּ ʺԁ ∞ ẉό Ẹיּ › ότ῝זּ׃ ẉό῝׃

∞ ϬΜΜϘβʻᾖ ρΰο ᴿ πβΥʺ ⱧỘΤϣ׃ αθ τψᴿ ήϦϘβs ̞7ˣ ̒

׃῝ 5̞ ρψʺ 2τἿΫϥ χΞκʺԁ זּ Ϭ Μθ ϬΜΜϘβʻᾖ ρΰο ᴿ πβΥʺ ⱧỘ׃

Τϣ αθ τψᴿ ήϦϘβˢ̞7ˣ ̒

̞6 Ẹ › ρψʺ 3τἿΫϥ ϬΜΜϘβʻ

ⱧỘϬ“Ξ׃ 7̞ ›ӟᵰπϜʺ ᴿ χԏ ΪϬ“Ξ › τΣΜοψʺᴿ χ ρσϤϘβʻ

法人税の税率は原則として23.2％です。ただし、一定の中小法人は、平成24年4月1日か

ら令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の部

分については、 税率が15％に軽減されています（本則：19％）。
区分※2 所得 税率

普通法人
中小法人※３ 年800万円以下の部分

年 800 万円超の部分
15％※１

23.2%

中小法人以外の法人 全額 23.2%

一般社団法人等※４
年 800 万円以下の部分
年 800 万円超の部分

15％※１
23.2%

公益法人等※５
年 800 万円以下の部分
年 800 万円超の部分

15%※１
19％

協同組合等※６
年 800 万円以下の部分
年 800 万円超の部分

15%※１
19％

˙ ψʺ Υ ΨσμοΜϘβ˙

03

χᵵ

大企業の子会社は、中小法人に

該当しないと聞いたことがある

んですが…。

そうね。次の法人は、資本金の額が1億円以下

でも中小法人とはなりません。

①相互会社
②大法人（資本金の額若しくは出資金の額が5
億円以上の法人、相互会社等又は受託法人）
の100％子会社

③完全支配関係（100％の出資関係）にある複
数の大法人に発行済株式等の全部を保有され
ている法人

④投資法人

⑤特定目的会社

⑥受託法人

66 ˢᶆⱧỘ χ τ βϥ χ ˣ
42 χ3χ2s ḼỘּי χ χ ˣ

中小法人（注）

ˢ 1ˣ ρψʺ χΞκᶆⱧỘ χⱲτΣΜοⱢ ỲχᶛֿבΰΨψ ⱢỲχᶛΥ͍ᴑ

ӟᴞχד ψⱢ ΰΨψבֿ ⱢϬ ΰσΜ ϬΜΜϘβʻ

ˢ 2ˣ χὖᾚχ Ϭ Ϊϥθϛτψʺ ⁮Ⱳτˮ ᶛ ⇔ ˯Ϭ ΰο τ

βϥ ΥΚϤϘβʻ

令和9年3月31日まで

適用期間

適用対象者

法
人
税
率

の
軽
減

1



2 欠損金の繰越控除
˙ ⱫΥ θ ›χ χ ϬὖᾚΰϘβ ˙

04

57 ˢὧ Ỳχἣׇΰˣ

費用

（損金）
費用

（損金）

収益

（益金）

収益

（益金）

欠損金

Ａ年度 Ａ年度より後の年度

 

が発生

利益がでたときの税負

担を軽減（過去の欠損

金分を課税所得から控

除）

制度の概要

具体例
Aᶴ꜠ᵓּזψʺ 6 3ὮὨ▄τ2,000 χὧד ỲΥ αϘΰθʻζχ ›χ ṍӟ 

‭χ ỲᶛψⱳχϢΞτσϤϘβʻ

青色申告書を提出した事業年度において欠損金（税務上の赤字）が生じた場合には、その

事業年度の後の事業年度以降に繰り越して、後の事業年度の所得から欠損金を控除すること

で、法人税の負担を軽減できます。

欠損金とは、 その事業年度の所得の計算において、益金の額よりも損金の額が多かった場

合の益金の額を超える部分の金額をいいます。

中小法人（P3参照、注1）は、各事業年度開始の日前10年以内（注2）に開始した事業年

度において生じた欠損金（注3）を、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入す

ることができます。
ˢ 1ˣ ▄ ψ Ỳᶛχ100 χ50 ᶛΥΏ ᾢ ᶛρσϤϘβʻ

ˢ 2ˣ 30 4Ὦ1 τᵫ◐ΰθⱧỘ τΣΜο αθὧ Ỳχἣׇṍḧψʺ9 ḧρσϤϘβʻ

ˢ 3ˣὧ Ỳχἣ ΰτϢϥḥ ˢP5╥ ˣχṛ τϢϤḥ Ϭ ΪϥϓΦỲᶛχὓ▄χṁ ρσμθὧ Ỳᶛψ ΤϦϘβʻ
Ϙθʺ Ỳχᶛτ▄ βϥỲᶛψ χỲᶛΥᾢ ρσϤϘβʻ

欠損金控除前の所得 所得の計算 欠損金の残高など

令和7年3月 500 ד 0 ὧ)ד Ỳ 2,000 ˼ד 500 (ד 2,000 ˵ד 500 ˹ד 1,500 ד

令和8年3月 300 ד 0 ὧ)ד Ỳ 1,500 ˼ד 300 ˣד 1,500 ˵ד 300 ˹ד 1,200 ד

令和9年3月 200 ד 0 ὧ)ד Ỳ 1,200 ˼ד 200 ˣד 1,200 ˵ד 200 ˹ד 1,000 ד

令和10年3月 800 ד 0 ὧ)ד Ỳ 1,000 ˼ד 800 ˣד 1,000 ˵ד 800 ˹ד 200 ד

令和11年3月 100 ד 0 ὧ)ד Ỳ 200 ˼ד 100 ˣד 200 ˵ד 100 ˹ד 100 ד

令和12年3月 300 ד
200 ד
ˢὧ Ỳ 100 ˻ד 300 ˣד

300 Τϣἣׇὧד Ỳ 100 ϬΏד
ΰθ 200 Υᴿד ρσϤϘβʻ

欠
損
金
の

繰
越
控
除

2
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3 欠損金の繰戻還付
～中小法人は、法人税率が低くなっています～˙ ⱫΥ θ ›χ χ ϬὖᾚΰϘβ ˙

青色申告書を提出する事業年度において欠損金が生じた場合、翌事業年度以降に繰り越すの

ではなく、欠損金が生じた事業年度開始の日の前1年以内に開始した事業年度の所得金額に繰

り戻し、既に納めた法人税から、欠損金の分だけ還付を受けることができます。

中小法人（P3参照、注）が欠損金の繰戻還付の適用を受けるためには、以下の条件を満たすことが

必要です。

①欠損金が生じた事業年度、その事業年度開始の日の前1年以内に開始した事業年度ともに青色申

告書で確定申告していること

②欠損金が生じた事業年度の青色申告書を提出期限内（原則として事業年度終了の日の翌日から2

ヶ月以内）に提出していること

③欠損金の繰戻しによる還付請求書を欠損金が生じた事業年度の確定申告書に添付して提出していること

（注ˣ大通算法人は除かれます。

還付請求できる法人税の額 ＝

前期の法人税額×当期の欠損金※÷前期の所得金額

※前期の所得金額が限度となります。

前期の課税所得500万円から当期の欠損金200万円を控除して法人税額を計算すると45万円

となります。

既に支払った税金75万円と45万円の差額30万円が還付請求額と考えるとわかり易くなります。

（200万円）

30万円 （200万円）

45万円 （300万円）

75万円

【前期の課税所得 500万円】

法人税額（500万円）×15％＝75万円

【還付額の計算】

前期の法人税額（75万円）×

当期の欠損金（200万円）÷前期の所得金額

（500万円）＝30万円

【当期の課税所得 ▲200万円】

制度の概要

80 ˢὧ Ỳχἣ ΰτϢϥḥ ˣ
66 χ12s ḼỘּיχὧ Ỳ ӟᵰχὧ Ỳχἣ ΰτϢϥḥ χ ˣ

欠
損
金
の

繰
戻
還
付

3
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4 交際費課税の特例

法人が支出した交際費等は、原則として、全額損金の額に算入しないこととされています

が、中小法人（P3参 照 ） は、①800万円までの交際費等の全額損金算入②接待飲食費の

50％の損金算入（注1）の選択適用が認められています（注2）。
ˢ 1ˣ Ԑ χ50̋χ Ỳ▄ χ ψ ӟᵰχ ˢⱧỘ χ τΣΪϥⱢ Ỳχᶛ Υ100

ᴑדӟᴞχ τᾢϥˣτϜ ϛϣϦοΜϘβʻ
ˢ 2ˣ ṍḧψ 9 3Ὦ31 Ϙπτᵫ◐ΰθⱧỘ πβʻ

˙ ΰΜ᾽ẁχᵫ Σ̋ Ӫ ρχḩἰӲⱱχθϛτ˙

ῖ∑ ρψ ῖ̋∑ ʺ σςχ π ζ̋χ χ Ӫ ▫̋ σςⱧỘχḩἰּיϒχ ằ̋ᴂʺ

ӫӗʺ σςχ“Ӯχθϛτ◦ βϥϜχϬΜΜϘβʻ

Ϙθʺ Ԑ ρψ ῖ̋∑ χΞκԐ ζχ άϦτ βϥ“Ӯχθϛτ βϥ χάρϬΜΜϘ

βʻ

交際費等とは・・・・・

ᵰχזּ ρχԐ π1 θϤ10,000דӟᴞχԐ ψῖ∑ χ ӤΤϣ ΤϦοΜϘβʻ

θιΰ Ԑ̋ χΚμθ Ὦ ╥̋ᴥΰθּי χ♃ ʾ Ϟḩἰ ╥̋ᴥΰθּיχ Ԑ̋ τ ΰθ

χᶛʺԐ χ ρ ∕ ʺζχ Ԑ πΚϥάρϬ ϣΤτβϥθϛτ σⱧθΰ∏ṜϬ‮

Ϭ βϥ ΥΚϤϘβʻ

ˢ ˣ10,000דϬ Πθ◦ χ ›ψʺ Πθ ιΪΥῖ∑ χ ӤΤϣ ᵰήϦϥχπψσΨʺ10,000דϬ Πθ
ᶛΥῖ∑ τᵺ ΰϘβʻ

1人当たり10,000円以下の飲食費の取扱い

χᶎ ⁮ τ 15ˢῖ∑ χ Ỳ▄ τḩβϥ ⇔ Ϭx βϥάρ

適用手続

制度の概要

個人事業主は交際費を

使えないの？

そんなことないわよ。個人

事業主は、事業に必要な限

り、きちんと経費に入れ 

ることができるわよ。

61 χ4s ῖ∑ χ Ỳ ▄ ˣ

交
際
費
課

税
の
特
例

4
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5
～中小法人は、法人税率が低くなっています～˙ ḼỘχ ΰΦσ ⱢϞ ΫϬῇᴃΰΰϘβ˙

制度の概要

先端設備等導入計画

例・商工会議所・商工会・中央会

・地域金融機関

・士業等の専門家 等

経済産業大臣

（基本方針の策定）

協議 同意

市区町村

（導入促進基本計画の策定）

申請事業者（中小企業）

認定経営革新等支援機関

申請 認定

事前確認

（必須）

【支援措置】

ü労働生産性を向上させるとともに賃上げに資する先端設備等を取得

した場合、固定資産税の軽減措置により税制面から支援（地方税法

に基づく）

・雇用者給与等支給額が1.5%以上増加することを表明した場合は、

課税標準を3年間1/2に軽減

・雇用者給与等支給額が3.0%以上増加することを表明した場合は、

課税標準を5年間1/4に軽減

ü計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援（信用保証）

固定資産税の特例
経営強化法による支援

固
定
資
産

税
の
特
例

5

固定資産税の特例の概要

15 43‮

中小事業者等とは
Ɫʾ ỲֿבΰΨψ ⱢỲχᶛΥ1ᴑדӟᴞχ
Ɫʾ ΰΨψבֿ ⱢϬ ΰσΜ χΞκ Ⱳ► βϥ ỘԌ Υ1,000 ӟᴞχ
ʾ Ⱳ► βϥ ỘԌ Υ1,000 ӟᴞχᾤ

θιΰ ⱳ̋χ ψ Ɫ̋ ỲΥ1ᴑדӟᴞπϜ ḼỘּיρψσϤϘδϭʻ
ԁχ ṛ ˢⱢ ỲֿבΰΨψ ⱢỲχᶛΥ1ᴑד χ Ɫ̋ ΰΨψבֿ ⱢϬ ΰσΜ χΞκ Ⱳ►

 βϥ ỘԌ Υ1,000 χ Ɫ̋ ỲֿבΰΨψ ⱢỲχᶛΥ5ᴑדӟ πΚϥ ρχḧτ ᵺ τϢ
ϥḁ ◦ ḩἰΥΚϥ Τxϣ2 χ1ӟ χ ⱢϬ Ϊϥ

2ӟ χ ṛ Τϣ3 χ2ӟ χ ⱢϬ Ϊϥ

̞1◕ τϢμοӰσϥ ›ΥΚϥʻ̞2 ẀⱢ▀ρΰοᴿ ήϦϥϜχτᾢϥʻ

対象者※1 中小事業者等のうち、先端設備等導入計画（以下「計画」という。）の認定を受
けた者（大企業の子会社を除く）

対象設備等
※1

年平均の投資利益率が5％以上となることが見込まれる投資計画に記載された投
資目的を達成するために必要不可欠な①～④の設備
【減価償却資産の種類（最低取得価格）】

➀機械装置（160万円以上）
②測定工具及び検査工具（30万円以上）
③器具備品（30万円以上）
④建物附属設備（※2）（60万円以上）

その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること／中古資産でないこと

特例措置 ・1.5%以上の賃上げ表明を行った場合は固定資産税の課税標準を3年間に限り1／2
に軽減

・3.0%以上の賃上げ表明を行った場合は固定資産税の課税標準を5年間に限り1／4
に軽減

9 3Ὦ31 Ϙπτʺ χ︡ Ϭβϥάρ適用要件

【概要】

中小事業者等が、特例適用期間（令和7年4月1日から令和9年3月31日）内に、雇用者給与等支

給額を1.5％以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて市区町村

から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取

得設備に係る固定資産税の課税標準が３年間、１／２に軽減されます。

また、計画に位置付けた賃上げ方針が３％以上のものである場合は、５年間、１／4に軽減され

ます。
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計画認定要件

手続き ̞ ⇔τνΜοψ ḼỘ Ш˔ЭЧ˔ЅϬέ ΨιήΜʻ

問い合わせ先

̞◕ τϢμοʺ ẉό ӽ ΥӰσϥ ›ΥΚϤϘβʻ

主な要件 内容

計画期間 計画認定から3年間～5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3％以上向上すること

（営業利益＋人件費＋減価償却費）

労働投入量
（労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間）

先端設備等の
種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容

○基本方針及び導入促進基本計画（※）に適合するものであること
○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
○認定経営革新等支援機関（商工会議所、商工会等）において事前確認を行った計画であること

（1）  計画の申請にあたっては、認定経営革新等支援機関に事前確認が必要ですので、身近な認定経営
革新等支援機関にご相談ください。

（2） 認定経営革新等支援機関による事前確認後、先端設備等の導入先の市町村（東京都特別区含む）
に対し、先端設備等導入計画の申請をしてください。また、固定資産税の特例を活用するために
は、対象設備が投資利益率の要件を満たすことについて、申請前に認定経営革新等支援機関によ
る事前確認を受ける必要があります。さらに、申請前に従業員に対して賃上げ表明を行うととも
に、賃上げ表明したことを証する書類も提出する必要があります。

（3）（2）で市町村（東京都特別区含む）から認定を受けた後、設備を取得してください。なお、税務
申告の際は、償却資産申告書とともに、所定の書類及び投資計画に関する確認書の写し、認定を
受けた計画の写し、認定書の写しを、償却資産が所在する各区の都税事務所又は市町村税務部署
に提出してください。

先端設備等の導入先の市町村（東京都特別区含む）

固
定
資
産

税
の
特
例

5ʾ ḼỘּיˢ ḼỘ Ὂְếᴟ 2 1ράϥΚπˣ‮

ᴞχ χⱢ Ỳ ψ ỘԌ χΜγϦΤχ ὯϬ θΰοΜϥⱧỘּי

計画認定対象者

̞ꜛ כּ ψ‚ἋṐ ЌϱбẉόЎв˔У Ộ ότῬỘ ЦиЕ ỘϬ Ψ
ˢ ˣ Ϭכ◦ ΪϥτΚθμοψʺάχ ὯϬ θΰθΞΠπʺ Ч˔Ѕχˮ ⱧỘּי ρψ˯τᵺ βϥ

ΥΚϤϘβʻ

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
業種分類

資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数

製造業その他 3億円以下 300人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

小売業 5千万円以下 50人以下

サービス業 5千万円以下 100人以下

政
令
指
定
業
種

ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下

ソフトウエア業又は
情報処理サービス業

3億円以下 300人以下

旅館業 5千万円以下 200人以下



中小企業経営強化税制
経営強化法による支援

～中小法人は、法人税率が低くなっています～˙Ὂְ ΰ Ϭ ϥḼỘχ ⱢϬếΨῇᴃΰΰϘβ˙

̞ σΣʺ Ṝχ ỘẸ › χΞκʺ ỘẸ ›ʺ ỘẸ › ›ᵓ ẫ̋ỘẸ › ẫ̋ỘẸ › ›ᵓʺ
›ʺ › ›ᵓψὊְ ΰ ὓᵊχ Ϭ ΪϥάρΥπΦϘδϭχπʺ χ ᵰρσϤϘβʻ

̞ ẉό ḼỘ Ɫ ˢP22ˣτνΜοψʺ Ṝˢ ͍ˣ ẉό τᵺ βϥ ˢϙσΰ Ḽ
ỘˣΤϣʺ ẫỘ τ βϥ Ɫχדᶪᴟτḩβϥ χԁ χ ᵓּזΤϣ͎ χ͍Ϭ Πϥ
ⱢϬ Ϊϥ τṛ βϥ ᶊ ψ ΤϦοΜϘβχπʺζχ ᶊ ψ χ
ρσϤϘβʻ

制度の概要

⁮ Ϭ βϥˮ ḼỘּי ˢ 1ˣ ψ ⱧỘּיˢ 2ˣ˯πʺ ḼỘ Ὂְếᴟ
 17 1χ‮ Ϭ Ϊθ χˮ ⱧỘּי ˢ 3ˣ˯τᵺ βϥϜχ

適用対象者

適用要件

（注1）本制度において中小企業者等とは、中小企業者又は農業協同組合等若しくは商店街振興組合
をいいます。

 ̓ ḼỘּי˜ӟᴞχ ϬΜΜϘβʻ
ʾⱢ Ỳχᶛ ψ ⱢỲχᶛΥ1ᴑדӟᴞχ
ʾⱢ ψ ⱢϬ ΰσΜ χΞκ Ⱳ► βϥ ỘԌχ Υ1,000 ӟᴞχ
   θιΰ ӟ̋ᴞχ ψ ᵰ

ԁχ ṛ ˢⱢ ỲχᶛֿבΰΨψ ⱢỲχᶛΥ1ᴑד χ ʺⱢ ΰΨψבֿ ⱢϬ ΰσ
Μ χΞκ Ⱳ► βϥ ỘԌχ Υ1,000 χ ψ ˢⱢ Ỳχᶛ ψ ⱢỲχᶛ
Υ5ᴑדӟ πΚϥ ˣρχḧτ ᵺ τϢϥḁ ◦ ḩἰΥΚϥ ϬΜΜʺ Ḽ
Ộ ⱢӾ ᶴ꜠ᵓּזϬ ΦϘβʻˣΤϣ2 χ1ӟ χ ⱢϬ Ϊϥ
2ӟ χ ṛ Τϣ3 χ2ӟ χ ⱢϬ Ϊϥ

3ⱧỘ χ ỲᶛˢᵃẠ3 ỡˣΥ15ᴑדϬ Πϥ
 ̓ ỘẸ ›

ỘẸ ›ʺ ỘẸ › ›ᵓʺ ḼỘ Ẹ ›ʺ Ɫ ›πΚϥ Ῥ ›ẉό Ῥ › ›
ᵓʺ ‚ᵤ֫ ›ʺ ‚ᵤ֫ › ›ᵓʺ Ɫ ›πΚϥ ᶨ־ Ộ › ẫ̋ỘẸ ›ʺẫỘẸ
› ›ᵓʺ ▀ᴥῬỘẸ ›ʺ ▀ᴥῬỘẸ › ›ᵓʺ › ότ › ›ᵓ

（注2）中小事業者とは、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主をいいます。
（注3） 特定事業者等とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。

Ⱳ► βϥ ỘԌχ Υԁ ӟᴞχᵓּזẉόᾤ πΚμοʺ ḼỘ Ὂְếᴟ τ ϛϥ

χⱧỘϬ︠θϥⱧỘρΰοְϚϜχ

ḼỘ › ψẸỘ ›

ⱧỘẸ ›ʺⱧỘẸ ›ʺ Ῥ ›ʺẸ › ›ᵓζχ χ χ τϢϤ ήϦθ

›ẉό ›ᵓπΚμοʺԁ χϜχ

ԁ זּ πΚμο Τϣ τᵺ βϥϜχϬ ψḧ χ  Ԍρβϥԁ χϜχ

Ⱳ► βϥ ỘԌχ Υ2,000 ӟᴞχᵓּזʺӺỘϬ︠θϥⱧỘρβϥ ʺⱦᴬӺỘϬ︠θϥ

ⱧỘρβϥ ᵓזּʺ ♅ ΰΨψבֿ ְ ᶨ ψᾤ ˢ Τϣ τᵺ βϥּיϬ Ψˣ

09

本制度は、中小企業者等で中小企業等経営強化法の認定を受けた一定のものが、経営力向上計
画に基づき、対象設備（建物を除く）の取得等をした場合に、特別償却（注1）又は取得価額の
10％の税額控除（資本金の額等が3,000万円超で一定の法人は7％）（注2）が選択適用できるも
のです。また、売上高100億円超を目指すロードマップ作成等を要件に、建物を新増設した場合
における建物及びその附属設備については、特別償却（取得価額の最大25％）又は税額控除
（取得価額の最大2％）（注2,3）が選択適用できるものです。

͕ 3Ὦ 31 Ϙπτʺ χ︡ Ϭΰο◙ ⱧỘχ τằβϥάρʻ
⇔ψⱳЧ˔Ѕӟ‭Ϭέᶎ ΨιήΜʻ

6

ˢ 1ˣ Ẁᾢ ᶛψʺ︡ ᴣᶛΤϣ Ẁᾢ ᶛϬΏ ΰθỲᶛτ βϥỲᶛρήϦʺ Ẁᾢ ᶛρ
δζχ︡ ᴣᶛχ ᶛϬ Ẁˢ Ⱳ ẀˣβϥάρΥπΦϘβʻϘθʺ Ẁψ ᾢ̋ ᶛϘπ Ẁ Ϭὓ
ΰσΤμθ › ζ̋χ Ẁ ᶛϬ ⱧỘ τἣϤׇβάρΥπΦϘβʻ

ˢ 2ˣ ᶛΏ ψʺ ḼỘ Ɫ ˢP22╥ ˣχ ᶛΏ ρχ›ὓπʺζχⱧỘ χ ᶛ ψ
ᶛχ20̋Υ ᾢρσϤϘβʻσΣʺ ᶛΏ ᾢ ᶛϬ ΠϥỲᶛτνΜοψʺ ⱧỘ τἣϤׇβάρ
ΥπΦϘβʻ

中
小
企
業

経
営
強
化

税
制 6

ˢ 3ˣ Ϋ 2.5̋ ӟ χ ›ʺ Ẁˢ︡ ᴣᶛχ15̋ˣ ψ ᶛΏ ˢ︡ ᴣᶛχ1̋ˣχ ʺ
Ϋ 5̋ӟ χ ›ʺ Ẁˢ︡ ᴣᶛχ25̋ˣ ψ ᶛΏ ˢ︡ ᴣᶛχ2̋ˣχ ʻ



10

適用手続

農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、 海

洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、郵便業、卸売業、小売業、損害保険代理業、不動産

業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業（注3）、生活関連サービス業、映画業、教育、学

習支援業、医療、福祉業、協同組合（他に分類されないもの）、サービス業（他に分類されないもの）

ˢ 1ˣ ṓỘʺ Ộʺ Ộʺ‚Ἃ֫ ỘʺỴ“ỘʺῆᶚỘˢֳᵊỘϬ Ψˣ ψ τσϤϘδϭʻ
ˢ 2ˣ ְỘ χṛ ẉόỘ χ ᴟ τḩβϥ 2 5ṛτ‮ βϥ ḩ ְỘτᵺ βϥϜχ

Ϭ ΦϘβʻ
ˢ 3ˣ ʺН˔ʺϺаНй˔ʺЗϱЕϼжУζχ άϦϣτ βϥԐ Ộψʺ ᶨ־ Ộ ›χ ›ԌΥְϚ

ϜχχϙΥ◙ ⱧỘρσϤϘβʻ

指定事業

10 χ5χ3s ⱧỘּיΥ Ὂְ ΰ Ϭ︡ ΰθ ›χ Ẁ ψ ᶛχ Ώ ˲x ˳
42 χ12χ4s ḼỘּי Υ Ὂְ ΰ Ϭ︡ ΰθ ›χ Ẁ ψ ᶛχ Ώ ˲x ˳

＜個人事業主＞
ʾ Ẁχ ›ʺ ⁮Ὠ▄ χˮᾚᴣ Ẁχὓ▄˯χˮ ᶤ ˢ ˣ Ẁ ˯χ τ

ẀχᶛϬʺˮ ˯χ τ ˢ 10χ5χ3ˣϬṜ ΰʺ Ẁτḩβϥ ⇔ Ϭᶎ ⁮

τ βϥάρʻ

ʾ ᶛΏ χ ›ʺ ⇔ Ϭᶎ ⁮ τ βϥάρʻ
ʾὊְ ΰ ὓᵊ ẉό ˢΜγϦϜּאΰˣϬ βϥάρʻ

＜法人＞
ʾ Ẁχ ›ʺ χᶎ ⁮ τ Ẁχ ρ ᶛ ⇔ Ϭ βϥάρʻ

ʾ ᶛΏ χ ›ʺ χᶎ ⁮ τ ρ ᶛ ⇔ Ϭ βϥάρʻ

ʾὊְ ΰ ὓᵊ ẉό ˢΜγϦϜּאΰˣϬ βϥάρʻ

ʾằ ⱧỘ χẚ ᴥᶤ›τḩβϥ ⁮ χּאΰϬ βϥάρʻ ̞E ἷϬ βϥ ›

中
小
企
業

経
営
強
化

税
制

対象設備

̞1 χṐᵣ ʾὺ ʾὺ τνΜοψʺ χΞκʺ Ϭ“ΞάρΥᾋ₅ϘϦϥ ṓχ Υ ϛϥᶤ›Υ2 χ1Ϭ Πϥ
Ϭ ΦϘβʻϘθʺ τνΜο Ϭ βϥ ›ψʺὊְ ΰ ὓᵊχ Ⱳτ ⁮ Ϭ βϥ ΥΚϤϘβʻ

 ΰΨψˮὊְ ΰ ὓᵊ├ χ︣ԏΦ˯ϢΨΚϥέל Ϭᶎ ΰοΨιήΜʻ

̞2  Ӻ χṀἇ ʾὺ ʾὺ τνΜοψʺӺ ὲỘϬ“ΞⱧỘּיΥ︡ ϬβϥϜχϬ ΦϘβʻ

̞3 ЊТЕϳϵϯτνΜοψʺ ΰοאּ βϥθϛχᾖ ʺᵫ ᾆẕ χϜχʺЂ˔Н˔ ͤͨχΞκԁ χϜχσςψ ΦϘβʻ ΰΨψ
P23χˮ ρσϥЊТЕϳϵϯ˯Ϭᶎ ΰοΨιήΜʻ

̞4 ЀϱржрЖз˔Ộˢ︠ σⱧỘπΚϥϜχϬ Ψˣχ τằβϥ πζχḚ χΣΣϚφ Ϭ χּיτӦ βϥϜχẉόӚ‹Ɫ▀Ыϱ
ИрϽỘχ τằβϥ Ϭ ΦϘβʻ

̞5 Φ ᵠᶗτⱢβϥᾚᴣ ẀⱢ▀πΚμοʺ ▀ Ϭ  βϥϜχτνΜοψʺ χ ρσϥ ›ΥΚϤϘβʻ
ΰΨψάκϣχלṮᴂ Ⱨ ˢ⁯ ˣϬέᶎ ΨιήΜʻhttps://www .nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/ 04/ 16.htm

̞6з˔ІⱢ▀χ︡ӌΜτνΜοψP20Q7Ϭέ╥ ΨιήΜʻ

6

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/16.htm
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制度の詳細

ṍḧ

30

①生産性向上設備（Ａ類型）の適用手続き

下の表の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの

ԁ ṍḧ τ ήϦθЯДиπΚϥάρ

ˢΩ ЯДиπΚϥ ψΚϤϘδϭˣ

Ὂְ χΰ τⱢβϥϜχχ◙ ˢ ӡⱲḧ θϤ ▀ ʺ ϘϤ ʺ ЀІЕ⌡ᾚ χΜγϦΤˣ

ΥẛЯДиρ ᶓΰο ỡ1̋ӟ ΰ ΰοΜϥ πΚϥάρˢ̞ˣ

̞ЊТЕϳϵϯτνΜοψʺ Ṑ ẉό ʾ◙ꜘṐ Ϭ βϥϜχ

要件（A 類型）

設備の種類 用途又は細目 取得価額要件
（1台1基又は一の取得価額）

販売開始時期

機械装置 全て 160万円以上 10年以内

工具 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内

器具備品 全て 30万円以上 6年以内

建物附属設備 全て 60万円以上 14年以内

ソフトウエア

設備の稼働状況等に係る
情報収集機能及び分析・
指示機能を有するもの

70万円以上 5年以内

本制度の適用を受けるためには、経営力向上計画の中で、①生産性向上設備、②収益力強化設備、③

経営資源集約化設備又は④経営規模拡大設備等として認定を受けることが必要になります。原則、設

備の取得前に経営力向上計画の認定を受ける必要がありますので、本制度をご検討の際は、お早めに手

続きを進めてください。

なお、原則に従うことができない場合でも、A類型やB類型を活用するときは、設備取得日から60日

以内に経営力向上計画が受理されれば適用することが可能です。

【例外】設備取得後に経営力向上計画を申請する場合

̞D ἷϬᶨ βϥ ›ʺⱧỘ Ὃ χם☼ῇτ Ϭ︡ βϥ ΥΚϥθϛʺ ᵰ χᶨ ψπΦϘδϭʻϘθʺE
ἷϬᶨ βϥ ›Ϝʺ ᵰ χᶨ ψπΦϘδϭʻ

事
業
年
度
末

Ὂ
ְ

ΰ

ὓ
ᵊ

認
定（※

３
）

Ὂ
ְ

ΰ

ὓ
ᵊ

⁮

取
得
（※
２
）

͗

ἷ

Ὂ
▀
ộ
ᶎ

͖

ἷ

Ῥ
Ộ
ᵓ

事
業
供
用

設
備
取
得

申
請
（
到
達
）
（※

１
）

͗

ἷ

Ὂ
▀
ộ
ᶎ

͖

ἷ

Ῥ
Ộ
ᵓ

ᵔ ƶ ƶ

̞1 Aʾ B ἷχ ψ ︡ ϢϤ τ“Ξ

ΥΚϤϘβʻσΣʺ χ︡ ψʺ χ

ԏΦ ΰϬ Ϊθ ρσϤϘβʻ

̞3 χ Ϭ ΪϥθϛτψʺᶆḼỘχⱧỘ

τ Ϭ Ϊϥ ΥΚϤϘβʻ

︡ Τϣ Ϙπ

60 ӟ

中小企業経営強化税制

中
小
企
業

経
営
強
化

税
制

6

̞2 ʾᶎ χ ψὊְ ΰ ὓᵊχ

ӟ πΚϥ ΥΚϤϘβʻ

ṍḧ

Ω 60
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設備ユーザー

(中小企業者等)

設備

メーカー等
工業会等

経済産業省

所轄の

税務署

主務大臣
（担当省庁）

要件確認

①証明書発行依頼 ⑧税務申告

⑤計画申請
定期的に

状況報告

⑥計画認定 ⑦設備取得

④証明書入手

②証明書発行申請

工業会等の問い合わせ先

ˢ1ˣ Ю˔ϸ˔ τ χ “ϬӢ ΰοΨιήΜ

▀ ΰ τνΜοψʺῬỘᵓ Υ Ч˔Ѕχ ὯϬ θΰοΜϥάρϬᶎ ΰοʺ

ᵺῬỘᵓ Τϣ Ϭ “ΰοϜϣΜϘβʻ

ˢ2ˣὊְ ΰ ὓᵊϬ├ ΰοΨιήΜ

ˢ1ˣπᶎ Ϭ Ϊθ ϬὊְ ΰ ὓᵊτṜ∏ΰʺ ˢּאΰˣϬ ΰοʺ︠

τὓᵊ ϬΰοΨιήΜʻ

ˢ3ˣ ︡ ̍ ⁮

ˢ2ˣπ︠ χ Ϭ Ϊθῇʺ Ϭ︡ ΰοΨιήΜʻσΣʺ ⁮χ∑ψʺ

χ Ϭ ΰοΨιήΜˢP10ˮ ︣ ˯╥ ˣʻ

手続き

ḼỘ χШ˔ЭЧ˔Ѕπʺ Ϭ “βϥῬỘᵓ χзІЕϬἿ∏ΰοΜϘβʻ

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai/kougyoulist.pdf

Ϙθ Ϣ̋Ϥ ⇔σ︣ ΦτνΜοψʺ ḼỘ χШ˔ЭЧ˔Ѕπ︣ԏΦϬ῝ᵫΰοΣϤϘβχπ έ̋ᶎ ΨιήΜʻ
σΣʺ χ τḩβϥԁ σέל Ϟέ τνΜοψ⁯ ộ ЈрЌ˔ˢ ʿ0570-00-5901
ˢ⁯ ЍϱбиˣURLʿ https://www.nta.go.jp ˣʺᾤ χ︡ԏτḩβϥέ ψ ● ψ ᶭχ
τέ ΨιήΜʻ

③証明書発行

中
小
企
業

経
営
強
化

税
制6

（コラム）中小企業等経営強化法について

ˮὊְ ΰ ὓᵊ ψ˯ʺ ∙Ӿ Ѐ̋ІЕḚ

χЫКЅЮрЕχΰ Ϟ Ɫσςʺ

χὊְזּꜛ Ϭΰ βϥθϛτם☼βϥὓ

ᵊπʺ ήϦθⱧỘּיψʺ ϞỲ

כ◦ Ϭ ΪϥάρΥπΦϘβʻ

特定事業者等
中小企業・小規模事業者

中堅企業

経営力向上計画

国

（事業分野別の主務大臣）

申請 認定

https://www.nta.go.jp/
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②収益力強化設備（Ｂ類型）／経営資源集約化設備（D類型）の適用手続き

下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
ỡχ Ɫ ׃ Υ7̋ӟ ρσϥάρΥᾋ₅ϘϦϥάρτνΦὊↄ▀Ộ ˢὊↄ▀Ộộˣ

χᶎ Ϭ Ϊθ ⱢὓᵊτṜ∏ήϦθ Ɫχ Ϭ βϥθϛτ ᴦὧσ

要件（ B 類 型 ）

設備の種類 用途又は細目
取得価額要件

（1台1基又は一の取得価額）

機械装置 全て 160万円以上

工具 全て 30万円以上

器具備品 全て 30万円以上

建物附属設備 全て 60万円以上

ソフトウエア 全て 70万円以上

下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもので、経営力向上計画に事業承継等事前調査に
関する事項の記載があるものであって、経営力向上計画に従って事業承継等を行った後に取得等
をするもの
ὓᵊ ⱳχ ROA ψ Ἱᾧ Ɫ▀ᵕ Υӟᴞ χ ὯϬ θβάρΥᾋ₅ϘϦϥϜ

χπΚϥάρτνΦὊↄ▀Ộ ˢὊↄ▀Ộộˣχᶎ Ϭ Ϊθ ⱢὓᵊτṜ∏ήϦθ Ɫχ

Ϭ βϥθϛτ ᴦὧσ

要件（ D 類 型 ）

計画期間 修正ROA 有形固定資産回転率

3年 ＋0．3％ポイント ＋2%

4年 ＋0．4％ポイント ＋2．5%

5年 ＋0．5％ポイント ＋3%

対象設備（共通）

中小企業経営強化税制

中
小
企
業

経
営
強
化

税
制 6
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（1）まずはお付き合いのある税理士又は公認会計士にご相談ください
B類型・D類型の適用にあたっては、事業者において投資計画を策定して、その内容を税理

士又は公認会計士に事前確認してもらい、事前確認書を取得する必要があります。

（2）経済産業局にご連絡したうえで、申請書をご提出・ご説明ください
本社所在地を管轄する経済産業局（次ページ参照）に投資計画とともに（1）の事前確認書

をご提出・ご説明ください。

（3）経営力向上計画を策定してください
（2）で確認を受けた設備を経営力向上計画に記載し、確認書（写し）を添付して、主務大臣

に計画申請をしてください。

（4）設備取得＆税務申告
（3）で主務大臣の認定を受けた後、設備を取得してください。なお、税務申告の際は、所定

の書類を添付してください（P10 「適用手続」参照） 。

手続き（共通）

̞1ᵓὓ χᾚᴣ Ẁ
̞2 χ︡ Ϭβϥ χ ӟ‭ʺ︡ χΩ χᾚᴣ ẀṍḧϘπχ ỡᶛ
̞3 Ӫṍḧˢ͏ Τϣ͑ ϘπχΜγϦΤϬ ˣϬ Πϥ χᶛψʺ ᵺ χ χᶛτ Ӫṍḧχ

   Ω χ ᴥ Ϭ αοᴥΠθᶛ
̞4 χ︡ Ϭβϥ τΣΪϥζχ︡ Ϭβϥ χ︡ ᴣᶛχ›ὓᶛ

「営業利益＋減価償却費※1」の増加額※2※3

設備投資額※4

年平均の投資利益率は、次の算式によって算定します。

投資利益率の計算（ B 類型）

修正ROA又は有形固定資産回転率の計算（ D 類型）

ρσϥ ROA ψ Ἱᾧ Ɫ▀ᵕ ψʺⱳχ▄꜠τϢμο▄ ΰϘβʻ

計画終了年度における売上高

計画終了年度における有形固定資産※2

計画終了年度における総資産※2

計画終了年度における

営業利益＋減価償却費※1＋研究開発費※1
修正ROA

(変化分)

基準年度※3における

営業利益＋減価償却費＋研究開発費

基準年度における総資産

＝

基準年度における売上高

基準年度における有形固定資産

有形固定
資産回転
率
(変化率)

＝

基準年度※3における売上高

基準年度における有形固定資産

̞1 ᵓὓ χᾚᴣ Ẁ ẉόᾆẕᵫ
̞2 ᴣᶛϬ◙β
̞3 ὓᵊᵫ◐ τΣΪϥⱧỘ χᶎ Ὠ▄Ⱳχ

中
小
企
業

経
営
強
化

税
制6
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各経済産業局の問い合わせ先（B・D類型について）

公認会計士

又は税理士

※

所轄の税務署

所轄の経済産業局

中小企業者等
主務大臣

（担当省庁）

経済産業省

③確認書発行申請
（①投資計画及び
②事前確認書を添付）

⑧税務申告

⑥計画認定

協議・指導等

協議・指導等

④確認書発行

⑤計画申請

①投資計画案の

確認依頼

②事前確認書

発行

※本スキームを利用する際は、導入者の企業

規模によらず、公認会計士又は税理士の確
認が 必要です（会計監査人や顧問税理士
等でなくても可）。

（お問い合わせ先） （管轄地域）

○北海道経済産業局
中小企業課（直通：011－709－3140）

北海道

○東北経済産業局
経営支援課（直通：022－221－4806）

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

○関東経済産業局
中小企業課（直通：048－600－0298）

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

○中部経済産業局
経営力向上室（直通：052－951－0253）

岐阜県、愛知県、三重県、富山県、石川県

○近畿経済産業局
創業・経営支援課 経営力向上室

（直通：06－6966－6036）

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、
和歌山県

○中国経済産業局
経営支援課（直通：082－205－5316）

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

○四国経済産業局
中小企業課（直通：087－811－8562）

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

○九州経済産業局
経営支援・金融課 経営力向上室

（直通：092－482－5593）

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県

○沖縄総合事務局経済産業部
中小企業課（直通：098－866－1755）

沖縄県

Ϙθ Ϣ̋Ϥ ⇔σ︣ ΦτνΜοψʺ ḼỘ χШ˔ЭЧ˔Ѕπ︣ԏΦϬ῝ᵫΰοΣϤϘβχπ έ̋ᶎ ΨιήΜʻ
σΣ ᾚ̋ᴣ ẀⱢ▀χ χ Ϟ χṛ τḩβϥΣ Μ›ϩδτḩΰοψʺ ● ψ ᶭχ Ϙπ
Σ Μ›ϩδΨιήΜʻ

⑦設備取得

＜経営強化税制・経営力向上計画について＞
ḼỘ ЂЪ Е̝ЈрЌ˔ ʿ03-6281-9821s 9ʿ30-12ʿ00, 13ʿ 00-17ʿ00 x

＜本税制の適用について＞
⁯ ộ ЈрЌ˔ ʿ0570-00-5901ˢ⁯ Ѝϱбиˣ

URLʿ https://www.nta.go.jp

ᾤ χ︡ԏτḩβϥέ ψʺ ● ψ ᶭχ τΣ Μ›ϩδΨιήΜ

問い合わせ先

中小企業経営強化税制

要件確認

中
小
企
業

経
営
強
化

税
制 6

https://www.nta.go.jp/
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③経営規模拡大設備等（E類型）の適用手続き

下の表の対象設備のうち、以下の①及び②について経済産業大臣（経済産業局）の確認を受けた
投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備等

①年平均の投資利益率が７％以上となることが見込まれるものであること

②経営の規模の拡大に著しく資するものとして経済産業大臣が定める要件に適合すること

要 件（E類型）

¸対象企業
① 申請の前事業年度の売上高10億円超90億円未満の法人。
② 売上高100億円超を目指すにあたり、事業基盤、財務基盤及び組織基盤が整っていること。
※個人事業主は本制度税制をご利用することは出来ません。
※E類型を利用する場合、投資計画の確認申請書の申請日と経営力向上計画の申請日が同一事

業年度でなければ、認定を受けることは出来ません。
¸投資計画の内容

① 売上向上のための取組及び設備投資時期を示したロードマップを策定すること。
② 売上高100億円超及び年平均10％以上の売上高成長率を目指すこと。
③ 給与等の支給額を増加させることが明確に示されていること。
※本税制を利用するためには事前に100億宣言（https://growth-100-oku.smrj.go.jp）を行

う必要があります。
¸経営規模拡大設備等

① 導入予定の設備が売上高の増加に貢献するものであること。
② 経営力向上計画の認定を受けた日から2年以内に導入予定の設備の取得価額の合計額が1

億円又は経営規模拡大設備等を取得する前事業年度の売上高の5％相当額のいずれか高い
金額以上であること。

③ 生産性の向上に資する設備の導入に伴い建物及びその附属設備の新設又は増設をするもの
であること。

経営力向上計画の認定後、E類型の要件を満たさなくなった等の場合は、経営力向上計画の変更
申請を行い、E類型に関する記載は削除してください。

なお、経営力向上計画申請書にE類型の設備等が記載されている企業は、中小企業投資促進税制
（P22）及び中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例（P24）を受けること
ができません。

設備の種類 用途又は細目
最低価額

（１台１基又は一の取得価額）

機械装置 全て １６０万円以上

工具 全て ３０万円以上

器具備品 全て ３０万円以上

建物及びその附属設備
※生産性向上に資する設備の導入に伴って
新増設される建物及びその附属設備に限る

全て 合計１，０００万円以上

ソフトウエア 全て ７０万円以上

経営規模の拡大を行う投資計画について（ E 類型）

対象設備
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中小企業経営強化税制

中
小
企
業

経
営
強
化

税
制 6

手続き

（1）まずはお付き合いのある税理士又は公認会計士にご相談ください
E類型の適用にあたっては、事業者において投資計画を策定して、その内容を税理士又は公認

会計士に事前確認してもらい、事前確認書を取得する必要があります。

（2）経済産業局にご連絡したうえで、申請書をご提出・ご説明ください
本社所在地を管轄する経済産業局（P19参照）に投資計画とともに（1）の事前確認書 をご提

出・ご説明ください。

（3）経営力向上計画を策定してください
（2）で確認を受けた設備を経営力向上計画に記載し、確認書（写し）を添付して、主務大臣に

計画申請をしてください。

（4）設備取得＆税務申告
（3）で主務大臣の認定を受けた後、設備を取得してください。設備の取得後、中小企業等経

営強化法施行規則第16条第3項の投資計画における供用事業年度の給与増加割合に関する報

告書を経済産業局に提出してください。

なお、税務申告の際は、④の確認書及び確認申請書、⑤の申請書、⑥の認定書並びに⑧の

中小企業等経営強化法施行規則第16条第3項の投資計画における供用事業年度の給与増加割

合に関する報告書（いずれも写し）を添付してください。
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申
請
（
到
達
）※

２

経
営
力
向
上
計
画

事
業
年
度
末

30

認
定

経
営
力
向
上
計
画

申
請

(

Ｅ
類
型)

経
産
局
確
認
書

取
得

※

１

(

Ｅ
類
型)

経
産
局
確
認
書

【１年目】

提
出

実
施
状
況
報
告
書

（
投
資
計
画
期
間
終
了
時
ま
で
毎
年
）

30 4

※１ 確認書の日付は経営力向上計画の申請日以前である必要があります。
※２ 確認申請書の申請日と経営力向上計画の申請日が同一事業年度である必要があります。

4ヶ月以内

建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
取
得※

３※

４

税
務
申
告

事
業
年
度
末

事
業
供
用

【建物及びその附属設備を取得する年度】

提
出

実
施
状
況
報
告
書

提
出

に
関
す
る
報
告
書

け
る
供
用
事
業
年
度
の
給
与
増
加
割
合

第
16

条
第
3

項
の
投
資
計
画
に
お

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
規
則

（
税
務
申
告
ま
で
に
）

※３ 確認書申請日より前に着工された建物は、投資計画に記載することはできません。
※４ 建物及びその附属設備の取得は経営力向上計画の認定後である必要があります。
※５ 給与増加割合に関する目標を達成した報告書を提出した経営力向上計画は、Ｅ類型に関する

記載を削除する旨の変更申請はできません。
※６ 中小企業等経営強化法施行規則第16条第3項の投資計画における供用事業年度の給与増加割

合に関する報告書の提出又は税務申告の前に提出しても構いません。

※

５

※

６

原則20日以内

【参考】Ｅ類型の活用を希望する場合の申請・報告フローについて

中
小
企
業

経
営
強
化

税
制6
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各経済産業局のお問い合わせ先（E類型について）

ϘθʺϢϤ ⇔σ︣ ΦτνΜοψʺ ḼỘ χШ˔ЭЧ˔Ѕπ︣ԏΦϬ῝ᵫΰοΣϤϘβχπʺέᶎ
ΨιήΜʻ
σΣʺᾚᴣ ẀⱢ▀χ χ Ϟ χṛ τḩβϥΣ Μ›ϩδτḩΰοψʺ ● ψ ᶭχ
ϘπΣ Μ›ϩδΨιήΜʻ

＜経営強化税制・経営力向上計画について＞
中小企業税制サポートセンター 電話：03-6281-9821（平日9：30-12：00, 13：00-17：00 ）

＜本税制の適用について＞

  国税局電話相談センター 電話：0570-00-5901（国税相談専用ダイヤル）

URL：https://www.nta.go.jp

個別の取引に関するご相談は、税理士又は所轄の税務署にお問い合わせください。

問い合わせ先

（お問い合わせ先） （管轄地域）

○北海道経済産業局
中小企業課（直通：011－709－3140）

北海道

○東北経済産業局
経営支援課（直通：022－221－4806）

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

○関東経済産業局
中小企業課（直通：048－600－0298）

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

○中部経済産業局
経営力向上室（直通：052－951－0253）

岐阜県、愛知県、三重県、富山県、石川県

○近畿経済産業局
創業・経営支援課 経営力向上室

（直通：06－6966－6036）

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、
和歌山県

○中国経済産業局
経営支援課（直通：082－205－5316）

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

○四国経済産業局
中小企業課（直通：087－811－8562）

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

○九州経済産業局
経営支援・金融課 経営力向上室

（直通：092－482－5593）

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県

○沖縄総合事務局経済産業部
中小企業課（直通：098－866－1755）

沖縄県

https://www.nta.go.jp/
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【問】 本税制の対象となる生産等設備とはどのような設備を指すのか。

˲ ˳ ▀ ρψʺ Πωʺ ỘϬְϚ χῬ ʺ ỘϬְϚ χ ψꜛ כּ ỘϬ

ְϚ χ⌠Ộ χϢΞτ ζ̋χ Υ“Ξ ▀ᶨ ʺ ᶨ ʺ ằᶨ ζχ Ϭᶍ׃

βϥθϛτ“Ξᶨ ˢӟᴞˮ ▀ ᶨ ˯ρΜΜϘβʻˣχ τ ằήϦϥᾚᴣ ẀⱢ▀π 

ήϦϥϜχϬΜΜϘβʻΰθΥμοʺ Πωʺ Ṅ̋ אָ χὺ Ⱨ̋ Ṁἇ ʺ ῡ

☼ ψ ᵰρσϤϘβʻ

ԁ χὺ Υ ρ τằήϦοΜϥ ›σς ᾚ̋ᴣ ẀⱢ▀χԁ Υ χ ▀ ᶨ

χ τ ằήϦοΜϥϜχτνΜοψ ζ̋χ οΥ ▀ ρσϤϘβʻ

【問】 取得価額の範囲には、どのような費用が含まれるのか。

˲ ˳ ρσϥᾚᴣ ẀⱢ▀χ︡ ᴣᶛψʺ ᵺᾧ Ɫ▀χ† ᴣʺ ᵰ ˢԏ︡֫ ʺ

ᴻ ʺ֫ ᾑ †̋ ︣ ḩ̋ ζ̋χ † χθϛτ ΰθ ˣ̋ ᵺⱢ▀ϬⱧỘχ

τằβϥθϛτ ΰθ χỲᶛs κʺ ︡ ʺ Πω ♯̋֫ χxΞκʺ

ᾚᴣ ẀⱢ▀ρΰοὓ ήϦϥϜχχ›ὓᶛτσϤϘβʻ

【問】 設備取得の際に国又は地方公共団体から補助金を受けた場合でも、税制の対象となるのか。

˲ ˳ ᾖ ρΰο τσϤϘβʻ χˮ ӊ Ṝ χ˯ Ϭ Ϊθ ›ψ ӊ̋ Ṝ ῇχỲᶛ

Υ χ︡ ᴣᶛρσϤϘβʻ τʺˮ Ỳ ꜠ Ϭ˯ Μθ ›Ϝʺ χ︡ ᴣᶛψ

Ỳᶛ Ϭ₯ΰԏΜθᴣᶛρσϤϘβʻϘθʺ Ỳχῖ Υ ⱧỘ τσϥ ›τΣΜ

οψʺ ῖ ᶛϬ₯ΰԏΜθᴣᶛΥ ᶛΏ ỲᶛρσϤϘβʻϘθʺ Ỳ τ Ϭ ᾢ

βϥ ›ΥΚϤϘβχπέ ӪΨιήΜʻ

【問】 単品の取得価額は、どのように判定するのか。

˲ ˳ Ṑᵣẉό ψῬἇʺṀἇẉό χԁ ψԁṁχ︡ ᴣᶛΥ160 ӟד ψ30 ӟד

πΚ ϥΤςΞΤτνΜοψʺ ԁ ӡρΰο︡ԏήϦϥ ӡέρτ ΰϘβΥ ᾤ̋ˑχṐ

ᵣẉό χ ρ Ⱳτ βϥꜛ ψᾖ ṐχϢΞσ ṐṀπ ᵺ ρԁ

τσμο ► βϥϜχΥΚϥ ›τψ ά̋Ϧϣχ ṐṀϬḯϛθράϧτϢϤζχ Ϭ“

ΞάρΥπΦ Ϙβχπʺˮ ԁ ӡρΰο︡ԏήϦϥ ӡ Υ˯Ω ︡ ᴣᶛχ χṁ ρσϤ

Ϙβʻᾤ χϾ˔ІτΣΜο τ ϩϦϥ ›ψʺ ● ψ ᶭχ τΣ φΨιή

Μʻ

【問】 取得とは、具体的にどのタイミングを指すのか。

˲ ˳ Ṑᵣ χ ᾂϬ θάρ ν̋ϘϤṐᵣ χ† Ϭΰθάρs Ἰ τṁξΨὺ τνΜοψʺ

ԁ τψԏ ΰϬ Ϊθάρ Ϭx◙ΰϘβʻ Πω ᾁ̋ Υ ϩμοΜσΜ τνΜοψ ԏ̋

ΰΥↄϭπΜσΜάρΤϣԁ τ ︡ χ ρ―ΠϣϦϘβʻᾤ χϾ˔ІτΣΜο

τ ϩϦϥ ›ψʺ ● ψ ᶭχ τΣ φΨιήΜʻ

よくある質問とその回答

Q1 生産等設備について

Q2 取得価額の範囲

Q5 取得のタイミングについて

中小企業経営強化税制

Q3 補助金制度との併用について

Q4 単品の取得価額の判定について

中
小
企
業

経
営
強
化

税
制 6
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CHECK!!
その他、よくある質問については、中小企業庁のホームページでＱ＆Ａ集を公開しておりますので、下

記のホームページ内のよくある質問をご確認ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

【問】 事業の用に供するとは、具体的にどのタイミングを指すのか。

˲ ˳ Ộ Ộʾ ζʾχⱢ▀χ  ẉό► χ ệϬ › τ᷈ӛΰο ήϦϘβΥ ԁ̋ τψζχ

ᾚᴣ ẀⱢ▀χϜν τ μο χ χθϛτ► Ϭᵫ◐βϥτ♩μθάρϬ◙ΰϘβʻ

Πω Ṑ̋ᵣ Ϭ† ΰθ ›ψ Ṑ̋ᵣϬῬ τ ΰθιΪπψⱧỘχ τằΰθρψΜΠ

γ ζ̋χṐᵣϬ Π Ϊ ♯̋֫ Ϭḁ ΰʺ χ ▀Ϭᵫ◐ΰθ ΥⱧỘχ τằΰθ ρσϤ

Ϙβʻᾤ χϾ˔ІτΣΜο τ ϩϦϥ ›ψʺ ● ψ ᶭχ τΣ φΨιήΜʻ

【問】 購入ではなくリースの場合も、税制措置の対象となるのか。

˲ ˳ ТϮϱЗрІз˔І︡ԏτνΜοψ τσϤϘβΥ Т̋ϮϱЗрІз˔ІχΞκ ᾂӱ ᵰз˔І︡

ԏτνΜοψ ᶛΏ χϙ ᴦ ˢ Ẁψ ᴦ ρxσϤϘβʻσΣʺ ᶛΏ ᶛψ χ

з˔І πψσΨ̋з˔ІⱢ▀ᶛϬЦ˔Іτὓ▄βϥάρρσϤϘβʻϘθ Ϸ̋Чй˔ГϰрϽз˔Іτ

νΜοψ χ ᵰρσϤϘβʻ

【問】 他の税制との重複適用は可能か。

˲ ˳ αᾚᴣ ẀⱢ▀π2ӟ χ Ẁʾ ᶛΏ τἰϥ χ Ϭ ΪϥάρψπΦϘδϭΥʺ

ᾧ Ɫ▀ χ ρψ ΰο βϥάρΥᴦ πβʻ

【問】 これらの税制措置は業種問わず利用することは可能か。

˲ ˳ ḼỘὊְếᴟ χ◙ ⱧỘτνΜοψʺP10ˮ◙ ⱧỘ˯Ϭέ ΨιήΜʻ

【問】 売電を目的とした発電設備等の導入は対象になるのか。

˲ ˳ χ ›τψʺ ṓỘχ τằβϥ τσϥρ―ΠϣϦϘβʻ ṓỘτνΜοψ Ḽ

ỘὊְếᴟ χ◙ ⱧỘτḯϘϦοΣϣγʺ ρσϤϘδϭχπέ ӪΨιήΜʻ

Ϙθ Ὂְ̋ ΰ ὓᵊχם☼ṍḧχΞκ Ὂְ̋ ΰ ὓᵊτṁξΦ βϥ τϢϤ

ήϦϥ ṓχ Ϭ“ΣΞρβϥṍḧτΣΜο ζ̋χ τϢϤ ήϦϥ ṓχΞκ

χθϛχ ṓχ ϛϥᶤ›Υ2 χ1Ϭ Πϥ ›τνΜοψʺ χ ᵰρσϤϘβʻ

Q11 働き方改革に資する設備について

【問】 働き方改革に資する設備は本税制の対象となるか。

˲ ˳ άϦϣχ ψʺ χ ὯϬ θΰοΜϦω ρσϤϘβʻ ΰΨψάκϣχלṮᴂ Ⱨ

ˢ⁯ ˣϬέᶎ ΨιήΜʻhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/16.htm

Q8 他の税制との重複適用について

Q9 対象業種について

Q10 売電を目的とした発電設備等の取扱い

Q7 リース資産の取扱い

Q6 事業の用に供するとは

中
小
企
業

経
営
強
化

税
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https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/16.htm
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7 中小企業投資促進税制
～中小法人は、法人税率が低くなっています～˙ ▀ Ϭ‰ϛϥϢΞσ ⱢϬᴂכΰϘβ˙

本制度は、一定の機械装置等の対象設備の取得等をした場合に、取得価額の30％の特別償却（

注1）又は取得価額の7％の税額控除（注2）が選択適用（税額控除は資本金の額等が3,000万円超

で一定の法人は除きます。 ）できるものです。

ˢ 1ˣ Ẁψʺᾢ ᶛϘπ Ẁ Ϭὓ ΰσΤμθ ›ʺζχ Ẁ ᶛϬ ⱧỘ τἣϤׇβάρΥπΦϘβʻ
ˢ 2ˣ ᶛΏ ψʺ ḼỘὊְếᴟ ˢP9╥ ˣχ ᶛΏ ρχ›ὓπʺζχⱧỘ χ ᶛ ψ ᶛχ

20̋ Υ ᾢρσϤϘβʻσΣʺ ᶛΏ ᾢ ᶛϬ ΠϥỲᶛτνΜοψʺ ⱧỘ τἣϤׇβάρΥπΦϘβʻ

制度の概要

9 3Ὦ 31 Ϙπτʺ χ︡ Ϭΰο◙ ⱧỘχ τằβϥάρʻ

青色申告書を提出する「中小企業者等又は中小事業者」（Ｐ9参照）

適用対象者

対象設備

設備 取得価額要件

Ṑᵣ ˢ 3ˣ 1 ψ1ṁχ︡ ᴣᶛΥ160 ӟד χϜχ

Ῥἇʾᾁ₰Ῥἇ 1 ψ1ṁχ︡ ᴣᶛΥ120 ӟד χϜχ
ˢ1 ψ1ṁχ︡ ᴣᶛΥ30 ӟד ΤνζχⱧỘ χ︡ ᴣ
ᶛχ›ὓᶛΥ120 ӟד χϜχϬḯϚˣ

ԁ χЊТЕϳϵϯ ԁχЊТЕϳϵϯχ︡ ᴣᶛΥ70 ӟד χϜχ
ˢζχⱧỘ χ︡ ᴣᶛχ›ὓᶛΥ70 ӟד χϜχϬḯϚˣ

ᵁ ꜛ כּ כּ 3.5tӟ ˢ 4ˣ

‚ οˢ 5ˣ

ˢ 1ˣ ᾥ ʺ χ τằβϥ ψ ᵰπβʻθιΰʺ ‚֫ χ τằήϦϥ χ ΰϬβϥⱧỘϬְϚ  
Υ χ τằβϥ ψ ρσϤϘβʻ

ˢ 2ˣ ›Ἰ ζχ άϦτ βϥԁ χἸ χ πΚϥⱧỘχ τằβϥ ψ ᵰπβʻ
ˢ 3ˣЀϱржрЖз˔Ộˢ︠ σⱧỘπΚϥϜχϬ Ψˣχ τằβϥṐᵣ πζχḚ χΣΣϚφ Ϭ χּיτ

Ӧ βϥϜχψ ᵰπβʻ
ˢ 4ˣ ᵁ ꜛ ʺψכּ ֫ כּ ☼“ṛ ԁτṛ βϥ ꜛ πʺᵁכּ χ֫ χ τằβϥϜχ

  Υ πβʻ
ˢ 5ˣ︡ ᴣᶛχ75̋Υ ρσϤϘβʻϘθʺ Ер 500Ерӟ χ ‚ τνΜοψʺḕẽϒχ ᴻχ ᾚτ 

 Ɫβϥ ˢṐṀẉό  ϬḯϚˣχ ệ τἰϥ⁯ ῖ ϒχ Υ πβʻ
ˢ 6ˣз˔ІⱢ▀χ︡ӌΜτνΜοψP21Q7Ϭέ╥ ΨιήΜʻ

適用要件

中
小
企
業

投
資
促
進

税
制 7

ḼỘὊְếᴟ χE ἷˢP16╥ ˣχ Ϭ Ϊϥ ›ʺE ἷχ Ɫὓᵊχṍḧ ψ
χ Ϭ ΪϥάρψπΦϘδϭʻ
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適用手続

＜個人事業主＞
ʾ Ẁχ ›ʺ ⁮Ὠ▄ χˮᾚᴣ Ẁχὓ▄˯χˮ ᶤ ˢ ˣ Ẁ ˯χ τ

ẀχᶛϬʺˮ ˯χ τ ˢ 10 χ3ˣϬṜ ΰʺ Ẁτḩβϥ ⇔ Ϭᶎ ⁮
τ βϥάρʻ

ʾ ᶛΏ χ ›ʺ ⇔ Ϭᶎ ⁮ τ βϥάρʻ

＜法人＞

ʾ Ẁχ ›ʺ χᶎ ⁮ τ χ Ẁᾢ ᶛχὓ▄ ⇔ ρ ᶛ ⇔ Ϭ

βϥάρʻ

ʾ ᶛΏ χ ›ʺ χᶎ ⁮ τΏ Ϭ ΪϥỲᶛτḩβϥ ⇔ ρ ᶛ ⇔ Ϭ β

ϥάρʻ

10 χ3s ⱧỘּיΥṐᵣ Ϭ︡ ΰθ ›χ Ẁ ψ ᶛχ Ώ ˣ˲ ˳

42 χ6s ḼỘּי ΥṐᵣ Ϭ︡ ΰθ ›χ Ẁ ψ ᶛχ Ώ ˣ˲ ˳

【問】 本税制で対象となるのは、どのようなソフトウエアですか？

˲ ˳ ԁχ︡ ᴣᶛΥ70 ӟד χԁ χЊТЕϳϵϯΥ ρσϤϘβʻθιΰʺ ΰοאּ βϥθ

ϛχᾖ ᵫ̋ ᾆẕχ τằήϦϥЊТЕϳϵϯψ ᵰρσϤϘβʻ

Ϙθ Ђ̋˔Н˔ ϷЧй˔ГϰрϽЄІГЭ Ђ̋˔Н˔ ᴠ ᴟЊТЕϳϵϯ Д̋˔ЌЦ˔ІḚ Њ

ТЕϳϵϯʺ ὀЊТЕϳϵϯʺ ϯϼЈІ ῈЊТЕϳϵϯχΞκ ⁯̋∑ ᴟṐ s ISOx ẉό⁯∑

ṓ ᵓṳs IECx χṛᶊ15408τṁξΨ ᴣʾ ΥσΜϜχψ ᵰρσϤϘβʻ ΰΨψ

☼“ṛ 5 χ8˲ ˳̋ 20 χ3˲ Ϭ˳έ╥ ΨιήΜʻσΣʺ Ṝṛ

ᶊτṁξΨ ᴣʾ χ τνΜοψʺЊТЕϳϵϯЮ˔ϸ˔τέᶎ ΨιήΜʻ

よくある質問とその回答

Q 対象となるソフトウエア

ḼỘ ЂЪ Е̝ЈрЌ˔ ʿ03-6281-9821s 9ʿ30-12ʿ 00, 13ʿ 00-17ʿ00 x

＜本税制の適用について＞
⁯ ộ ЈрЌ˔ ʿ0570-00-5901ˢ⁯ Ѝϱбиˣ

URLʿ https://www.nta.go.jp

ᾤ χ︡ԏτḩβϥέ ψʺ ● ψ ᶭχ τΣ Μ›ϩδΨιήΜʻ

問い合わせ先

中
小
企
業

投
資
促
進

税
制7

指定事業

農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、 海

洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、郵便業、卸売業、小売業、損害保険代理業、不動産

業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業（注3）、生活関連サービス業、映画業、教育、学

習支援業、医療、福祉業、協同組合（他に分類されないもの）、サービス業（他に分類されないもの）

ˢ 1ˣ ṓỘʺ Ộʺ Ộʺ‚Ἃ֫ ỘʺỴ“ỘʺῆᶚỘˢֳᵊỘϬ Ψˣ ψ τσϤϘδϭʻ
ˢ 2ˣ ְỘ χṛ ẉόỘ χ ᴟ τḩβϥ 2 5ṛτ‮ βϥ ḩ ְỘτᵺ βϥϜχϬ

ΦϘβʻ
ˢ 3ˣ ʺН˔ʺϺаНй˔ʺЗϱЕϼжУζχ άϦϣτ βϥԐ Ộψʺ ᶨ־ Ộ ›χ ›ԌΥְϚϜ

χχϙΥ◙ ⱧỘρσϤϘβʻ

https://www.nta.go.jp/
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～中小法人は、法人税率が低くなっています～
˙Ⱨ ὖᾚχθϛτ30 ד χ ᶛⱢ▀ψ

Ⱳτ ᶛὊ τπΦϘβ˙

制度の概要

令和8年3月31日までの間に、少額減価償却資産の取得等をして、事業の用に供すること。

青色申告書を提出する中小企業者、農業協同組合等又は中小事業者（P9参照）
ˢ ˣ ḼỘּיʺ ỘẸ › ψ ⱧỘּיπΚμοϜʺӟᴞχΜγϦΤτᵺ βϥּיẉό ▄ ψ τσ
ϤϘδϭʻ

Ⱳ► βϥ ỘԌχ Υ500 Ϭ Πϥ ẉόᾤ

Ɫ Ỳχᶛ Υ͍ᴑדϬ Πϥ ỘẸ › ʺ ῀ᵓּז ότⱢ Ỳχᶛ Υ͍ᴑדӟᴞχ Ɫ ẉό
ᵓּזχΞκʺ Ⱳ► βϥ ỘԌχ Υ300 Ϭ Πʺ500 ӟᴞπΚϥϜχ

適用対象者

＜個人事業主＞

⁮Ὠ▄ χˮᾚᴣ Ẁ χὓ▄˯χˮ ˯ τˮ 28 χ2˯ρṜ∏βϥάρʻ

＜法人＞

χᶎ ⁮ τ ρ ᶛ ⇔ Ϭ βϥάρʻ

＜少額の減価償却資産の取扱い＞

適用手続

30万円未満
※中小企業者等のみ

ᶛ Ỳ▄

取得価額 10万円未満 20万円未満

Ὂ ʺ Ỳϒχ▄ ᶛ Ỳ▄ 3 ḧỡ Ẁ

ᾢ ᶛ ˵ ˵ ›ὓ 300 ӟᴞד

中小企業は、取得価額が30万円未満の減価償却資産（少額減価償却資産）であれば、即

時にその全額を経費として算入することができます。 （合計300万円まで）

28 χ2s ⱧỘּיχ ᶛᾚᴣ ẀⱢ▀χ︡ ᴣᶛχ Ὂ ▄ χ ˣ˲ ˳

 67 χ5s ḼỘּי χ ᶛᾚᴣ ẀⱢ▀χ︡ ᴣᶛχ Ỳ▄ χ ˣ˲ ˳

少額減価償却資産の特例

ᶛᾚᴣ ẀⱢ▀χ

8

̞ Ϊˢ︠ σⱧỘρΰο“ϩϦϥϜχϬ Ψʻˣχ τằΰθⱢ▀ψ ᵰπβʻ

適用要件

少
額
減
価

償
却
資
産

の
特
例

8

ḼỘὊְếᴟ χE ἷˢP16╥ ˣχ Ϭ Ϊϥ ›ʺE ἷχ Ɫὓᵊχṍḧ ψ χ Ϭ Ϊ
ϥάρψπΦϘδϭʻ



˙ὺ ʾṐᵣ χ︡ τϢϤʺ ӽὊↄϬᾃԏβϥⱧỘּיϬᴂכΰϘβ˙

制度の概要

適用対象者

STEP1：都道府県知事による「地域経済牽引事業計画」の承認

都道府県知事から「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた上で、当該計画について、地域の

成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣による課税特例の確認を受け、当該計画に

従って建物・機械等の取得等をした場合、取得価額の最大50％の特別償却又は取得価額の最大６％の

税額控除が選択適用できます。

「地域経済牽引事業計画」を作成し、市町村及び都道府県が策定する「基本計画」に適
合するものとして、都道府県知事の承認を受けることが必要です。承認に当たっては、次の１～
３までの要件を全て満たす必要があります。

１ 「基本計画」で定める地域の特性の活用

２ 高い付加価値の創出

３ 地域への相当の経済的効果（売上・域内取引・雇用創出等）

STEP2：主務大臣による課税特例の確認

都道府県知事により承認された「地域経済牽引事業計画」に関し、地域の成長発展の基盤強化に
特に資するものであることの確認（課税特例の確認）を主務大臣から受けることが必要です。確
認に当たっては、次の１～６までの要件を全て満たす必要があります。

１ 評価委員会において先進的であると認められること、又は、災害特例の要件を満たすこと

２ 労働生産性の伸び率が4％以上又は投資収益率が5％以上

３ 設備投資額の合計額が1億円以上

４ 設備投資額が前年度減価償却費の25%以上

 ※連結会社の場合には、連結財務諸表における減価償却費を用いる。

 ※対象事業者の議決権の過半数を有する外国法人等が存在する場合には、当該外国法人等の減

 価償却費と合算した額を用いる。

５ 対象事業の売上高伸び率がゼロを上回り、かつ、過去5年度の対象事業に係る市場規模の伸び

 率を5％以上上回ること

６ （旧計画がある場合）旧計画が終了しており、その労働生産性の伸び率が4%以上、かつ、投

 資収益率が5%以上

9 地域未来投資促進税制
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手続き

青色申告書を提出する個人又は法人で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基

盤強化に関する法律に規定する承認地域経済牽引事業者

〈上乗せ要件〉
【A①類型７+８】・【A②類型７+９】・ 【A③類型７+11】・ 【B類型７+８+９+10】
７ 労働生産性の伸び率5％以上、かつ、投資収益率5％以上であること

 ※計画承認日が令和6年9月2日より前、又は、地域未来投資促進法第2条第3項に規定する中
 小企業者は、労働生産性の伸び率4%以上、かつ、投資収益率5％以上であることとする

８ 直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上、かつ、1億円以上の付加価値を創出すること
９ 対象事業者の直近2事業年度の平均付加価値額50億円以上、

 かつ、対象事業において創出される付加価値額3億円以上であること
10 経営力の認定を受けた特定中堅企業者（産業競争力強化法第34条の2第1項）であって、設

備投資額が10億円以上、かつ、「パートナーシップ構築宣言」へ登録済みであること
11 地域経済の成長、発展に特に資する業種に該当する事業であって、設備投資額が10億円以

上、かつ承認地域経済牽引事業で1億円以上の付加価値額を創出すること
※ 災害特例の事業は上乗せ要件の対象外
※ A①類型 計画承認日が平成31年4月1日以降であること
※ A②類型 計画承認日が令和5年4月1日以降であること
※ A③類型 計画承認日が令和7年4月1日以降であること
※ B類型 計画承認日が令和6年9月2日以降であること

地
域
未
来

投
資
促
進

税
制9
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租税特別措置法第10条の4
（地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除【）所得税】

租税特別措置法第42条の11の2
（地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除【）法人税】

条文

令和10年3月31日までに、対象設備の取得等をして事業の用に供すること。

適用要件

対象設備

※対象設備の取得価額の合計額のうち、本税制の対象となる金額は80億円が限度となります。

※税額控除は、その事業年度の法人税額等の20％相当額が上限となります。

※対象設備を貸付けの用に供する場合や中古の対象設備を取得した場合は、本税制措置の対象とはな

りません。

※地域経済牽引事業計画の承認後であっても、主務大臣の確認前に対象設備の取得等をした場合には、

本税制措置の対象とはなりません。

※なお、特別償却の適用を受けようとする場合、税務申告の際は、対象設備の償却限度額の計算明細

書及び適用額明細書を添付する必要があります。また、税額控除の適用を受けようとする場合、税

務申告の際は、控除を受ける金額に関する明細書及び適用額明細書を添付する必要があります。

※リース資産の取扱いについてはP21Q7をご参照ください。

問い合わせ先

■税制の一般的な質問について
経済産業省経済産業政策局 地域経済産業政策課  電話：03-3501-1697

最寄りの経済産業局等でも御相談に応じています。

地域未来投資促進税制

■本税制の適用について

  国税局電話相談センター 電話：0570-00-5901（国税相談専用ダイヤル）

URL：https://www.nta.go.jp

個別の取引に関するご相談は、税理士又は所轄の税務署にお問い合わせください。

北海道経済産業局 地域未来投資促進室（地域経済部地域経済課内） 011-709-1750

東北経済産業局 地域未来投資促進室（地域経済部企業成長支援課） 022-221-4807

関東経済産業局 地域未来投資促進室（地域経済部地域振興課内） 048-600-0271

中部経済産業局（東海担当） 地域未来投資促進室（地域経済部地域振興・人材政策課内) 052-951-8457

中部経済産業局（北陸担当） 地域未来投資促進室（電力・ガス事業北陸支局地域経済産業課内） 076-432-5518

近畿経済産業局 地域連携推進課 06-6966-6013

中国経済産業局 地域未来投資促進室（地域経済部地域経済課内） 082-224-5734

四国経済産業局 地域未来投資促進室（地域経済部地域経済課内） 087-811-8516

九州経済産業局 地域未来投資促進室（地域経済部企業成長支援課内） 092-482-5435

内閣府沖縄総合事務局 地域未来投資促進室（経済産業部企画振興課内） 098-866-1727

対象設備 特別償却 税額控除

機械装置・器具備品 35% 4%

上乗せA①②③類型 50% 5%

上乗せB類型 50% 6%

建物・附属設備・構築物 20% 2%地
域
未
来

投
資
促
進

税
制 9

https://www.nta.go.jp/
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制度の概要

本制度は、中小企業等経営強化法（以下単に「法」といいます。）に基づく事業継続力強化計画又

は連携事業継続力強化計画の認定を受け、事業継続力強化設備等として当該認定計画に記

載された対象設備の取得等をした場合に、取得価額の16％の特別償却が適用できるものです。

˙ꜛ ←ᵲϒχⱧ ├χếᴟϬᴂכΰϘβ˙

ˢ άxϦϣρ τʺˮ Ṑᵣẉό ẉ˯όˮ ὺ τ˯νΜοψꜛ ←ᵲχ ΥⱧỘᶨ τ Πϥֲốχὖᾚτ
ⱢβϥṐ Ϭ βϥϜχϬḯϙϘβʻ
̞ χ ⇔ψʺ ḼỘ Ш˔ЭЧ˔ЅϬέ ΨιήΜʻ

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.html#zeisei
̞ ẉόὺ ṁ τṁξΦ ΥṰ ξΪϣϦοΜϥ ʺ ᾥ ⁯̋ ψ ῝Ặ χ Ỳ χῖ
Ϭ Ϊο︡ Ϭβϥ ψ ᵰπβʻ
̞ˮṐᵣẉό ˯ẉόˮṀἇẉό ˯τψʺˮ ρσϥϜχχ ψ⇔ ˯ τἿΫϥ
ϬΤή Ϋβϥθϛχᴯ πʺⱢ ◦ τϢϤ︡ ϬβϥϜχϬḯϙϘβʻ

̞з˔ІⱢ▀χ︡ӌΜτνΜοψP21Q7Ϭέ╥ ΨιήΜʻ

適用対象者

事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けた日から同日以後1年を経過する日

まで。

※認定対象期間内に、法に基づく事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受け

ることが必要です。

適用期間

対象設備

減価償却資産の種類
（取得価額要件）

対象となるものの用途又は細目

Ṑᵣẉό

ˢ100 ӟד ˣ

ꜛᴪ ʺ ʺ ЪрФ̋ ЪрФʺ ʾ

ʾ ˢ ˣ

Ṁἇẉό

ˢ30 ӟד ˣ

οχ

ὺ

ˢ60 ӟד ˣ

ꜛᴪ ʺϺв˔Рϼи꜠‰ӊ ʺ ӊṀʺ

ʺ ằẚꜛ ῈЄІГЭʺ ʺ

ᾛ ʺ Ќрϼʺ ʺ ЪрФʺ

ЪрФʺᶊ ꜠ ʺ♁ ʺ ʾ ʾ

ʺᴯ ˢ ϬΤή Ϋβϥθϛτ︡ Ϭβϥ

Ϝχτᾢϥʻˣʺ ЄаАЌ˔ˢ ˣ

10 中小企業防災・減災投資促進税制

青色申告書を提出する中小事業者（注１）、中小企業者（注２）及びこれに準ずる法人（注

３）で、中小企業事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律

の施行の日（令和元年7月16日）から令和9年3月31日までの間（以下「認定対象期間」といいま

す。）に法に規定する事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けた法第2条

第1項に規定する中小企業者に該当する者

ˢ ͍ˣˢ ͎ˣP9╥

ˢ ͏ˣⱧỘẸ ›ʺẸ › ›ᵓʺ ▀ᴥῬỘẸ ›ʺ ▀ᴥῬỘẸ › ›ᵓʺ ᵹ ọ ›
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中小企業等経営強化法施行規則第２９条の規定に基づき、自然災害の発生が事業活動に与え

る影響の軽減に資する機能を有する減価償却資産のうち、次に掲げるものが対象となります。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.html#zeisei
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ḼỘ Ὂְӗ ע├ ʿ03-3501-1511s ʿ5251x

問い合わせ先

（1）事業継続力強化計画、連携事業継続力強化計画の作成及び認定の申請

  事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画を作成し、主たる事務所が所在する地域を管

  轄する経済産業局に認定申請を行ってください。

※詳細は中小企業庁ホームページを参照ください。

URL：https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.html#zeisei

（2）設備の取得等・事業供用、税務申告

（1）で認定対象期間内に経済産業大臣の認定を受けた後、事業継続力強化計画又は連携事業

 継続力強化計画に記載された対象設備を当該計画の認定を受けた日から1年以内に取得等をし、

     事業の用に供してください。なお、税務申告の際は対象設備の償却限度額の計算明細書及び適用

     額明細書を添付する必要があります。

適用手続

（お問い合わせ先） （管轄地域）

̓ ᵤ Ὂↄ▀Ộộ
ḼỘᴿˢ ʿ011˵709˵3140ˣ

ᵤ

̓ Ὂↄ▀Ộộ
ḼỘᴿˢ ʿ022˵221˵4922ˣ

ᾉʺḵ︣ᾉʺẋ ᾉʺ ᾉʺ╦Ἱᾉʺ ᾉ

̓ḩ Ὂↄ▀Ộộ
ḼỘᴿˢ ʿ048˵600˵0394ˣ

ᾉʺ ᾉʺἪ ᾉʺ≥Ờᾉʺ ᾉʺ Ằ ʺ
ᾉʺ ᶣᾉʺ╦ ᾉʺ ᾉʺ ᴎᾉ

̓ Ὂↄ▀Ộộ
Ὂְ◦כᴿˢ ʿ052˵951˵0521ˣ

һ ᾉʺṅ ᾉʺ╣ ᾉʺ ╦ᾉʺ ᾉ

̓ựṕὊↄ▀Ộộ
Ὂְ ΰ ˢע ʿ06˵6966˵6119ˣ

ӻᾉʺⱴᵎᾉʺẰ ʺ ∫ ʺ ᾫᾉʺ ᾉʺ
ᴰ╦ᾉ

̓ ⁯Ὂↄ▀Ộộ
ḼỘᴿˢ ʿ082˵224˵5653ˣ

︡ᾉʺ ₢ᾉʺᴎ╦ᾉʺῲ ᾉʺ╦ῢᾉ

̓◌⁯Ὂↄ▀Ộộ
▀Ộ ọᴿˢ ʿ087˵811˵8566ˣ

ᾉʺ  ᾉʺһ ᾉʺ‰ ᾉ

̓ỵ Ὂↄ▀Ộộ
ọʾⱧỘὋ ˢע ʿ092˵482˵5561ˣ

ᴎᾉʺ₪ᵎᾉʺ ≤ᾉʺἝ ᾉʺ ᾉʺẋ≤ᾉʺ
ꜟⱪ ᾉ

̓ᴏ ›Ⱨ ộ
ḼỘᴿˢ ʿ098˵866˵1755ˣ

ᴏ ᾉ

各経済産業局の問い合わせ先

11 χ3ˢ ⱧỘὋ ếᴟ χ Ẁˣ˲ ˳

44 χ2ˢ ⱧỘὋ ếᴟ χ Ẁˣ˲ ˳

中小企業防災・減災投資促進税制
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https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.html#zeisei
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11 地方拠点強化税制
～中小法人は、法人税率が低くなっています～～本社機能を有する拠点の地方移転等を行う事業者を応援します～

本社機能を有する拠点の地方移転や地方において拡充を行う場合、都道府県から事前に整

備計画の認定を受けた事業者に対して、法人税等の減税措置を講じるものです。

制度の概要

対象施設

ӟᴞτἿΫϥ☼ ˢ Ộ ☼ ˣ̞χΜγϦΤτᵺ βϥϜχπβʻ

適用対象者

⁮ Ϭ βϥᾤ ψ πΚμοʺ ͔ ͏Ὦ31 Ϙπχḧτʺᶆ ᾉ Ⱨχ

ӽ™ τṁξΨ ᶨ ΰ ӽ Ộ ☼ ὓᵊτἰϥ Ϭ ΪθⱧỘּי

̞Ộ ϞḼỘṛ τ ᾢψΚϤϘδϭʻ

特例措置の内容

Ằ23ỸΤϣ ϒ Ộ ☼ Ϭӱ βϥ ›ˢӱ ἷˣϞ τΣΪϥ Ộ ☼ Ϭᶈ
βϥ ›ˢᶈ ἷˣτʺ χᾚ Ϭ ΪϥάρΥπΦϘβʻ

̞ ίχԁ ψ ᵰ ̞ ίʺ ίʺựṕίχԁ ψ ᵰ

̞Ῥ Ϟ ψ ᵰʻ

地
方
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˓

10 χ͐χ͎ˢ ᶨ ΰ ӽ τΣΜο ὺ Ϭ︡ ΰθ ›χ Ẁ ψ ᶛχ Ώ ˣ˲ ˳

10 χ͑ˢ ᶨ ΰ ӽ τΣΜοᾼ χיּ Υ ᴥΰθ ›χ ᶛχ Ώ ˣ˲ ˳

42 χ11χ͏ˢ ᶨ ΰ ӽ τΣΜο ὺ Ϭ︡ ΰθ ›χ Ẁ ψ ᶛχ Ώ ˣ˲ ˳

42 χ12s ᶨ ΰ ӽ τΣΜοᾼ χיּ Υ ᴥΰθ ›χ ᶛχ Ώ ˣ˲ ˳

̙ϷТϰІᾚ τνΜοʺζχ ԁ σέל τνΜο

ᶕ Ⱨ ộ(Ὂↄ▀Ộ  ӽὊↄ▀Ộ ├ᴿ ) ʿ03-3501-1511( ʿ2751)

URLʿ https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/sakusei.html

̙ᾼ τνΜο

ᶕ Ⱨ ộ(ῡ Ộӗ ộᾼ ├ᴿ ) ʿ03-5253-1111( ʿ5675)

̙ χ τνΜο

  ⁯ ộ ЈрЌ˔ ʿ0570-00-5901ˢ⁯ ЍϱбиˣURLʿ https://www.nta.go.jp

  ᾤ χ︡ԏτḩβϥέ ψʺ ● ψ ᶭχ τΣ Μ›ϩδΨιήΜʻ

〇オフィス減税 
Ộ ☼ ˢ̞ˣχ ʾ τ∑ΰο︡ ΰθὺ χᴣᶛτᴂαοʺ χ ᶛΏ

ψ ẀϬ ΪϥάρΥπΦϘβʻ

25

15

̞ ᶛΏ ψʺϷТϰІᾚ ρᾼ χ ᶛΏ χ›ὓπʺζχⱧỘ χ ᶛ ψ ᶛχ
20̋Υ ᾢρσϤϘβʻ
̞ χ Ϭ ΪϥθϛτψʺζϦηϦԁ χ ὯϬ θβ ΥΚϤϘβʻ

特例措置の概要

〇雇用促進税制
Ộ ☼ τΣΜο θτᾼΜ Ϧθ ỘԌ ˢ̞ˣχ ᴥ ˢ ṛ⅜ ˗ Ỡˣτᴂαοʺ
χ ᶛΏ Ϭ ΪϥάρΥπΦϘβʻ

適用手続
ˢ1ˣⱧ χ ᵫ◐ τʺ χὓᵊ Ϭᶆ ᾉϒ ΰʺ Ϭ ΪοΨιήΜʻϘθʺ

ᾼ Ϭᶨ βϥ ›ψʺᾼ ὓᵊϬМк˔м˔ϼτ ΰοΨιήΜʻ
ˢ2ˣ Ấ ếᴟ Ϭᶨ βϥ ›ʺⱧ χ ḁ ῇʺᶎ ⁮ τ Ⱨʺΰ∏ṜϬ‮

ӟᴞχ ϬζϦηϦ ΰο ᶭχ τ ⁮ΰοΨιήΜʻ
˻ϷТϰІᾚ ˼
˲ ᶛΏ ˳Ώ χ ρσϥ ὺ χ︡ ᴣᶛʺΏ Ϭ ΪϥỲᶛ ότζχỲᶛχὓ

▄τḩβϥ ⇔ϬṜ∏ΰθ ẉό ᶛ ⇔
˲ Ẁ˳ ὺ χ Ẁᾢ ᶛχὓ▄ ⇔ ẉό ᶛ ⇔
˻ᾼ ˼
Ώ χ ρσϥ ⱧỘ ṁ ᾼ יּ ψ ⱧỘ ṁ ᾼ יּ ʺΏ Ϭ ΪϥỲ
ᶛ ότζχỲᶛχὓ▄τḩβϥ ⇔ϬṜ∏ΰθ ẉό ᶛ ⇔

ˢ3ˣ χᴿ ψ ỡԁᴿ ψʺᶆ ᾉʾ◕ τϢμοʺ χ Ϟ Ἆ
ˢ ʺ ˣΥӰσϥ ›ΥΚϤϘβʻ

その他の優遇措置
χᴿ ψ ỡԁᴿ ʺ “ ḼỘṁ Ṑ τϢϥ№ ʺ

├Ỳ ῝ᾫτϢϥ Ɫ ʺ ꜛⱵ Υ ⱧỘὓᵊχ ⱧỘּיρ ὀΰοʺ ΰΜ
Ὂↄʾ ᶨḕẽ ῖ Ỳˢ 2 ῖ ỲˣϬᶨ ΰο“Ξ◦כ ΥΚϤϘβʻ

̞ ṛᾼ Υיּ

̞ Ộ ☼ χ τ δο βϥ◓Ӿο◦כ☼ Ϝ ρσϤϘβʻ
̞ ḼỘּי ψ ⱧỘּי(P9╥ )ψ Ɫ▀χ︡ ᴣᶛχ›ὓᶛΥ1,000 ӟד χ ⱧỘΥ πβ( ḼỘψ
3,500 ӟד )ʻ
̞ Ɫ▀χ︡ ᴣᶛχ›ὓᶛχΞκʺ χ ρσϥỲᶛψ80ᴑדΥᾢ ρσϤϘβʻ

̞з˔ІⱢ▀χ︡ӌΜτνΜοψP21Q7Ϭέ╥ ΨιήΜʻ

90
90 2 40 ( )

1 170

30 1 20
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https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/sakusei.html
https://www.nta.go.jp/
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12  
～中小法人は、法人税率が低くなっています～～公害防止設備への投資を応援します～

公害防止用設備について固定資産税の課税標準の特例が認められます。

制度の概要

 6  4 Ὦ 1 ˙  8  3 Ὦ 31 Ϙπτʺ Ϭ︡ βϥάρʻ

令和6年4月1日より令和8年3月31日の間に①～⑥の設備を取得し、かつ、以下の要件を満たす事
業者 

①汚水又は廃液処理施設、②熱回収又は再生利用の用に供するごみ処理施設、③一般廃棄物最終
処分場、④産業廃棄物処理施設（PCB）、⑤除害施設、⑥計画の認定を受けた事業者が取得する
廃棄物処理施設

適用対象者

対象設備

τӟᴞχᴿ χ Υ ϛϣϦϘβʻ

ʿ3 χ1ӟ 3 χ2ӟᴞχ Ӥ τΣΜο◕ χ π ϛϥᶤ›ˢ2 χ1Ϭ╥ּשˣ

ʿ2 χ1

ʿ3 χ2

ʿ3 χ1

ʿ10 χ7ӟ 10 χ9ӟᴞχ Ӥ τΣΜο◕ χ π ϛϥᶤ›ˢ5 χ4Ϭ╥ּשˣ

ʿ͎ χ͍

支援内容

公害防止設備に係る課税標準の特例措置

公
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適用要件

項番 設備 対象者

① 汚水又は廃液処理施設で総務省令で定
めるもの

「排水基準を定める省令」において、暫定排水基準が適用される業種

（対象業種：電気めっき業、ほうろう鉄器製造業、金属鉱業、貴
金属製造業・再生業、ジルコニウム製造業（令和7年6月30日まで
に取得した設備に限る）、モリブデン化合物製造業、バナジウム
化合物製造業、天然ガス鉱業、酸化コバルト製造業、畜産農業
（牛房施設については令和7年6月30日までに取得した設備に限
る）、旅館業、下水道業）

② 熱回収又は再生利用の用に供するごみ
処理施設で総務省令で定めるもの（⑥
に該当するものは除く）

③ 一般廃棄物最終処分場で総務省令で定
めるもの（⑥に該当するものは除く）

④ 産業廃棄物処理施設（PCB）で総務省
令で定めるもの（⑥に該当するものは
除く）

⑤ 除害施設で総務省令で定めるもの

（⑥に該当するものは除く）

新たに下水道が整備された区域内の工場又は事業場において、既に当
該区域で事業を営んでいる事業者

⑥ 廃棄物処理施設で総務省令で定めるも
の

高度化再資源化事業計画の認定を受けた認定高度再資源化事業者
又は高度分離・回収事業計画の認定を受けた認定高度分離・回収
事業者
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適用手続

ẀⱢ▀ ⁮ ẉό χ Ϭ ẀⱢ▀Υ ∕βϥᶆỸχ Ⱨ ψ◕ τ ΰ
οΨιήΜ

【問】 公害害防止用設備の耐用年数は何年ですか。

˲ ˳減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第５「公害防止用減価償却資産の耐用年数表」

   において、構築物は18年、機械および装置は５年と規定されています。

よくある質問とその回答

Q 設備の耐用年数

ᶆ ᾉ︠ ộʺ Ⱨ ʺᶆ◕  

Ὂↄ▀Ộ ḕẽḚ  ע

ʿ03-3501-4665 

ᶆὊↄ▀Ộộ ḕẽʾⱢᾛ ḕὊↄᴿ 

URLʿ https://seido -navi.mirasapo-plus.go.jp/contact_lists/31 

̞◌⁯Ὂↄ▀ỘộψⱢᾛϵКиϻ˔ḕẽᴿʺᴏ ›Ⱨ ộψḕẽⱢᾛᴿʻ

問い合わせ先

公害防止設備に係る課税標準の特例措置
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項番 設備の具体例

① 沈澱(でん)又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾(ろ)過装置、濃縮又は燃焼装置、
蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝(ぎよう)集沈澱(でん)装置、イオ
ン交換装置、生物化学的処理装置、脱アンモニア装置、貯溜(りゆう)装置及び輸送装置並
びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備

② 焼却装置、溶融装置、破砕装置及び圧縮装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚
水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、梱包成型装置、電動機、ポンプ、配管、計測器、破
砕装置（溶融装置に附属するものに限る。）、集じん装置その他の附属設備（ボイラー、温水
発生器、蓄熱式熱交換器、選別装置、梱包装置、乾燥装置、発酵槽又は反応槽（熱回収又は再
生利用の用に供するものに限る。）のうち一定のもの

③ 擁壁、えん堤、コンクリート槽、遮水工、集排水設備、浸出液処理設備及び搬入管理設備
のうち一定のもの

④ 焼却装置、分解装置、溶融装置、洗浄装置及び分離装置並びにこれらに附属する搬送装置、
貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、電動機、ポンプ、配管、計測器、
脱水装置、乾燥装置、油水分離装置、中和装置、破砕装置、集じん装置その他の附属設備
のうち一定のもの

⑤ 沈澱(でん)又は浮上装置、油水分離装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝(ぎよう)集沈澱
(でん)装置及びイオン交換装置

⑥ 焼却装置、溶融装置、破砕装置及び圧縮装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜(りゆ
う)装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、梱包成型装置、電動機、ポンプ、配
管、計測器、破砕装置（溶融装置に附属するものに限る。）、集じん装置その他の附属設
備（ボイラー、温水発生器、蓄熱式熱交換器、選別装置、梱包装置、乾燥装置、発酵槽又
は反応槽を有するものに限る。）

対象設備例
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˙™ ᴦ ϵКиϻ˔ τΤΤϥᾧ Ɫ▀ ϬὖᾚΰϘβ˙

制度の概要

再生可能エネルギー発電設備について、新たに固定資産税が課せられることになった年度から3

年度分の固定資産税に限り、課税標準を、課税標準となるべき価格から一定の割合に軽減する制度

です。

™ ᴦ ϵКиϻ˔ Ϭ︡ ΰθⱧỘּי

適用対象者

8 3Ὦ31 Ϙπτʺ Ϭ︡ βϥάρʻ

適用要件

ӟᴞχ τνΜοʺ θτᾧ Ɫ▀ ΥᴿδϣϦϥάρρσμθ Τϣ3 χᾧ Ɫ▀

τᾢϤʺᴿ Ϭӟᴞχᶤ›τὖᾚʻ

対象設備及び課税標準

ⱢᾛϵКиϻ˔ ϵКиϻ˔ʾ ϵКиϻ˔ ϵКиϻ˔ᴿ ʿ0570-057-333
̞ ︣ Φχ ⇔τνΜοψʺ ∕χ ᾉʾ ◕Ỹ ϘπΣ ›δḻΜϘβʻ

問い合わせ先

適用手続

15 25‮

ẀⱢ▀ ⁮ ẉό χ Ϭ ẀⱢ▀Υ ∕βϥᶆỸχ Ⱨ ψ◕ τ ΰ
οΨιήΜʻ

ˢ 1ˣὖᾚ τνΜοʺᶆꜛⱵ Υԁ χ π ꜛτ πΦϥˮϩΥϘκ ˯Ϭ ˢ χᶧᾬ χḧπ ˣ
ˢ 2ˣ НϱϷЫІל ψ ▀ χ ᶏτ μο αϥНϱϷЫІỸ τᵺ βϥϜχψ6/7ˢ11/14˙13/14ˣ
ˢ 3ˣϽз˔рϱЛЦ˔ЄдрṁỲϬ Ϊο︡ ΰθ 1,000kW χ
ˢ 4ˣӟᴞ ˙ χΜγϦΤχ Ỳ Ϭ Ϊο︡ ΰθ50kWӟ χ ˢὺ χᴒ₢ẉό῝ τ ήϦθ Ϭ Ψˣ

▒ᴟ ├ⱧỘ ˢ ӽ ӱ“ʾ™ϵК ῖ Ỳẉό ḧḼỘ τϢϥ™ϵК︠ ᴟʾйЅзϵрІếᴟ ⱧỘτᾢϥˣ
ᴪ︠ ἷ Ί ʾ™ ᴦ ϵКиϻ˔ ᾛ ἷ ⱧỘכ◦ ˢ ᴪ︠ ἷ Ί χ ⱧỘτᾢϥˣכ◦

ᶴ꜠ᵓּז ᴟ◦כṐ Υ“Ξ ⱧỘᶨ τ βϥ Ɫ

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置13

対象設備 発電出力 課税標準(注1) 要件

 Ί

1,000kWӟ
3/4

ˢ7/12˙11/12ˣ FITʾFIP ᵰ
ˢЧкУІϸϱЕ Ϭ► ΰθԁ χ
ˢ 3x Ϙθψ ӽ ᴟ ⱧỘὓᵊτ

μο︡ ΰθԁ χ ˢ 4x ˣ
1,000kW

2/3
ˢ1/2˙5/6ˣ

20kWӟ 2/3
ˢ1/2˙5/6ˣ

FITʾFIP

20kW 3/4
ˢ7/12˙11/12ˣ

5,000kWӟ 3/4
ˢ7/12˙11/12ˣ

5,000kW 1/2
ˢ1/3˙2/3ˣ

1,000kWӟ 1/2
ˢ1/3˙2/3ˣ

1,000kW 2/3
ˢ1/2˙5/6ˣ

НϱϷЫІ ˢ2 kW ˣ
1 kWӟ 2/3 ( 2)

ˢ1/2˙5/6/ ˣ

1 kW 1/2
ˢ1/3˙2/3ˣ
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本制度は、産業競争力強化法の認定を受けたエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関す
る計画に基づき、対象設備の取得等をし、国内事業の用に供した場合に、取得価額の50％の
特別償却又は取得価額の最大14％の税額控除が適用できるものです。

⁮ Ϭ βϥᾤ ψ πΚμοʺ▀Ộẵ ếᴟ τṛ βϥϵКи
ϻ˔ ḕẽ ᴻ ᾚⱧỘ ᴂτḩβϥὓᵊχ Ϭ ΪθϜχ

34

適用対象者

対象設備

˙ ▀Ῥ χ ᴟτ︡Ϥ Ϛ ⱢϬᴂכΰϘβ˙

制度の概要

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

措置内容

Ϭ ΪθⱧỘ ᴂὓᵊτṁξΦʺ χ︡ Ϭΰʺ⁯ ⱧỘχ τằΰθ
›ʺ ᵺ χ︡ ᴣᶛτ βϥӟᴞχ Υ πΦϘβʻˢ ͍ʺ 2ʺ

4ˣʻ
ᶛΏ χΏ ψʺὓᵊ χ ▀ χΰ τϢμο ϩϤϘβˢ 3ˣʻ

ḼỘỸ ▀ ΰ

ḼỘּיʾ ⱧỘּי
ˢ 5ˣ

17% ᶛΏ 14% ψ Ẁ50%

10% ᶛΏ 10% ψ Ẁ50%

ḼỘּיʾ ⱧỘּיӟ
ᵰχⱧỘּי

20% ᶛΏ 10% ψ Ẁ50%

15% ᶛΏ   5% ψ Ẁ50%

ˢ 1ˣ χ︡ ᴣᶛχ›ὓᶛχΞκʺ χ ρσϥỲᶛψ500ᴑדΥᾢ
ρσϤϘβʻ

ˢ 2ˣ ᶛΏ ψʺζχⱧỘ χ ᶛ ψ ᶛχ20̋ ᶛΥ ᾢπβʻ
ˢ 3ˣ χ Ϭ ΪϥθϛτψʺⱧỘּי ψῬ χ ▀ Ϭ3

 ӟ τ10%ӟ ˢ ḼỘּיʾ ⱧỘּיӟᵰχⱧỘּיχ ›τψ15̋ӟ ˣΰ
 ήδϥὓᵊϬ⌠ ΰʺ Ϭ Ϊϥ ΥΚϤϘβʻ

ˢ 4ˣ 6 4Ὦ1 τ χ Ϭΰθ ϵКиϻ˔ḕẽ ᴻ ᾚⱧỘ ᴂὓᵊ
 τṜ∏ήϦθ ▀Ῥ ῟ ᴟ π ӟῇτ︡ ϬβϥⱢ▀ψ χ
 ρσϤϘδϭʻ

ˢ 5ˣ͕ ╥

ˢ 6ˣз˔ІⱢ▀χ︡ӌΜτνΜοψP21Q7Ϭέ╥ ΨιήΜʻ

▀Ῥ ῟ ᴟ ˢῬ Ϟ χⱧỘ χ ▀ Ϭ1̋ӟ ΰ ήδϥˮṐᵣ
˯ˮṀἇ ˯ˮὺ ˯ˮ  ˯ˮּכ ˢԁ χ כּ τᾢ

ϥʻˣ˯ˣΥ ρσϤϘβˢ 7ˣʻ ▀ ψʺϢϤ͎ͤ͘Ϭ δγτ ϬΚ׃
ΫοΜΨάρϬ ᴣβϥ◙ πβʻӟᴞχ―Π πὓ▄ʾ ᴣΰϘβʻ

ˢ 7ˣῲΨԁ τ βϥ Ṁἇʺ Ἃ ψ Ψ
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χ τḩβϥԁ σέל Ϟέ τνΜοψ⁯ ộ ЈрЌ˔ˢP29╥ ˣʺ
ᾤ χ︡ԏτḩβϥέ ψ ● ψ ᶭχ τέ ΨιήΜʻ

ϵКиϻ˔ ḕẽ ᴻ ᾚⱧỘ ᴂτḩβϥὓᵊχ⌠
ϵКиϻ˔ ḕẽ ᴻ ᾚⱧỘ ᴂτḩβϥὓᵊϬ⌠ ΰʺⱧỘ Ḛ τ

χ Ϭ“μοΨιήΜʻ
ʾ ḼỘ π ▀ Ϭ10%ӟ ˢ ḼỘּיʾ ⱧỘּיӟᵰχⱧỘּיχ

›τψ15%ӟ ˣΰ ήδϥ Ϭ ΰϘβʻσΣʺῬ Ϟ χⱧỘ
ӡπϜ Ϭ βϥάρΥπΦϘβʻ

ʾὓᵊτṁξΦ︡ Ϭΰθ ▀Ῥ ῟ ᴟ Υ χ ρσϤϘβʻ
σΣʺ Ч˔ЅτṜ∏χρΣϤʺ ▀Ῥ ῟ ᴟ ρΰο ϛϣϦϥθϛτ
ψʺ ᵺ Ϭ βϥⱧỘ χ ▀ Ϭ1̋ӟ ΰ ήδϥ῟ᴮΥΚϥάρ
Υ πβʻ

χ︡ ʾ ⁮
πⱧỘ Ḛ χ Ϭ Ϊθῇʺ χὓᵊτṜ∏ήϦθ χ︡ ϬΰʺⱧ

Ộχ τằΰοΨιήΜʻϘθʺ ψʺᶎ ⁮ τʺⱳτἿΫϥ χ
ΥΚϥ ›τᾢϤ ήϦϘβʻ
ϱ Ẁχ Ϭ Ϊϥ ›

▀Ῥ ῟ ᴟ χ Ẁᾢ ᶛχὓ▄τḩβϥ ⇔ ʺ ▀Ῥ ῟ ᴟ Υ
Ṝ∏ήϦθ χּאΰʺ ᵺ τἰϥ χּאΰẉό ᶛ
⇔
к ᶛ χ Ώ χ Ϭ Ϊϥ ›
    ▀Ῥ ῟ ᴟ χ︡ ᴣᶛʺΏ Ϭ ΪϥỲᶛẉόζχỲᶛχὓ▄τḩβϥ
⇔ ʺ ▀Ῥ ῟ ᴟ ΥṜ∏ήϦθ χּאΰʺ ᵺ

τἰϥ χּאΰẉό ᶛ ⇔

Ὂↄ▀Ộộ ᴿע ‹

ᵤ Ὂↄ▀Ộộ ⱢᾛϵКиϻ˔ḕẽ ḕẽʾⱢᾛ ḕὊↄᴿ 011-709-1754

Ὂↄ▀Ộộ ⱢᾛϵКиϻ˔ḕẽ ϸ˔ЩрИв˔Ежи ע 022-204-2385

ḩ Ὂↄ▀Ộộ ⱢᾛϵКиϻ˔ḕẽ ϸ˔ЩрИв˔Ежи ᴿ 048-600-0356

Ὂↄ▀Ộộ ⱢᾛϵКиϻ˔ḕẽ ϸ˔ЩрИв˔Ежи ע 052-951-2566

ựṕὊↄ▀Ộộ ⱢᾛϵКиϻ˔ḕẽ ϸ˔ЩрИв˔Ежи ע 06-6966-6055

⁯Ὂↄ▀Ộộ ⱢᾛϵКиϻ˔ḕẽ ϸ˔ЩрИв˔Ежи ע 082-224-5713

◌⁯Ὂↄ▀Ộộ ⱢᾛϵКиϻ˔ḕẽ ⱢᾛϵКиϻ˔ḕẽᴿ 087-811-8532

ỵ Ὂↄ▀Ộộ
ⱢᾛϵКиϻ˔ḕẽ  ϸ˔ЩрИв˔Ежи ʾ
ϵКиϻ˔ῲ ע

092-482-5468

ᶕ ᴏ ›Ⱨ ộ Ὂↄ▀Ộ ϵКиϻ˔ʾ ᴿ 098-866-1759

35

10 χ5χ5ˢ ▀Ῥ ῟ ᴟ Ϭ︡ ΰθ › χ Ẁ ψ ᶛχ Ώ ˣ˲ ˳
   42 χ12χ6ˢ ▀Ῥ ῟ ᴟ Ϭ︡ ΰθ › χ Ẁ ψ ᶛχ Ώ ˣ˲ ˳

適用手続

問い合わせ先

ὓᵊ ψʺⱧỘϬ ḚΰοΜϥ Υ“ΜϘβχπʺὓᵊχ ρσϥⱧỘϬ ḚΰοΜϥ
τέ ΨιήΜʻὊↄ▀Ộ χ ḚβϥⱧỘτνΜοψʺᴞṜϘπέ ΨιήΜʻ

8 3Ὦ31 ϘπχḧτϵКиϻ˔ ḕẽ ᴻ ᾚⱧỘ ᴂὓᵊχ Ϭ Ϊʺ
ζχ Ϭ Ϊθ Τϣ ӟῇ͏ ϬὊᵃβϥ Ϙπ

適用期間
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36

制度の概要

研究開発を行った場合、その試験研究費の額の一定割合の金額について法人税・所得税の税額控

除を受けることができます。特に中小企業者等については、控除率・控除上限で優遇されています。

˙♯ᾓᾆẕ χᶛχԁ ᶤ›Ϭ ᶛΏ βϥάρΥπΦϘβ˙

研究開発税制
（中小企業技術基盤強化税制）

青色申告書を提出し、試験研究を行う中小企業者若しくは農業協同組合等又は中小事業者（P9 
参照）

適用対象者

措置内容

■Ａ：一般型・中小企業技術基盤強化税制【適用期限の定めなし（一部時限措置）】

試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度

の法人税額・所得税額から控除できます（一般型）。

特に中小企業者等については、控除率・控除上限が

優遇されています（中小企業技術基盤強化税制）。

◆ 控除率（試験研究費の額の何%分を税額控除できるか）

⇒増減試験研究費割合に応じて右図のとおり。
（※1～4）

◆ 控除上限（法人税額・所得税額の何%まで控除できる

か）（※5）

 ⇒一般型：20～35%

中小企業技術基盤強化税制：25~35%

15

ˢ̞1ˣ ᾚ♯ᾓᾆẕ ᶤ›ψʺ ᾚ♯ᾓᾆẕ χᶛˢ♯ᾓᾆẕ χᶛΤϣ ᶓ♯ᾓᾆẕ χᶛˢ̞2ˣϬᾚ▄ΰθỲᶛˣχ
ᵺ ᶓ♯ᾓᾆẕ χᶛτ βϥᶤ›ʻ

ˢ̞2ˣ ᶓ♯ᾓᾆẕ χᶛψʺ 3 ӟ τᵫ◐ΰθᶆⱧỘ χ♯ᾓᾆẕ χᶛχ ỡᶛʻ

ˢ̞3ˣ♯ᾓᾆẕ χᶛχ ỡ Ỳᶛτ βϥᶤ›ˢӟᴞˮ♯ᾓᾆẕ ᶤ›˯ρΜΞʻˣΥ10% χ ›τψʺΏ Υ
ᾢˢ ḼỘṪ ṁ ếᴟ 17%̋ ԁ ἷ14%x χ ӤτΣΜοΩ 1.1 ρσϥʻˢ 8 3Ὦ31 ϘπχⱲᾢ
ˣ

ˢ̞4ˣ ḼỘṪ ṁ ếᴟ χΏ 12̋ χ ρʺԁ ἷχΏ 10% χ ψʺ 8 3Ὦ31 ϘπχⱲᾢ
ʻ

ˢ̞5ˣᾖ 25̋ʻθιΰʺ

ԁ ἷτΣΜοψʺ ᾚ♯ᾓᾆẕ ᶤ›Υ4̋ χ ›τψʺ25%τΏ ᾢϬΩ 5̋ δˢ χ ›τϜᵺ β
ϥ ›τψ‰Μ ˣʺ ᾚ♯ᾓᾆẕ ᶤ›Υ̛4̋Ϭᴞᵕϥ ›τψʺ25%τΏ ᾢϬΩ 5̋ᾚ▄ʺ ♯ᾓᾆẕ
ᶤ›Υ10% χ ›τψʺ25%τΏ ᾢϬΩ 10% δˢ χ ›τϜᵺ βϥ ›τψ‰Μ ˣʻˢ 8 3
Ὦ31 ϘπχⱲᾢ ˣ

ḼỘṪ ṁ ếᴟ τΣΜοψʺ ♯ᾓᾆẕ ᶤ›Υ10% χ ›τψʺ25%τΏ ᾢϬΩ 10% δʻϘ
θʺ ᾚ♯ᾓᾆẕ ᶤ›Υ12% χ ›τψʺ25%τΏ ᾢϬ10% δʻˢ 8 3Ὦ31 ϘπχⱲᾢ ˣ
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令和8年

3月31日まで

【 ①中小企業技術基盤強化税制】

増減試験研究費割合が12％超

の場合、控除率及び控除上限

が上乗せ

適用期限の
定めなし

法人住民税の

課税標準額

（大企業）

一般型等（国税）

における 控除額

中小企業技術基盤

強化税制等( 国 税 )

における控除額

※中小企業者等の試験研究費の額に係る特例措置（地方税）

法人住民税（地方税）は、原則として税額控除を行う前の法人税（国税）の額が課税標準となりますが、
中小企業者等については例外的に税額控除を行った後の法人税額が課税標準となります。

法人税額 法人税額

法人住民税の

課税標準額

（中小企業者等）

試験研究費割合10％超の場合、

控除率及び控除上限が上乗せ 控除上限
10%上乗
せ

控除上限
最大10%
上乗せ

【 ①中小企業技術基盤強化税制】
控除上限
25%試験研究費の額の増加に応じて12～17％※控除率12％超の部分は時限措置（令和

8年3月31日まで）

共同・委託研究等の区分に応じて、 20%、25%又は30%の控除率

控除額＝特別試験研究費の総額×20%、25%又は30%

【②オープンイノベーション型】 控除上限
10%

控除上限のイメージ（①中小企業技術基盤強化税制、②オープンイノベーション型）

■          Ｂ： 特別試験研究費税額控除制度（オープンイノベーション型）【適用期限の定めなし】

  大学、国の研究機関、スタートアップその他の企業等との共同・委託研究等の費用又は中小

企業者に支払う知的財産権の使用料（特別試験研究費の額）がある場合、高度研究人材の人件

費がある場合等、当該企業が負担した特別試験研究費の額の一定割合を法人税額・所得税額

から控除できます。

◆ 控除率: 相手方が大学等・特別研究機関等の場合 ⇒ 30％

相手方がスタートアップ等の場合（※6）⇒ 25%

相手方がその他（民間企業等）の場合⇒ 20％

中小企業者の知的財産を使用して行う試験研究の場合⇒20％

高度研究人材を活用する場合（※7）⇒20％ 等

◆ 控除上限：10％

ˢ̞6ˣІЌ˔ЕϯАФψʺӟᴞχ ὯϬβϓο θβϜχ

ʾ 15 ˢ 10 ӟ χ ›ψְỘ Ⱬˣʺ ‰ᾆẕᵫ ᶤ›10%ӟ

ʾІЌ˔ЕϯАФτ βϥ ⱢϬ ρβϥ ⱢⱧỘ ᾢ ›χ Ɫ ψᾆẕᵫ χ Ɫ

ʾ χᶴ꜠ᵓּזΤν χᵓּזχ◓ᵓּזπψσΜϜχ

ˢ̞7ˣ ṛ‰ ᾆẕỘ Ⱨּיτ ΰο◦ Ξ Ὧ τνΜοψʺӟᴞχ ὯχβϓοϬ θβϜχ

ʾ ṛ‰ ∙ᶤ›ˢA˸BˣΥʺ π3̋ӟ ᴥ

͖ ṁ ʾᴂ ᾆẕτ Ⱨβϥӟᴞχּיχ Ὧ

●‹Ϭ︡ ΰθּיˢ︡ Τϣ5 ӟ ˣ

χⱧỘּיπ10 ӟ ϣᾆẕỘ τ ρΰο Ⱨΰθ ∙ˢᾼ Τϣ5 ӟ ˣ

͗ ♯ᾓᾆẕ χΞκʺ Ὧ

ʾᾆẕ Ϭ῝ ΰοΜϥάρ

適用期限の
定めなし
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研究開発税制（中小企業技術基盤強化税制）

＜研究開発税制について＞

Ὂↄ▀Ộ ϱЛЦ˔Єдрʾḕẽộᾆẕᵫ ᴿ : 03-3501-1511 s ʿ3391x

＜中小企業技術基盤強化税制について＞

ḼỘ Ὂְ◦כ ϱЛЦ˔ЄдрЎ˔Э ʿ03-3501-1816

<本税制の適用について>

⁯ ộ ЈрЌ˔ ʿ0570-00-5901ˢ⁯ Ѝϱбиˣ

URL:https://www.nta.go.jp

ᾤ χ︡ԏτḩβϥέ ψ ● ψ ᶭχ τΣ Μ›ϩδΨιήΜʻ

問い合わせ先

申告に当たっては、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、法人税額／所得税額

の特別控除に関する明細書、適用額明細書等を添付した上で所轄の税務署に申告してください。

適用手続

10 ˢ♯ᾓᾆẕϬ“νθ ›χ ᶛχ Ώ ˣ˲ ˳

42 χ4s ♯ᾓᾆẕϬ“νθ ›χ ᶛχ Ώ ˣ˲ ˳

対象費用

対象となる「試験研究費の額」とは、①②の合計額をいいます。

① 「製品の製造」若しくは「技術の改良、考案若しくは発明」に係る試験研究のための費用
又は「対価を得て提供する新たな役務の開発」に係る試験研究に要する費用（損金経理さ
れたものが対象）
β 「製品の製造」又は「技術の改良、考案若しくは発明」に係る試験研究は、新たな知見を得るため又は利

用可能な知見の新たな応用を考案するために行う試験研究に限られます。

② 研究開発費として損金経理をした金額のうち非試験研究用資産の取得価額に含まれるもの
β 「非試験研究用資産」とは、棚卸資産、固定資産及び繰延資産で、事業供用の時に試験研究の用に供さな

いものをいいます。
β 売上原価並びに取得価額に研究開発費として損金経理をした金額が含まれる非試験研究用資産の償却費、

譲渡損及び除却損は研究開発税制の対象となる試験研究費から除外されています。また、取得価額に研究
開発費として損金経理をした金額が含まれる非試験研究用資産について研究開発税制と特別償却等に関す
る制度との選択適用となります。
具体的には、原材料費・人件費・経費、他の者に委託して試験研究を行う者が受託者に対して支払う委託
試験研究費、技術研究組合の組合員が負担する賦課金などです。
ただし、試験研究費の額に係る費用に充てるために他の者から支払を受けた金額（受託研究の対価・補助
金等）がある場合には、その金額は試験研究費の額から除外されます。
また、人件費については、「専門的知識をもってその試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限
る」とされています（「専ら」要件）。
人件費に係る「専ら」要件の税務上の取扱いについては国税庁ホームページをご参考ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/031225/01.htm
なお、試験研究の内容について、開発中の技術がその開発する者の業務改善に資するものであっても、そ
の技術に係る試験研究が工学又は自然科学に関する試験研究に該当するときは、その試験研究に要する費
用は研究開発税制の対象になります。

研
究
開
発
税

制
（
中
小
企

業
技
術
基
盤

強
化
税
制
）

15

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/031225/01.htm


˙Ϸ̝ ФрϱЛЦ Є̝дрϬ ρΰθІЌ̝ ЕϯАФϒχ ⱢϬᴂכΰϘβ˙

スタートアップ企業との協働により生産性の向上や新たな事業の開拓など（オープンイノベーション）

を行うため、 そのスタートアップ企業の新規発行株式を一定額以上（※）取得した場合、その株式の取

得価額の最大25％を、課税所得の計算上、損金の額に算入することができます（ただし、3年以内(令和4

年3月31日までに取得した株式については、5年以内)にその株式の処分等をした場合は、一定額が益

金算入されます）。

適用対象者

⁮ Ϭ βϥ πʺІЌ Е̝ϯАФḼỘρχϷ˔ФрϱЛЦ˔ЄдрϬ ◙βʺᶴ꜠ᵓּז

ζχ άϦτ βϥ ˢ̞ˣ

ˢ̞ˣᶴ꜠ᵓּזχϕΤʺ ῀ᵓּזʺ ḼỘ Ẹ ›ʺ ʺỲᾫ״ Ỳᾫẉό Ỳᾫ

›ᵓ

σΣʺ τΣΪϥˮ ḼỘ˯ρψʺ 42 χ4 19‮ 7‹τṛ βϥˮ

ḼỘּי π˯ΚϤʺἇ τψʺӟᴞχ ϬΜΜϘβʻ

スタートアップ企業
設立 10 年未満の未上場企業等

（一部要件を満たす場合には15年未満）

一定規模以上の出資

①対象法人要件

②スタートアップ企業要件

③
出
資
要
件

経済産業大臣の交付する証
明書を確定申告書に添付

事業年度末にまとめて報告

●大企業による出資：1億円以上 /件

●中小企業による出資：1,000万円以上 /件

●海外法人への出資：一律5 億円以上 /件
●令和2年4月1日～令和８年3月31日の間に行われた資本金の額の増加

に伴う払込みによる株式の取得であること

●取得株式を3年以上保有する予定であること(令和4年3月31日

までに取得した株式については、5年以上)

●オープンイノベーションに向けた取組を伴う出資（純投資等を除く）

であること

オープンイノベーション促進税制
（新規出資型）

39

制度の概要
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ʾⱢ Ỳχᶛ ψ ⱢỲχᶛΥ1ᴑדӟᴞχ

ʾⱢ ψ ⱢϬ ΰσΜ χΞκ Ⱳ► βϥ ỘԌχ Υ1,000 ӟᴞχ

θιΰʺӟᴞχ ψˮ ḼỘּי˯χ ᵰπβʻ

ԁχ ṛ ˢⱢ ỲχᶛֿבΰΨψ ⱢỲχᶛΥ1ᴑד χ ʺⱢ ΰΨψבֿ ⱢϬ

ΰσΜ χΞκ Ⱳ► βϥ ỘԌχ Υ1,000 χ ψ ˢⱢ Ỳχᶛ ψ Ɫ

ỲχᶛΥ5ᴑדӟ πΚϥ ˣρχḧτ ᵺ τϢϥḁ ◦ ḩἰΥΚϥ ϬΜ

Μʺ ḼỘ ⱢӾ ᶴ꜠ᵓּזϬ ΦϘβʻˣΤϣ2 χ1ӟ χ ⱢϬ Ϊϥ

2ӟ χ ṛ Τϣ3 χ2ӟ χ ⱢϬ Ϊϥ

対象法人／CVC 経済産業省
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ー
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ノ
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ー
シ
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ン
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税
制

(

新
規
出
資
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40

₅ϙχ ˢ ₅ṍ Υ ϛϣϦθἸ χ ›ψ ₅ṍ Υx 2 4Ὦ1 Τϣ 8 3Ὦ31

Ϙπχ Ɫ

 ᶴ꜠ᵓּזπΚϥάρ
 χ ӟῇχṍḧΥ10 ˢ ựχᶎ ΰθὨ▄τΣΜο ‰ᾆẕᵫ Υ10%ӟ Τ
νְỘ ﬞϬ αοΜϥ ›τψʺ15 ˣχᵓּזπΚϥάρ

 ̞θιΰʺ 4 3Ὦ31 Ϙπτ Υᶴ꜠Ϭ︡ ΰθ ›τψʺԁ 10
ʾ ḼỘπΚϥάρ

ṌτⱧỘϬᵫ◐ΰοΜϥάρ
ρχϷ˔ФрϱЛЦ˔ЄдрϬ“μοΜϥ ψ“Ξ πΚϥάρ

ԁνχ Ͻи˔ФΥᶴ꜠χᵃ Ϭ ΰοΜσΜάρ
ӟᵰχsּי ᾤ Ϟ ⱢⱧỘ ᾢ › Υx3 χ1 χᶴ꜠Ϭ ΰοΜϥάρ
ְỘ χṛ ẉόỘ χ ᴟ τḩβϥ τṛ βϥ ְỘʾ ḩ ְỘτ

ᵺ βϥⱧỘϬְϚᵓּזπσΜάρ
ԌτϢϥ σ“Ӯχ ♁ τḩβϥ τṛ βϥ Ԍ ψ ԌπσΨσμθ

Τϣ5 ϬὊᵃΰσΜּיΥʺ ԌτΜϥᵓּז ψⱧỘᶨ Ϭ◦ βϥᵓּזπσΜάρ

適用対象となる出資

スタートアップ企業（受け手側）の要件

ІЌ Е̝ϯАФḼỘχⱢ Ỳχᶛχ ᴥϬ ΞᾝỲτϢϥ ⱢπΚϥάρ

1ὯΚθϤ1ᴑדӟ ˢ ḼỘχ ›ψ1,000 ӟד χx ⱢπΚϥάρs ̞1ˣ

Ϸ˔ФрϱЛЦ˔ЄдрτΰΪθ︡ χԁḕπ“ϩϦϥ ⱢπΚϥάρs ̞2ˣ

︡ ᶴ꜠χ3 ӟ χ Ϭ ΰοΜϥάρ

 ̞θιΰʺ 4 3Ὦ31 Ϙπτᶴ꜠Ϭ︡ ΰθ ›τψʺ5 ӟ

Ɫ Ϭ ρβϥ ⱢπψσΜάρs ̞3ˣ

ˢ 1̞x ІЌ Е̝ϯАФḼỘΥᵤᵰ χ ›ψ 1̋Ὧ θϤ5ᴑדӟ χ ⱢπΚϥ ΥΚϤϘβʻ

ˢ 2̞x ἇ τψ ӟ̋ᴞχ3 Ϭ θβάρΥ πβʻ

ʹʽ Υ ‰̋Μ ▀ Υᾋ₅ϘϦϥⱧỘ ψ θσⱧỘχᵫ Ϭ ◙ΰθⱧỘᶨ Ϭ

“Ξάρ

͵ʽʹχⱧỘᶨ τΣΜοᶨ βϥІЌ Е̝ϯАФḼỘχὊְⱢᾛΥʺ τρμο β

ϥϜχ Τ̋νᶗ σϜχπΚϥάρ

ͺʽʹ χⱧỘᶨ χם☼τΚθϤʺ ΤϣІЌ Е̝ϯАФḼỘτϜ σẸ Ϭ“Μ ζ̋

χẸ ΥІЌ Е̝ϯАФḼỘχ τ‟ᾅβϥϜχπΚϥάρ

ˢ 3̞x ἇ τψʺ ϣⱳχΜγϦΤϬ ρβϥ ⱢπψσΜάρϬΜΜϘβʻ

ʹʽІЌ Е̝ϯАФḼỘχᶴ꜠Ϭ ẀβϥάρτϢϤ Ϭ׃ Ϊϥάρ

͵ʽІЌ Е̝ϯАФḼỘΤϣ Ϭ Ϊϥάρ

ͺʽ ⱢἸ ϬὫϭιῇ І̋Ќ Е̝ϯАФḼỘϒχὋ ḩ Ϭ ϩγτІЌ Е̝ϯАФḼỘΤ

ϣ s׃ з˔І ʺ ▀ Ỳ̋ χ︡ԏτϢϥ֫ σς׃ Ϭx Ϊϥάρ

出資行為の要件

オープンイノベーション促進税制

（新規出資型）
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(
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˻ ṛ Ɫἷʿ ḼỘΤϣχ Ɫχ ›˼

ʿ ḼỘ Ὂְ◦כ Ộʾ ⱧỘ ע

‹ʿ03˵3501˵1511ˢ ʿ5341ˣ

mail ʿ bzl-open_innovation_sokushinzeisei@meti.go.jp

˻ ṛ Ɫἷʿ ḼỘΤϣχ Ɫχ ›˼

ʿὊↄ▀Ộ ϱЛЦ˔Єдрʾḕẽộ ᾆẕᵫ ᴿ

‹ʿ03-3501-1511 ˢ ʿ3391ˣ

mail ʿ bzl-open_innovation_sokushinzeisei@meti.go.jp

χ ⇔ψʺ Ш˔ЭЧ˔Ѕẉό Ш˔ЭЧ˔ЅτἿ∏ΰοΜϥϹϱЖжϱрϬέ╥ ΨιήΜʻ 
https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/open_innovation/open_innovation_zei.html

χ τḩβϥԁ σέל Ϟέ τνΜοψ⁯ ộ ЈрЌ˔ˢP29╥ ˣʺᾤ

χ︡ԏτḩβϥέ ψ ● ψ ᶭχ τέ ΨιήΜʻ

問い合わせ先

“μθ ⱢΥᶆ ὯϬ θβάρτνΜο Ὂ̋ↄ▀Ộ χ ϛϥ ꜠τ μο Ⱨʺΰ∏ṜϬ‮ Ɫ 
Ϭ“μθⱧỘ χ χ60 Τϣ30 ῇϘπτ Ὂ̋ↄ▀Ộ τ χῖ ϬẐϛοΨιήΜʻ

Ϙθ Ὂ̋ τΚθμοψʺ ᶴ꜠χ︡ ᴣᶛχ25̋ӟᴞχỲᶛϬ І̋Ќ˔ЕϯАФḼỘ τʺ
᷈ Ϭ Ϊϥ τϢϤ Ỳχᶛτ▄ βϥ ΥΚϤϘβʻ

σΣʺ Ỳ▄ χ ᾢᶛψʺ1ὯΚθϤ12.5ᴑדϘπˢβσϩκʺ1ᵕχ ₅ϙχᶛχΞκ50ᴑדϘ
πˣʺԁⱧỘ ΚθϤ125ᴑדϘπˢβσϩκʺ αⱧỘ χ Ɫᶛχ›ὓψ500ᴑדϘπ
ˢ1ᵕχ ₅ϙχᶛΥ50ᴑדϬ ΠϥӛὯψ50ᴑדρΰοὓ▄ˣˣρσϤϘβʻ̞1ʼ̞2

̞1 Ỳ▄ ᴦ ᶛΥԁ χ▄꜠τϢϤὓ▄ήϦθ χỲᶛϬ Πϥ ›ψʺζχ χỲᶛΥ
ᾢ ρσϤϘβʻϘθʺⱳ‮ χϷ˔ФрϱЛЦ˔Єдр ˢM&AἷˣχԁⱧỘ
ΚθϤỲᶛρ›▄ΰθ ᾢᶛρσϤϘβʻ

̞2 5 3Ὦ31 ӟ χ ⱢτνΜοψʺ1ὯΚθϤ25ᴑדϘπˢβσϩκ1ᵕχ ₅ϙχᶛχΞ
κ100ᴑדϘπˣρσϤϘβʻ

⁮τ θμοψʺ χᶎ ⁮ τ ṜὊↄ▀Ộ χ ʺ ẉό ᶛ ⇔ Ϭ
βϥ ΥΚϤϘβʻ

適用手続

66 χ13
ˢ ⱧỘᶨ ρΰο ⱧỘᵫ ⱧỘּיχᶴ꜠χ︡ Ϭΰθ ›χᴿ χ ˲x ˳
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ン
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進
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(

新
規
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І̇Ќ̝ ЕϯАФ͢ ͖̍ τϢϥϱЛЦ̝ Єдр ϬᴂכΰϘβ̇

スタートアップ企業との協働により生産性の向上や新たな事業の開拓など（オープンイノベーション）

を行うため、 そのスタートアップ企業の発行済株式を購入により取得し、議決権の過半数を有するこ

ととなる場合、その株式の取得価額の最大25％を課税所得の計算上、損金の額に算入することができ

ます（ただし、5年以内にその株式の処分をした場合や成長投資・事業成長の要件を満たさなかった場

合等は、一定額が益金算入されます）。

適用対象者

⁮ Ϭ βϥ πʺІЌ Е̝ϯАФḼỘρχϷ˔ФрϱЛЦ˔ЄдрϬ ◙βʺᶴ꜠ᵓּז

ζχ άϦτ βϥ ˢ̞ˣ

ˢ̞ˣᶴ꜠ᵓּזχϕΤʺ ῀ᵓּזʺ ḼỘ Ẹ ›ʺ ʺỲᾫ״ Ỳᾫẉό Ỳᾫ

›ᵓ

42

制度の概要
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ṕ Ṗ
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5 4Ὦ1 Τϣ 8 3Ὦ31 Ϙπχ︡

適用対象となる株式取得

オープンイノベーション促進税制
（M&A型）
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イ
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制

(

Ｍ
＆
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 ᶴ꜠ᵓּזπΚϥάρ
 χ ӟῇχṍḧΥ10 ˢ ựχᶎ ΰθὨ▄τΣΜο ‰ᾆẕᵫ Υ10%ӟ Τ
νְỘ ﬞϬ αοΜϥ ›τψʺ15 ˣχᵓּזπΚϥάρ

ʾ ḼỘπΚϥάρ
ṌτⱧỘϬᵫ◐ΰοΜϥάρ

ρχϷ˔ФрϱЛЦ˔ЄдрϬ“μοΜϥ ψ“Ξ πΚϥάρ
ԁνχ Ͻи˔ФΥᶴ꜠χᵃ Ϭ ΰοΜσΜάρ
ӟᵰχsּי ᾤ Ϟ ⱢⱧỘ ᾢ › Υx3 χ1 χᶴ꜠Ϭ ΰοΜϥάρ
ְỘ χṛ ẉόỘ χ ᴟ τḩβϥ τṛ βϥ ְỘʾ ḩ ְỘτ

ᵺ βϥⱧỘϬְϚᵓּזπσΜάρ
ԌτϢϥ σ“Ӯχ ♁ τḩβϥ τṛ βϥ Ԍ ψ ԌπσΨσμθ

Τϣ5 ϬὊᵃΰσΜּיΥʺ ԌτΜϥᵓּז ψⱧỘᶨ Ϭ◦ βϥᵓּזπσΜάρ

̞ᵤᵰ ψ ᵰ

スタートアップ企業（受け手側）の要件

“ ӟᵰχּיΤϣ† τϢϤ︡ ΰθ “ↄᶴ꜠πʺζχ︡ τϢϤᵃ Ϭ ΠϥṳὨᾂ
Ϭ βϥάρρσϥάρ

1ὯΚθϤ5ᴑדӟ

Ϸ˔ФрϱЛЦ˔ЄдрτΰΪθ︡ χԁḕπ“ϩϦϥᶴ꜠︡ πΚϥάρs ̞1ˣ

︡ ᶴ꜠χ5 ӟ χ Ϭ ΰοΜϥάρ

Ɫ Ϭ ρβϥᶴ꜠︡ πψσΜάρs ̞2ˣ

ˢ 1̞x ἇ τψ ӟ̋ᴞχ3 Ϭ θβάρΥ πβʻ

ʹʽ Υ ‰̋Μ ▀ Υᾋ₅ϘϦϥⱧỘ ψ θσⱧỘχᵫ Ϭ ◙ΰθⱧỘᶨ Ϭ“Ξάρ

͵ʽʹχⱧỘᶨ τΣΜοᶨ βϥІЌ Е̝ϯАФḼỘχὊְⱢᾛΥʺ τρμο βϥ

Ϝχ Τ̋νᶗ σϜχπΚϥάρ

ͺʽʹ χⱧỘᶨ χם☼τΚθϤʺ ΤϣІЌ Е̝ϯАФḼỘτϜ σẸ Ϭ“Μʺ

ζχẸ ΥІЌ Е̝ϯАФḼỘχ τ‟ᾅβϥϜχπΚϥάρ

ˢ 2̞x ἇ τψʺ ϣⱳχΜγϦΤϬ ρβϥᶴ꜠︡ πψσΜάρϬΜΜϘβʻ

ʹʽІЌ Е̝ϯАФḼỘχᶴ꜠Ϭ ẀβϥάρτϢϤ Ϭ׃ Ϊϥάρ

͵ʽІЌ Е̝ϯАФḼỘΤϣ Ϭ Ϊϥάρ

ͺʽ ⱢἸ ϬὫϭιῇ І̋Ќ Е̝ϯАФḼỘϒχὋ ḩ Ϭ ϩγτІЌ Е̝ϯАФḼỘΤ

ϣ s׃ з˔І ʺ ▀ Ỳ̋ χ︡ԏτϢϥ֫ σς׃ Ϭx Ϊϥάρ

株式取得の要件

ᶴ꜠χ︡ Υᶆ ὯϬ θβάρτνΜο Ὂ̋ↄ▀Ộ χ ϛϥ ꜠τ μο Ⱨ︡ʺΰ∏ṜϬ‮
Ϭ“μθⱧỘ χ χ60 Τϣ30 ῇϘπτ Ὂ̋ↄ▀Ộ τ χῖ ϬẐϛοΨιήΜʻ
Ϙθ Ὂ̋ τΚθμοψʺ ᶴ꜠χ︡ ᴣᶛχ25̋ӟᴞχỲᶛϬ І̋Ќ˔ЕϯАФḼỘ τʺ

᷈ Ϭ Ϊϥ τϢϤ Ỳχᶛτ▄ ΰϘβʻ
σΣʺ Ỳ▄ χ ᾢᶛψ 1̋ὯΚθϤ50ᴑדϘπˢβσϩκ 1̋ᵕχ† τϢϥᶴ꜠χ︡ ᶛχΞκ200

ᴑדϘπˣ̋ԁⱧỘ ΚθϤ125ᴑדϘπ̞s βσϩκʺ αⱧỘ χ︡ ᶛχ›ὓψ500ᴑדϘπ
ˢ1ᵕχ︡ ᶛΥ200ᴑדϬ ΠϥӛὯψ200ᴑדρΰοὓ▄ˣxρσϤϘβʻ

̞ Ỳ▄ ᴦ ᶛΥԁ χ▄꜠τϢϤὓ▄ήϦθ χỲᶛϬ Πϥ ›ψʺζχ χỲᶛΥᾢ ρ
σϤϘβʻϘθʺ ‮ χϷ˔ФрϱЛЦ˔Єдр ˢ ṛ ⱢἷˣχԁⱧỘ ΚθϤỲ
ᶛρ›▄ΰθ ᾢᶛρσϤϘβʻ

⁮τ θμοψʺ χᶎ ⁮ τ ṜὊↄ▀Ộ χ ʺ ẉό ᶛ ⇔ Ϭ
βϥ ΥΚϤϘβʻ

適用手続

66 χ13
ˢ ⱧỘᶨ ρΰο ⱧỘᵫ ⱧỘּיχᶴ꜠χ︡ Ϭΰθ ›χᴿ χ ˲x ˳
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ー
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イ
ノ
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ー
シ
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ン
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進
税
制

(

Ｍ
＆
Ａ
型)
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ʿὊↄ▀Ộ ϱЛЦ˔Єдрʾḕẽộ ᾆẕᵫ ᴿ

‹ʿ03-3501-1511 s ʿ3391ˣ

mail ʿ bzl-oi_shikko_souzouka@meti.go.jp

χ ⇔ψʺ Ш˔ЭЧ˔Ѕẉό Ш˔ЭЧ˔ЅτἿ∏ΰοΜϥϹϱЖжϱрϬέ╥ ΨιήΜ  ̒
https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/open_innovation/open_innovation_zei.html

χ τḩβϥԁ σέל Ϟέ τνΜοψ⁯ ộ ЈрЌ˔ˢP29╥ ˣʺᾤ

χ︡ԏτḩβϥέ ψ ● ψ ᶭχ τέ ΨιήΜʻ

問い合わせ先

ṕM&A Ṗ

5

¸ Ἐ33

¸ Ἐ1.7

¸ ἕ10

¸

+ ṕ
Ṗ Ἐ5Ṿ

¸ Ἐ4.6
Ἐ1.9

 

¸ ṕ Ṗ
Ἐ0.7

ṕ Ṗ
Ἐ3.0

¸ Ἐ1.5

¸ Ἐ1.1

¸ ἕ4.2

¸

Ἐ10Ṿ

¸ Ṯ0

¸ Ἐ6.5

¸ Ἐ2.4

¸

Ἐ 15Ṿ

成長投資の要件

B

C

A

ᶴ꜠χ︡ Τϣ5 ӟ τʺӟᴞχΜγϦΤχ ὯϬ ΰσΜ ›ʺ ᷈ ψԁᶧ︡ ΰ
ρσϤϘβʻ Ɫ ὯϬ θΰθ ›τψʺὊↄ▀Ộ τ χῖ ϬẐϛοΨιήΜʻ

オ
ー
プ
ン
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン

促
進
税
制

(

Ｍ
＆
Ａ
型)

オープンイノベーション促進税制

（M&A型）

17
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˙ ớ σ ΫϞᾼ τ︡Ϥ ϚḼỘϬᴂכΰϘβ˙

本制度は、中小企業者等（※1）又は青色申告書を提

出する常時使用する従業員の数1,000人以下の個人事業主

が、雇用者給与等支給額（※2）を前事業年度と比べ

て1.5%以上増加させた場合には、控除対象雇用者給

与等支給増加額（※3）の15%を、2.5%以上増加さ

せた場合には、控除対象雇用者給与等支給増加額

の30％を法人税額や所得税額から控除できるもの

です。

また、教育訓練費の額を前事業年度と比べて5％

以上増加させ、適用事業年度の教育訓練費の額が

適用事業年度の雇用者給与等支給額の0.05％以上

である場合は控除率を10%上乗せし、子育てとの

両立支援又は女性活躍支援に積極的な企業として

認定を受けた場合には控除率を５％上乗せします。

なお、要件を満たす賃上げを実施した年度に控

除しきれなかった金額は5年間繰越しが可能です。
※すべての要件を満たす場合、控除率は45％となります。

※控除額は、法人税額等の20％が上限となります。

制度の概要

中小企業者等（※1）又は青色申告書を提出する常時使用する従業員の数1000人
以下の個人事業主

適用対象者

適用期間

中小企業向け賃上げ促進税制

令和6年4月1日から令和9年3月31日までの期間内に開始する各事業年度

（個人事業主については、令和7年から令和9年までの各年）

10 χ5χ4s ẚ χ◦ẚᶛΥ ᴥΰθ ›χ ᶛχ Ώ ˣ˲ ˳
42 χ12χ5s ẚ χ◦ẚᶛΥ ᴥΰθ ›χ ᶛχ Ώ ˣ˲ ˳

条文

本制度の適用を受けるためには、法人税（個人事業主の場合は所得税）の申告の際に、確定

申告書等に、税額控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額、そ

の金額の計算に関する明細書及び適用額明細書（適用額明細書については法人のみ）を添付す

る必要があります。

教育訓練費増加要件の上乗せ措置を利用する場合は、「教育訓練等の実施時期、教育訓練等

の実施内容及び実施期間、教育訓練等の受講者、教育訓練費の支払証明を記載した書類」を作

成のうえ保存する必要があります（添付は不要）。

繰越控除措置を適用する場合は、①未控除額が発生した事業年度以後の各事業年度の確定申

告書に繰越税額控除限度超過額の明細書、及び②繰越税額控除措置の適用を受けようとする事

業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載するとともに、その金額の計算に関する

明細書を添付して提出する必要があります。①の明細書が提出されていない場合、未控除額は

繰り越されず、繰越税額控除を適用できませんので、ご留意ください。

適用手続

18

1.5Ṿ

ἲ 15Ṿ

ἲ +5 Ṿ

2.5Ṿ

ἲ 30Ṿ

5Ṿ

0.05Ṿ

ἲ +10 Ṿ
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ˢ̞1ʿ ḼỘּי ˣ
⁮ Ϭ βϥ ḼỘּי ψ ỘẸ › ˢP9╥ ˣ

ˢ̞2ʿ ᾼ ẚיּ ◦ẚᶛˣ
ⱧỘ χ χỲᶛχὓ▄ Ỳχᶛτ▄ ήϦϥ οχ⁯ ᾼ ˢיּ ψᾤ

ⱧỘ︠χ► χΞκζχ ψᾤ ⱧỘ︠χ⁯ τ ∕βϥⱧỘ τνΦ⌠ ήϦθ Ỳ
τṜ∏ήϦθּיϬΜΜϘβʻО˔ЕʺϯиНϱЕʺ ᾼΜ ►ʺϜḯϙϘβΥיּ έ
ԌϬḯϚ Ԍẉό Ԍχ ḩἰּיʺᾤ ⱧỘ︠χ ḩἰּיψḯϘϦϘδϭʻˣτ β

ϥẚ ˢ̞4x χ◦ẚᶛϬΜΜϘβʻθιΰʺˮ ᶛ˯ˢẚ τ οϥθϛ χּיˢζ
χ Υᵰ⁯ πΚϥ ›χ 138 1‮ 1‹τṛ βϥ ϬḯϙϘβʻˣΤ
ϣ◦ Ϭ ΪϥỲᶛˮᾼ ӗ Ỳᶛˢ̞5x ˯ẉόˮ χ ᴣρΰο◦ Ϭ ΪϥỲ
ᶛ˯Ϭ ΜθᶛϬΜΜϘβʻˣΥΚϥ ›τψʺẚ χ◦ẚᶛΤϣΏ ΰϘβʻ

ˢ̞3ʿ Ώ ᾼ ẚיּ ◦ẚ ᴥᶛˣ
ˮᾼ ẚיּ ◦ẚᶛ˯Τϣʺˮ ᶓᾼ ẚיּ ◦ẚᶛˢ̞6x ˯ϬΏ ΰθỲᶛϬΜΜϘ

βʻθιΰʺ ᾼ ẚיּ ◦ẚ ᴥᶛˢ̞7x Ϭ ᾢρΰϘβʻ

ˢ̞4ʿ ẚ  x
ẚʾẚ ʾ Ỳʾ⅞ ẉό ότʺάϦϣχ Ϭל βϥẚ ( 28 1ṛτ‮

βϥẚ )ϬΜΜϘβʻ Ỳσςʺẚ ρσϣσΜϜχτνΜοψʺᾖ ρΰοẚ
τᵺ ΰϘδϭʻθιΰʺ χ τ θμοʺ Ỳ τṜ∏ήϦθ◦ẚᶛˢ ᴿ
ήϦσΜ Ỡ︣ χᶛϬḯϚˣχϙϬὓ▄βϥ ʺ› σ τϢϤὋ ΰοẚ ◦ẚᶛ
Ϭὓ▄βϥάρϜ ϛϣϦϘβʻ

ˢ̞5ʿ ᾼ ӗ Ỳᶛ  x
⁯ ψ ῝Ặ Τϣ Ϊϥᾼ ᾑ 62 1‮ 1‹τἿΫϥⱧỘρΰο◦ẚΥ“

ϩϦϥ Ỳζχ άϦτ βϥϜχχᶛϬΜΜʺӟᴞχϜχΥᵺ ΰϘβʻ
ᾼ Ỳʺ▀Ộᾼ ӗ Ỳ ψừẍᾼ ӗ Ỳχᶛ
τ δΰο◦ẚήϦϥ Ỳχᶛζχ χ τ αο ῝Ặ Τϣ◦ẚήϦϥ Ỳχ
ᶛ

ˢ̞6ʿ ᶓᾼ ẚיּ ◦ẚᶛˣ
ⱧỘ χ ⱧỘ τΣΪϥᾼ ẚיּ ◦ẚᶛϬΜΜϘβʻ

ˢ̞7ʿ ᾼ ẚיּ ◦ẚ ᴥᶛ  x
ᾼ ӗ ỲᶛϬΏ ΰθˮᾼ ẚיּ ◦ẚᶛ˯Τϣʺᾼ ӗ ỲᶛϬΏ ΰθ

ˮ ᶓᾼ ẚיּ ◦ẚᶛ˯ϬΏ ΰθỲᶛϬΜΜϘβʻ

用語の説明

中
小
企
業

向
け

賃
上
げ
促

進
税
制

中小企業向け賃上げ促進税制

18



47

問い合わせ先

制度の詳細

中小企業向け賃上げ促進税制の制度の詳細については、ガイドブック、Ｑ＆Ａ、

中小企業庁ホームページをご覧ください。

ガイドブックのＵＲＬ

https://www .chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf

Ｑ＆ＡのＵＲＬ

https://www .chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06qa.pdf

中小企業庁ホームページ

https://www .chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

※全企業向け・中堅企業向け賃上げ促進税制については、

経済産業省ホームページをご覧ください。

  https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html

＜中小企業向け賃上げ促進税制の制度概要等について＞

○中小企業税制サポートセンター
ˢ ʿ03˵6281˵9821ˣˢ 9:30-12:00ʺ13:00-17:00ˣ

＜本税制の適用に関する一般的なご質問やご相談について＞

○国税局電話相談センター

（電話：0570-00-5901（国税庁相談専門ダイヤル））URL https://www.nta.go.jp

個別の取引に関するご相談は、税理士又は所轄の税務署にお問い合わせください。

中
小
企
業

向
け

賃
上
げ
促

進
税
制
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中小企業者の円滑な事業承継を支援するため、法人の場合、非上場会社の株式に係る相続税、贈

与税の納税が猶予及び免除される法人版事業承継税制があり、平成30年度税制改正で抜本的に

拡充されました。

また、個人事業者についても、令和元年度税制改正により、事業用の土地、建物、機械・器具備品

等に係る相続税、贈与税の納税が猶予及び免除される個人版事業承継税制が創設されました。

～中小法人は、法人税率が低くなっています～˙ІЭ˔ЇσⱧỘ ὋϬ◦כΰϘβ˙

特例承継計画の提出期限は令和８年3月末まで！

19  事業承継税制

特例措置のポイント

平成30年度より、事業承継税制が大きく拡充されました

άϦϘπψʺ Ὂְּיԁ ΤϣῇὋּיԁ ϒχ ʾ χϙΥ πΰθΥʺ πψʺ

ᵰϬḯϚβϓοχᶴ︠Τϣʺ יπΚϥῇὋsּיּ Ω 3 ϒxχ ʾ Υ τσϤϘΰθʻ

1 株式の贈与・相続にかかる税額すべてを対象に
ᶴ꜠ χ ᾢϬ ΰʺ ᶤ›Ϭ100̋τᶈ βϥάρπʺ Ὃβϥᶴ꜠τΤΤϥ ʾ

χβϓοΥ χ ρσϤϘΰθʻ

2 対象者を大幅に拡充

3 雇用要件を抜本的に見直し
ᾼ Ὧs ⱧỘ Ὃῇ5 ḧ ỡπ ᾼ̋ χ8ᶤχӲⱱΥ Ϭx τᾋ βάρτϢϤ ᾼ̋ Ӳⱱ

ὯϬ θδσΤμθ ›πϜ ΥὋ ᴦ τσϤϘΰθʻ

̞Ὂְӂᴟ Υ χ ›ʺ ◙Ṑḩχכ◦ ᾠΥ πβʻ

4 将来的な売却・廃業の際の税負担を軽減
ʺⱧỘϬ Ẁʾ Ộβϥ∑τᶴᴣΥᴞ ΰοΜθ ›τψʺζχᶴᴣϬṁτ ᶛϬ™ὓ

▄ΰʺⱧỘ ὋⱲχᶴᴣϬṁτὓ▄ήϦθ ᶛρχ₯ᶛϬᾚ βϥάρπʺὊְḕẽχ ᴟτ

Ϣϥ χ ӗϬὖᾚΰϘβʻ

事業承継税制の詳しい内容は、中小企業庁ホームページへ！

ḼỘχⱧỘ ὋϬῇᴃΰβϥθϛʺ 30 ᵠ τΣΜο Ⱨ̋Ộ Ὃ
Υ10 ḧᾢ π ΦΨᶈ ήϦϘΰθʻ

事業承継税制の特例措置（法人版、個人版）を利用するためには

①事前に「特例承継計画（個人事業承継計画）」の提出が必要です
30 4Ὦ1 Τϣ 8 3Ὦ31 χ8 ḧτˮ Ὃὓᵊˢᾤ ⱧỘ Ὃὓᵊˣ Ϭ˯ ᾉτ

ΰοΨιήΜʻs ꜠ψ ḼỘ Ш˔ЭЧ˔ЅτἿ∏ˣ

②10年間限定の特例措置です
Ὃὓᵊˢᾤ ⱧỘ ὋὓᵊˣϬ ΰθⱧỘּיπʺ 30 1Ὦ1 Τϣ 9 12Ὦ31 Ϙπ

τˢᾤ χ ›ψ 31 1Ὦ1 Τϣ 10 12Ὦ31 Ϙπˣʺ ʾ τϢϤᵓּזχᶴ꜠ Ϭ︡

ΰθὊְּי Υ τσϤϘβʻ

ˢ ˣḩ Ч˔Ѕ ᾤ ˢ ˣḩ Ч˔Ѕ ṛ χ ЎжЄ

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shouk
ei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shouk
ei/shoukei_kojin_ninntei.html

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/
pamphlet/shoukei_zeisei_seidounyo.pdf

̙ⱧỘ Ὃ ʾỲ χכ◦ Ϟ ⁮ ψ ᾉΥ ῢρσμοΜϘβʻ χθϛτ σ χ

Ϟ︣ χ τνΦʺ ḼỘχ︠θϥⱧ Υ ∕ΰοΜϥ ᾉχ ᴿϘπΣ Μ›ϩδΨιήΜʻ

事
業
承
継

税
制 19

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html
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先代経営者に相続等があった場合の特例措置

②先代経営者

（被相続人）要件

①特例
承継計画の
提出

③後継者

（相続人）要件

株式の相続

相続開始 税務署への提出

④対象会社要件

都道府県知事の認定

（
（

事業継続のチェック

（都道府県庁への報告）
（税務署への提出）

相続税の全額の
納税猶予

⑤5年間の事業継続要件 ⑥5年経過後

非上場会社の株式等に係る相続税の納税猶予及び免除制度の特例
ῇὋּיΥʺ τϢϤ ᵓּזχᶴ꜠ Ϭ︡ ΰ ԁ̋ χ ὯϬ θβ ›τψʺ ᶴ꜠ τ

ἰϥ χ ᶛχ Υ ήϦ ζ̋χῇԁ χⱧ Υ αθ ›τψʺ ήϦϘβʻ

⇔σ Ὧ τνΜοψʺ ḼỘ Ш˔ЭЧ˔Ѕρ⁯ Ш˔ЭЧ˔ЅϢϤέᶎ ΨιήΜʻ

相続税の納税猶予及び免除制度の概要

免
除
事
由
の
発
生

都道府県知事の確認

提出先

都
道
府
県
庁

税
務
署

認定申請

相続の開始

税務署へ
申告

̔ᵓּזΥ⌠ ΰʺ Ṑḩכ◦

Υ ᾋϬṜ∏ʻ
̞ˮ Ὃὓᵊ ψ˯ʺ ᵺᵓּזχῇ

ὋּיϞ ὋⱲϘπχὊְᾋ ΰ

ΥṜ∏ήϦθϜχϬΜΜϘβʻ

̔ 8 3Ὦ31 Ϙπ ᴦ

ʻ
̞ 8 3Ὦ31 Ϙπτ Υᵫ
◐ΰθ ›τψʺ ῇτ Ὃὓᵊ
Ϭ ˢ Ϙπχ τᾢ
ϥʻˣβϥάρϜᴦ ʻ

̔ χᵫ◐χ χ Τϣ

8ΤὮӟ τ ʻ

̔ ὋὓᵊϬ ʻ

̔ χּאΰρρϜτʺ

χ ⁮ Ϭ ʻ

認定を受けるまでの手続きの流れ 認定を受けた後の手続きの流れ

特例承継計画
の策定

確認申請

提出先

都
道
府
県
庁

税
務
署

6年目以降

5年経過後
実績報告

̔ ᾉ ϒˮ ⱳ ⁮ ˯

Ϭ ˢ 1ᵕˣ̒

̔ ϒˮ Ὃ Ϭ˯

ˢ 1ᵕˣ̒

̔ᾼ Υ5 ỡ8ᶤϬᴞᵕ

μθ ›τψʺ θδσΤ

μθ ϬṜ∏ΰʺ כ◦

ṐḩΥᶎ ʻζχ Υʺ

Ὂְ ệχӂᴟπΚϥ ›

τψ ◙ṐḩΤϣכ◦

ʾ ᾠϬ Ϊϥʻ

̔ ϒˮ Ὃ Ϭ˯

ˢ3 τ1ᵕˣ̒

申告期限後
5年間

事
業
承
継
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①特例
承継計画の
提出

先代経営者から贈与があった場合の特例措置

都道府県知事の確認

②先代経営者 ③後継者

（贈与者）要件 （受贈者）要件
株式の全部又は

一部の贈与

贈与の実行

④対象会社要件

都道府県知事の認定

（
（

事業継続のチェック

（都道府県庁への報告）
（税務署への提出）

贈与税の全額の
納税猶予

贈与税の納税猶予及び免除制度の概要

提出先

都
道
府
県
庁

税
務
署

認定申請

贈与の実行

税務署へ
申告

̔ᵓּזΥ⌠ ΰʺ Ṑḩכ◦

Υ ᾋϬṜ∏ʻ
̞ˮ Ὃὓᵊ ρ˯ψʺ ᵺᵓּזχ

ῇὋּיϞ ὋῇχὊְὓᵊ Υ

Ṝ∏ήϦθϜχϬΜΜϘβʻ

̔ 8 3Ὦ31 Ϙπ ᴦ

ʻ
̞ 8 3Ὦ31 Ϙπτ Ϭΰ
θ ›τψʺ ῇτ ὋὓᵊϬ
ˢ Ϙπχ τᾢϥʻˣ

βϥάρϜᴦ ʻ

̔ χ 1Ὦ15 Ϙπτ

ʻ

̔ ὋὓᵊϬ ʻ

̔ χּאΰρρϜτʺ

χ ⁮ Ϭ ʻ

̔ Ⱳ ▄ᴿ χ

Ϭ Ϊϥ ›τψ ζ̋χ☿Ϭ

Ṝʻ

認定を受けるまでの手続きの流れ 認定を受けた後の手続きの流れ

非上場会社の株式等に係る贈与税の納税猶予及び免除制度の特例

ῇὋּיΥʺ ὊְּיΤϣԁ ӟ χꜛּזᶴ꜠ χ Ϭ Ϊ ԁ̋ χ ὯϬ θβ ›τψʺ

ᶴ꜠ τἰϥ χ ᶛχ Υ ήϦ ζ̋χῇԁ χⱧ Υ αθ ›τψʺ ήϦϘβʻ

⇔σ Ὧ τνΜοψʺ ḼỘ Ш˔ЭЧ˔Ѕρ⁯ Ш˔ЭЧ˔ЅϢϤέᶎ ΨιήΜʻ

⑤5年間の事業継続要件 ⑥5年経過後

税務署への提出

特例承継計画
の策定

確認申請

提出先

都
道
府
県
庁

税
務
署

6年目以降

5年経過後
実績報告

̔ ᾉ ϒˮ ⱳ ⁮ ˯

Ϭ ˢ 1ᵕˣ̒

̔ ϒˮ Ὃ Ϭ˯

ˢ 1ᵕˣ̒

̔ᾼ Υ5 ỡ8ᶤϬᴞ

ᵕμθ ›τψʺ θδσ

Τμθ ϬṜ∏ΰʺ ◦

ṐḩΥᶎכ ʻζχ Υʺ

Ὂְ ệχӂᴟπΚϥ ›

τψ ◙ṐḩΤϣכ◦

ʾ ᾠϬ Ϊϥʻ

̔ ϒˮ Ὃ Ϭ˯

ˢ3 τ1ᵕˣ̒

申告期限後
5年間

事業承継税制
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相続税とは、相続等により財産を取得した場合に、その取得した財産にかかる税金です。

一般的に、事業承継時には事業継続に必要な資産（株式、不動産、機械・器具備品等）も

相続税の課税対象となります。

【参考】相続税の概要

（1）課税価格の計算

課
税
価
格

- =
遺産に係る基礎控除額
（3,000万円＋600万円×法定相続人の数）課税価格 課税遺産総額

（2）課税遺産総額の計算

̓ ᵓּזχᶴ꜠τἰϥ ʺ χ ẉό
70 χ7 ˢ ᶴ꜠ τνΜοχ χ ẉό ˣ
70 χ7χ2s ᶴ꜠ τνΜοχ χ ẉό ˣ
70 χ7χ3( ᶴ꜠ χ ♂Υיּ ΰθ ›χ χᴿ χ ˣ
70 χ7χ4s ᶴ꜠ χ ♂Υיּ ΰθ ›χ χ ẉό ˣ
70 χ7χ5( ᶴ꜠ τνΜοχ χ ẉό χ ˣ
70 χ7χ6s ᶴ꜠ τνΜοχ χ ẉό χ ˣ
70 χ7χ7( ᶴ꜠ χ ♂Υיּ ΰθ ›χ χᴿ χ ˣ
70 χ7χ8( ᶴ꜠ χ ♂Υיּ ΰθ ›χ χ ẉό χ ˣ

̓ᾤ χⱧỘ Ɫ▀τἰϥ ʺ χ ẉό
70 χ6χ8s ᾤ χⱧỘ Ɫ▀τνΜοχ χ ẉό ˣ
70 χ6χ9s ᾤ χⱧỘ Ɫ▀χ ♂Υיּ ΰθ ›χ χᴿ χ ˣ
70 χ6χ10s ᾤ χⱧỘ Ɫ▀τνΜοχ χ ẉό ˣ

̓ ḼỘτΣΪϥὊְχ Ὃχדᶪᴟτḩβϥ

̞59Ч˔Ѕχ˰ Ⱳχ︡ӌΜ˱ ╥

-

・各相続人等が
取得した財産

・生命保険金

・死亡退職金
＋

相続時精算
課税制度の
適用を受け
た財産

被相続人の
債務・葬式
費用

７年以内の
贈与加算＋ =

事
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（3）相続税額の計算

ᶛχὓ▄ψʺϘγ χ ρ Ϭṁτ χ ᶛϬὓ▄ΰʺζϦϬᶆ χ

︡ ∞▀ᶛτᴂαοә ΰοם∑χ ᶛϬὓ▄ΰϘβʻ

相続税額の計算例

Ἄּיρ◓ằΥ χ ›

Ἄּיρ Ὁ Υ χ ›

Ἄּיρἳ ◑ Υ χ ›

Ἄּי 1/2 ◓ằs 2 ӟ χρΦψ Ԍπ 1x/2

Ἄּי 2/3 Ὁ (2 ӟ χρΦψ Ԍπ)1/3  

Ἄּי 3/4 ἳ ◑ ˢ2 ӟ χρΦψ Ԍπ 1x/4

Ｑ．相続財産1億円を、法定相続人である子（ＡとＢ。両者とも成人）2人で相続（Ａ：8,000 

万円、Ｂ：2,000万円）する場合の相続税はいくらですか？

法定相続分に
応ずる取得金額 税率 控除額

1,000 万円以下 10% 0 万円

3,000 万円以下 15% 50 万円

5,000 万円以下 20% 200 万円

1 億円以下 30% 700 万円

2 億円以下 40% 1,700 万円

3 億円以下 45% 2,700 万円

6 億円以下 50% 4,200 万円

6 億 円 超 55% 7,200 万円

計算方法 金額

課税遺産総額 1億円－（3,000 万円＋600 万円×2） 5,800万円

法定相続分による各取得金額※ 5,800 万円×1／2 2,900万円

1人分の相続税額 2,900 万円×15％－50 万円 385万円

相続税の総額 385 万円×2人 770万円

子 A の相続税額 770 万円×8,000 万円／1億円 616万円

子 B の相続税額 770 万円×2,000 万円／1億円 154万円

【計算例】

Ａ．次のようになります。

̞ ψʺ πⱳχρΣϤ ϛϣϦοΜϘβʻ

σΣ ◓̋ằ ἳ̋ ◑ ΥζϦηϦ2 ӟ ΜϥρΦψ ᾖ̋ ρΰοỡ τ ΪϘβʻ

事業承継税制
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ρψ ᾤ̋ Τϣ τϢϤ∞▀Ϭ︡ ΰθ ›τΤΤϥ Ỳπβʻ

ԁ τ Ⱨ̋Ộ ὋⱲτψⱧỘὋ τ σⱢ▀s ᶴ꜠ʺ ▀ʺṐᵣʾṀἇ Ϝx

χᴿ ρσϤϘβʻ

τψʺ ᴿ ρ Ⱳ ▄ᴿ ΥΚϤϘβʻᴪ   Ϟ∞▀  Ϭ―

ΰο ς̋κϣϬ βϥΤ βϥ ΥΚϤϘβʻ

【参考】贈与税の概要

暦年課税制度と相続時精算課税制度の比較

項目 暦年課税制度 相続時精算課税制度

概要

暦年（1月 1日から1 2月31日まで
の 1年間）毎にその年中に贈与され
た財産の価額の合計額に対して贈与税
を課税する制度です。

将来相続関係に入る親から子への贈与等につ
いて、選択により、贈与時に一定の税率で計
算された贈与税を納付し、相続時に相続税で
精算する課税制度です。

贈与者

制限無し

60歳以上の者（父母又は祖父母など）

受贈者
18歳以上で、かつ、贈与者の直系卑属（子
や孫など）である推定相続人又は孫

選択の届出 不要
贈与者毎に必要
（注）一度選択すれば、相続時まで継続適用。

控除 基礎控除額（毎年）：110 万円

基礎控除額：110万円（毎年）（※1）

特別控除額：2,500 万円
（限度額まで複数年にわたり使用可）

税率
基礎控除額を超えた部分に対し

て10％～ 55％の累進税率

基礎控除額・特別控除額を超えた部分
に対して一律 20％の税率

適用手続
贈与を受けた年の翌年 3 月15日まで
に贈与税の申告書を提出し、納税し
ます。

選択を開始した翌年 3 月15日までに、本
制度を選択する旨の届出書及び申告書を
提出し、納税します。

相続税とは切り離して計算します。

（注）相続等により財産を取得する場
合には、相続開始前7年以内の贈与
財産は相続財産に加算（相続開始
前3年超7年以内は合計100万円
まで課税対象外）。（※2）

相続税の計算時に精算（合算）します。
（注）原則として、贈与財産の贈与時の

時価（基礎控除後の金額（※１））
を加算。

相続時の

取扱い

̞1 6 1Ὦ1 ӟ‭τ τϢϤ︡ βϥ∞▀τἰϥ τνΜο ʻ
̞2 ∞▀τᴥ▄βϥṍḧψʺ 8 12Ὦ31 Ϙπˮ ᵫ◐ 3 ӟ ˯ʺ 9 1
Ὦ1 Τϣ 12 12Ὦ31 Ϙπˮ 6 1Ὦ1 Τϣ ᵺ χᵫ◐χ Ϙπχḧ˯
ρσϤʺ 13 1Ὦ1 ӟ‭ˮ ᵫ◐ 7 ӟ ˯ρσϤϘβʻ
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暦年課税制度の税率表

暦年課税と相続時精算税の選択適用

Υיּ χ ›τψʺ έρτיּ ᴿ ρ Ⱳ ▄ᴿ χ ΥπΦϘβs 1ˣ̒

Ϙθʺ Υיּ χ ›τψ ζ̋χ έρτיּ βϥάρϜπΦϘβs 2x ʻ

̞ Ὁ χ ψ 1̋8⅞ӟ πΚϤ Τ̋ν χיּ Ὁ πΚϥ Υיּ ρσϤϘβʻ Ὁ ρψ◓Ϟ
σςχάρπβΥ ◓̋Ϟ σςχ ἌּיψḯϘϦϘδϭʻ

基礎控除後の
課税価格

一般 直系卑属※

税率 控除額 税率 控除額

200 万円以下 10% 0 万円 10% 0 万円

300 万円以下 15% 10 万円
15% 10 万円

400 万円以下 20% 25 万円

600 万円以下 30% 65 万円 20% 30 万円

1,000 万円以下 40% 125万円 30% 90 万円

1,500 万円以下 45% 175万円 40% 190万円

3,000 万円以下 50% 250万円 45% 265万円

4,500 万円以下
55% 400 万円

50% 415万円

4,500 万 円 超 55% 640万円

図1 図2

贈与者 受贈者 贈与者 受贈者

相続時精算課税

暦年課税

暦年課税

受贈者ごとに選択可贈与者ごとに選択可

相続時精算課税

暦年課税

そうね。だから、相続

税、贈与税にも、中小

企業者のための特例制

度があるのよ！

事業を子供に譲り渡したりす

ると税金がかかるということ

かな。

子

子B

子C

子A

父

父

母
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ḼỘχⱧỘ ὋτΣΪϥ ʾ χ ẉό χᶨ τ θμοψʺꜛ χזּ

ᶴ꜠χᴣ Ϭ ᴣβϥ ΥΚϤϘβʻ

χ ḼỘχᶴ꜠ψˮ ︡ԏ χσΜᶴ꜠ π˯βʻˮ ︡ԏ χσΜᶴ꜠ ρ˯ψʺ ᶴ꜠ẉόṓ

χΚϥᶴ꜠ӟᵰχᶴ꜠ϬΜΜϘβʻ

【参考】「取引相場のない株式」の評価方法

原則的評価方式

ᾖ ᴣ ꜠ρΰοψʺ ⱨỘ ꜠ρ Ɫ▀ᴣᶛ ꜠ΥΚϤϘβʻ

類似業種比準方式

ⱨỘ ᴣᶛˢ ͍ˣ˹

( ͍)͍ᶴ θϤχⱢ Ỳ χᶛϬ50דρΰθ ›χỲᶛϬṁρΰοὓ▄ΰθỲᶛˢ ṍ χⱢ Ỳ χᶛϬ
ṍ χ “ↄᶴ꜠ π ΰθỲᶛΥ50דӟᵰχỲᶛπΚϥ ›ψʺζχὓ▄ΰθỲᶛτʺ͍ᶴ θϤχⱢ Ỳ χᶛ
χ50דτ βϥ Ϭ αοὓ▄ΰθỲᶛˣ 

純資産価額方式

1ᶴ θϤχ Ɫ▀ᴣᶛ˹
“ↄᶴ꜠

3
A ˷

B C D
˷ 0.7

ˢ ͎ˣ

B
+

C
+

D

評価上の区分

ˢ ˣ ᴣ τνΜοψʺ ᴣᵓּזχⱢ▀χ ệʺְỘχ τϢμοʺ ṜχỸ ˢ

ᴣ ꜠ˣρӰσϥ ›ΥΚϤϘβʻ

取引相場のない

株式

同族株主等

同族株主以外の株主等

非上場会社の株式って、どう

やって値段がわかるの？

特例的評価方式

ᴣ ꜠ρΰοψʺ ḥᾕ ꜠ΥΚϤϘβʻ ᶴ︠ӟᵰχᶴ︠ Υ︡ ΰθᶴ꜠τνΜο

ψʺɔ χṛזּ τΤΤϩϣγ ḥᾕ ꜠τϢμο ᴣΰϘβʻ

配当還元方式

ḥᾕᴣᶛ˹

ζχᶴ꜠τἰϥ

( ) Ỳᶛ˹

Ỳᶛs ˣ

10̋

ṍ ӟ 2 ḧχ Ỳᶛ

2

ζχᶴ꜠χ1ᶴ θϤχ

Ɫ Ỳ χᶛ

ד50

1ᶴ θϤχⱢ Ỳ χᶛϬ

ρΰθד50 ›χ “ↄᶴ꜠

ᴣ₯ᶛτ βϥ ᶛ τ βϥỲᶛ

ˢЫϱЗІρσϥ ›ψˮ͌˯ˣ

Ҏ

ҏ

( ͎) ᵓּזχ ›ψ0.7̋ ᵓּזχ ›ψ0.6̋ ᵓּזχ ›ψ0.5

ᶆⱢ▀χ

ᴣᶛχ›ὓᶛ
№χ›ὓᶛ

ᴣ₯ᶛτ βϥ ᶛ
τ βϥỲᶛˢ ˣ˔˔

˹
ᴣᶛτ

Ϣϥ Ɫ▀ᴣᶛ
˵

ᴣᶛτ

Ϣϥ Ɫ▀ᴣᶛ
˷ 37̋

( ) ỲᶛΥ250ד ρσϥ ›Ɗ ψ χ ›ψ250ד

ⱨỘ

χᶴᴣ

׃ ᴣ Ɫ▀

B ʺC ẉό D ψ ᴣᵓּזχ͍ᶴ θϤχỲᶛ

B ʺC ẉό D ψ ⱨỘ χ͍ᶴ θϤχỲᶛ

ˮ︡ԏ χσΜᶴ꜠ χ˯ ᴣ ψ ζ̋χᶴ꜠Ϭ︡ ΰθᶴ︠χ σςτϢμοӰσϤϘβˢ ˣʻ

ᶴ︠ ˢṳὨᾂᶤ›Υ30̋ӟ πΚϥ ᶴ︠Ͻи˔Фτ ΰοΜϥԁ χᶴ︠σςˣΥ︡ ΰθᶴ꜠τ

νΜοψʺᾖ ᴣ ꜠π ᴣΰϘβʻ ᶴ︠ӟᵰχᶴ︠ ˢ ỘԌᶴ︠πΚϥ ᶴ︠σςχ

ᶴ︠ τᵺ ΰσΜᶴ︠ˣΥ︡ ΰθᶴ꜠τνΜοψʺ ᴣ ꜠s ḥᾕ ꜠ πx ᴣΰϘβʻ
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【参考】会社の規模による区分と評価方式

会社規模判定表

ᾖ ᴣ ꜠π ᴣβϥ ›τψʺɔ χṛזּ τᴂαο ᴞ̋Ṝχ χˮ ᾖ ρ˯Ṝ∏χΚϥ ᴣ ꜠Ϭ

ΜϘβʻθιΰʺ χיּ τϢμοˮ ᵰ ρ˯Ṝ∏χΚϥ ᴣ ꜠Ϭ ΜϥάρϜπΦϘβʻ

会社の規模 類似業種比準方式 併用方式 純資産価額方式

大会社 原則 例外

中
会
社

大 例外

中 例外

小 例外

小会社 原則

Ɫ▀ᴣᶛ
ˢ ᴣᶛˣ

ỘԌ

︡ԏỲᶛ

ᵓּזχṛ

ᴙ Ộ
ʾЂ˔
РІỘ

ᴙ Ộʺ
ʾЂ˔Р
ІỘӟᵰ

ᴙ Ộ
ʾЂ˔
РІỘ

ᴙ Ộʺ
ʾЂ˔Р
ІỘӟᵰ

20ᴑדӟ 15ᴑדӟ 15ᴑדӟ 35 30ᴑדӟ 20ᴑדӟ 15ᴑדӟ ᵓּז

4 ᴑדӟ 5ᴑדӟ 5ᴑדӟ 35 7 ᴑדӟ 5 ᴑדӟ 4ᴑדӟ ᵓּזχ

2 ᴑדӟ 2.5ᴑדӟ 2.5ᴑדӟ
20

35 ӟᴞ
3.5ᴑדӟ 2.5ᴑדӟ 2ᴑדӟ ᵓּזχ

7,000 ד
ӟ

4,000 ד
ӟ

5,000 ד
ӟ

5
20 ӟᴞ

2ᴑדӟ
6,000 ד
ӟ

8,000 ד
ӟ

ᵓּזχ

7,000 ד 4,000 ד 5,000 ד
5 ӟᴞ 2ᴑד

6,000 ד 8,000 ד
ᵓּז

（イ） （ロ） （ハ）

Ɫ▀ᴣᶛˢ ᴣᶛˣˢϱˣρ ỘԌ ˢкˣρχΜγϦΤᴞӡχỸ Ϭ⅜
ΰϘβʻ

ρ︡ԏỲᶛˢМˣχΜγϦΤ ӡχỸ τϢϤᵓּזṛ Ϭ ΰϘβʻ

従業員数70人以上 大会社

従業員数70人未満 下記の表により
会社規模判定

※国税庁のホームページで、類似業種比準方式により評価する場合に必要となる業種目別の1株当たり

の配当金額、利益金額、純資産価額及び株価が各年毎に掲載されています。 

評価上の区分や各評価方式の計算方法など、詳しくは国税庁ホームページを御参照ください。

https://www.nta.go.jp/

事業承継税制
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先代事業者に相続等があった場合

相続税の納税猶予

②先代事業者

（被相続人）要件

①個人事業承
継計画の提出

③後継者

（相続人）要件

特定事業用資産の相続

相続開始

④対象資産の要件

都道府県知事の認定 税務申告

3年ごとに税務署へ継続届出

※都道府県への報告は不要

個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予及び免除制度

ῇὋּיΥ τϢϤ ⱧỘ Ɫ▀Ϭ︡ ΰʺ ԁ χ ὯϬ θβ ›τψʺ ⱧỘ Ɫ▀τ

ἰϥ χ ᶛχ Υ ήϦ ζ̋χῇԁ χⱧ Υ αθ ›τψʺ ήϦϘβʻ

σΣʺ ᾤ ⱧỘ Ὃ ρ ⱧỘ χ ṛ χ ˢP60╥ ˣρψ τσϤ

Ϙβʻ ⇔σ Ὧ τνΜοψʺ ḼỘ Ш˔ЭЧ˔Ѕρ⁯ Ш˔ЭЧ˔ЅϢϤέᶎ ΨιήΜʻ

相続税の納税猶予及び免除制度の概要

免
除
事
由
の
発
生

都道府県知事の確認

提出先

都
道
府
県
庁

税
務
署

認定申請

相続の開始

税務署へ
申告

̔ῇὋּיΥ⌠ ΰʺ Ṑכ◦

ḩΥ ᾋϬṜ∏ʻ

̞ˮ ᾤ ⱧỘ Ὃὓᵊ ψ˯ʺ ᵺⱧỘ

χῇὋּיϞ ὋⱲϘπχὊְᾋ

ΰ ΥṜ∏ήϦθϜχϬΜΜ

Ϙβʻ

̔ 8 3Ὦ31 Ϙπ ᴦ

ʻ

̞ 8 3Ὦ31 Ϙπτ Υᵫ

◐ΰθ ›τψʺ ῇτ Ὃὓ

ᵊϬ ˢ Ϙπχ τᾢ

ϥʻˣβϥάρϜᴦ ʻ

̔ χᵫ◐χ χ Τϣ

8ΤὮӟ τ ʻ

̔ᾤ ⱧỘ ὋὓᵊϬ ʻ

̔ χּאΰρρϜτʺ

χ ⁮ Ϭ ʻ

認定を受けるまでの手続きの流れ 認定を受けた後の手続きの流れ

個人事業承継
計画の策定

確認申請

提出先

税
務
署

税務申告後

̔ ϒὋ Ϭ

ˢ3 τ1ᵕˣ

̞ ⱧỘ Ὃ ρӰσϤʺ

ᾉϒχ ⁮ψ ʻ

事
業
承
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税
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先代事業者から贈与があった場合

贈与税の納税猶予

②先代事業者

（贈与者）要件

①個人事業承
継計画の提出

③後継者

（受贈者）要件

特定事業用資産の贈与

贈与の実行

④対象資産の要件

都道府県知事の認定 税務申告

3年ごとに税務署へ継続届出

※都道府県への報告は不要

個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予及び免除制度

ῇὋּיΥ τϢϤ ⱧỘ Ɫ▀Ϭ︡ ΰʺ ԁ χ ὯϬ θβ ›τψʺ ⱧỘ Ɫ▀τἰ

ϥ χ ᶛχ Υ ήϦ ζ̋χῇԁ χⱧ Υ αθ ›τψʺ ήϦϘβʻ ⇔σ Ὧ τ

νΜοψʺ ḼỘ Ш˔ЭЧ˔Ѕρ⁯ Ш˔ЭЧ˔ЅϢϤέᶎ ΨιήΜʻ

贈与税の納税猶予及び免除制度の概要

免
除
事
由
の
発
生

都道府県知事の確認

提出先

都
道
府
県
庁

税
務
署

認定申請

贈与の実行

税務署へ
申告

̔ῇὋּיΥ⌠ ΰʺ Ṑכ◦

ḩΥ ᾋϬṜ∏ʻ

̞ˮ ᾤ ⱧỘ Ὃὓᵊ ψ˯ʺ ᵺⱧỘ

χῇὋּיϞ ὋⱲϘπχὊְᾋ

ΰ ΥṜ∏ήϦθϜχϬΜΜ

Ϙβʻ

̔ 8 3Ὦ31 Ϙπ ᴦ

ʻ

̞ 8 3Ὦ31 Ϙπτ Ϭ

ΰθ ›τψʺ ῇτ Ὃὓᵊ

Ϭ ˢ Ϙπχ τᾢ

ϥʻˣβϥάρϜᴦ ʻ

̔ χ 1Ὦ15 Ϙπτ

ʻ

̔ᾤ ⱧỘ ὋὓᵊϬ ʻ

̔ χּאΰρρϜτʺ

χ ⁮ Ϭ ʻ

認定を受けるまでの手続きの流れ 認定を受けた後の手続きの流れ

個人事業承継
計画の策定

確認申請

提出先

税
務
署

税務申告後

̔ ϒὋ Ϭ

ˢ3 τ1ᵕˣ

̞ ⱧỘ Ὃ ρӰσϤʺ

ᾉϒχ ⁮ψ ʻ

事業承継税制
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【参考】土地等の相続があった場合の特例措置

小規模宅地等の特例

ԁ χ ˢ χᵫ◐χ τΣΜο χⱧỘχ τằήϦοΜθ ψ

χạ χ τằήϦοΜθ Ϭx ΰθ ›τψ ζ̋χ τνΜοψʺ χᴿ ᴣᶊτ▄

βϓΦᴣᶛχὓ▄ ʺ χᴿ ᴣᶊΤϣԁ χᶤ›Ϭᾚᶛβϥ πβʻ

宅地等 減額される割合 適用対象限度面積

被相続人等の事業の用に
供されていた宅地等

特定事業用（貸付事業以外） 80% 400㎡

特定同族会社事業用 80% 400㎡

貸付事業用 50% 200㎡

特定居住用 80% 330㎡

̞ ρψʺ ẉόּס ᾂϬΜΜϘβʻ

̓ ṛ χ
69 χ4ˢ ṛ τνΜοχ χᴿ ᴣᶊχὓ▄χ ˣ

330㎡

8割分減額 2割分課税

【計算例】

相続する土地の面積は400㎡で､被相続人が居住用として使っていま
した。その土地の評価額(路線価)は1億円です。この場合、特例を
使った相続税の課税価格はいくらになりますか?

（減 額される額） 1億円×330㎡×80％＝6,600万円

（相続税の課税価格） 1億円－ 6,600万円＝3,400万円

400㎡

特定居住用宅地等について

ạ ˢ ⁮ṍᾢϘπạ ϬὋ βϥάρ χ ὯΥΚϤϘβ ψx 3̋30 Ϙπ ᴣᶛχ80̋Υ

ᾚᶛήϦϘβʻ

特定事業用宅地等について

ⱧỘ ˢ ⁮ṍᾢϘπⱧỘϬὋ βϥάρ χ ὯΥΚϤϘβˣψʺ400 Ϙπ ᴣᶛχ

80̋ΥᾚᶛήϦϘβʻϘθʺԁ χ ὯϬ θβ ᵓּזχⱧỘχ τằήϦοΜθ ˢ

ᵓּזⱧỘ ˣτνΜοϜ χᾚᶛΥΚϤϘβʻσΣʺᾤ ⱧỘ Ὃ ρ ⱧỘ

χ ṛ χ ψ ρσϤϘβʻ

400㎡

8割分減額 2割分課税

【計算例】

相続する土地の面積は400㎡で､被相続人が事業用として使っていま
した。その土地の評価額(路線価)は1億円です。この場合、特例を
使った相続税の課税価格はいくらになりますか?

（減 額される額） 1億円×400㎡×80％＝8,000万円

（相続税の課税価格） 1億円－ 8,000万円＝2,000万円

400㎡

事
業
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～中小法人は、法人税率が低くなっています～˙M&AϬ αθּזᵰϒχⱧỘ ὋϬ◦כΰϘβ˙

本制度は、他者から事業承継を行うために、事業譲渡を実施する場合に、不動産の権利移転等に際

して生じる不動産取得税を軽減するものです。

制度の概要

χ ⱧỘּי ΤϣⱧỘ τϢϤ︡ βϥ ʾὺ

対象資産

8 3Ὦ31 Ϙπτ ḼỘ Ὂְếᴟ χ Ϭ ΪʺṍᾢϘπτ ὓᵊτ Μ ▀
Ϭ︡ βϥάρ

適用期間

ⱧỘּי ˢ̞ˣπΚμοʺ χ ⱧỘּי ΤϣⱧỘ τϢϤⱧỘϬ ὋβϥάρϬ τ
ḯϚὊְ ΰ ὓᵊϬ├ ΰθ ʺ ᵺὓᵊτνΦ Ϭ ΪθϜχ

̞P9χ ⱧỘּי τᵺ βϥ ›Ϭ◙ΰϘβʻ

適用対象者

手続き

問い合わせ先

通常税率
計画認定時の課税標準
（事業譲渡の場合※3）

土地
住宅 3.0%※2

1/6減額相当
（税率にすると2.5％）

住宅以外の
家屋

4.0%
1/6減額相当

（税率にすると3.3％）

⑴経営力向上計画を策定し、認定を受けてください。
他の特定事業者等との間で事業譲渡の事前合意の後、引き継いだ事業に関する経営力向上を行うこと

を内容とする経営力向上計画を策定した上、都道府県を経由して主務大臣に申請し、認定を受けてくだ
さい。

⑵事業譲渡の実行
主務大臣の認定を受けた後、事業譲渡を行ってください。なお、登記申請の際、 主務大臣名義の証

明書を添付して申請する必要があります。

主務大臣

（事業分野別指針の策定）

申請

A社

X 事業

A 社の X 事業を

不動産取得税を軽減

認定
土地 機械
建物 ほか

経営力
向上計画

X 事業
土地 機械
建物 ほか

Y 事業

B 社が引継ぎ経営
を強化

事業譲渡※１

土地・建物

11 13s‮ ▀︡ χᴿ χ ˣ

ḼỘ ЂЪ˔ЕЈрЌ˔ 0ʿ3-6281-9821( 9:30-12:00, 13:00-17:00)

経営強化法による支援

不動産取得税の特例

経済産業大臣

（基本方針の策定）

＜不動産取得税の
課税標準の特例＞

B社

20

̞ 2 9 3Ὦ31 Ϙπʺ Ϟ
Ϭ︡ ΰθ ›τψ 3.0̋ τ

ὖᾚʻˢ ӟᵰχὺ Ϭ︡ ΰ
θ ›ψ4.0%x
̞ 3 › ʾԁ χᵓּז ᶤχ ›
ψ ᴿ

不
動
産

取
得
税

の
特
例

20

̞1 Ͻи˔Ф τΣΪϥԁ χⱧỘ Ϝ ρσϤϘβʻ ΰΨψˮὊְ ΰ ὓᵊ├ χ︣ԏΦ˯P23Ϭέ
╥ ΨιήΜʻ

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_keieiryoku.pdf
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特別事業再編計画に係る登録
免許税の軽減

～中小法人は、法人税率が低くなっています～～成長志向の中堅・中小企業が行うグループ化の取組みを後押しします～

本制度は、中堅・中小企業が行うグループ化の取組み 「特別事業再編計画」として認定し、

この計画に基づき行う合併・分割等に係る登録免許税を軽減するものです。

制度の概要

令和９年３月 31 日までに特別事業再編計画の認定を受けている場合であって、認定の日から２年
以内に受ける登記に適用されます。

適用期間

特別事業再編計画の認定を受けた、当該特別事業再編に伴う登記を行う事業者が対象です。

適用対象者

対象措置

5

N( )

Ễ

R9.3.31

ṥ Ṧ

Ọ ṇ ṕ ḭ ḭ

Ṗ

ọ ṇ ḭ פּפּ ṇ

ṕ ḭ ḭ Ṗ

計画に基づいて行われる下記A及びBの措置が対象です。

0.15% 0.1%

ṕ Ṗ 0.7% 0.15%

0.7% 0.3%

2.0% 1.2%

2.8% 1.8%

0.4% 0.1%

0.4% 0.2%

2.0% 0.1%

2.8% 1.8%

中小企業税制サポートセンター （中小企業向け）

電話：03-6281-9821（平日9：30-12：00, 13：00-17：00 ）

経済産業省 経済産業政策局 地域経済産業政策課（中堅企業向け）

電話：03-3501-1697 (内線2751)

問い合わせ先

21
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制度の概要

経営資源の集約化(M&A)によって【１】生産性向上等を目指す経営力向上計画の認

定を受けた中小企業、【２】特別事業再編計画の認定を受けた特定中堅企業及び中小

企業が、計画に基づいてM&Aを実施した場合に、以下の措置が活用できます。

˲͍˳ ⁮ Ϭ βϥˮ ḼỘּי˯ˢ̞͍ˣπʺⱧỘ Ὃ Ⱨ ₰ˢ̞͎ˣτḩβ

ϥⱧθϦή∏ṜΥ‮ ḼỘ Ὂְếᴟ 17 1χ‮ Ϭ Ϊθ χˮ Ⱨ

 Ộּי ˯τᵺ βϥϜχˢ̞͏ˣ

˲͎˳ ⁮ Ϭ βϥ πʺ▀Ộẵ ếᴟ τṛ βϥ ⱧỘ™ ὓᵊχ Ϭ

Ϊθ 46 χ͎τṛ βϥ ⱧỘ™ ⱧỘּיπΚϥ  s ̞͏ˣ

̞͍P9╥

̞͎ⱧỘ Ὃ Ⱨ ₰ρψʺM&AτϢϥ ︣ḼỘΥ ︣ḼỘτ ΰο“Ξ ₰πʺ ʺ

∞ ʺ χḢ ΤϣʺԏΦὋΩὊְⱢᾛτνΜο ᵲΥ γϥΣζϦΥσΜΤ ₰

Ϭ“ΞϜχπʺԁ τДв˔ʾДзЅϴрІˢDDˣρᾦωϦοΜϘβʻ τΚθμ

οψʺ σⱧ ₰Υם☼ήϦοΜϥΤςΞΤʺˮⱧỘ Ὃ Ⱨ ₰ЎϴАϼЄ˔

Е˯Ϭᾕτᶎ Ϭ“ΜϘβχπʺὓᵊ ⱲτЎϴАϼЄ˔ЕτνΜοϜ ΨιήΜʻ

̞͏◦ ᾢ ᶛΥ5ᴑד χ ᾑˢ̞͐ˣϬἸ ΰοΜϥ ›Ϭ Ψʻ

̞͐ᶴ꜠ χ Ἰ τΣΪϥ ︠ Ⱨˢ‮ ︠Τϣ ήϦθ ᵺ ︠ ψ ᵺᶴ꜠

Ϭ “ΰθ χ τḩβϥⱧ∞ʺ‮ τḩβϥⱧʺ‮ τḩβϥⱧʺ‮ τḩ

βϥⱧχζ‮ χⱧΦντˣΞΜϬ‮ ᶎπσΜʺ ψ ʺΥΚϤםπσΜⱧם ᵺ

︠ ⱧΥםⱧϥσӰρ‮ αθάρτϢνοζχ︡ Ϭΰθ τ ᵲΥ αθ ›

τ ᾑỲϬ◦ Ξ ϛχΚϥ ᾑϬ◙ΰϘβʻ

適用対象者

9 3Ὦ31 Ϙπτ˲͍˳ⱧỘ Ὃ Ⱨ ₰τḩβϥⱧְὊθϦή∏ṜΥ‮ ΰ ὓᵊχ

Ϭ ΪθϜχʺϘθψ˲͎˳ ⱧỘ™ ὓᵊχ Ϭ ΪθϜχ

計画の認定期限

62

中小企業事業再編投資損失準備金
˙ ὸʾ ḼỘτϢϥM&AϬῇᴃΰΰϘβ˙

22
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適用手続

˲͍˳

ˢ͍ˣM&Aχ ︣ ΥὨϘμθЌϱЬрϽˢṁ ›Ӫῇ ˣπʺὊְ ΰ χ τᶴ꜠ Ϭḯ

ϙʺΤνⱧỘ Ὃ Ⱨ ₰χ ϬṜ∏ΰθὊְ ΰ ὓᵊϬ├ ΰʺ︠ χ Ϭ

ΪοΨιήΜʻ Ⱳτʺ δοⱧỘ Ὃ Ⱨ ₰ЎϴАϼЄ˔ЕϬ⌠ ΰʺ ΰο

    ΨιήΜʻ
̞ⱧỘ Ὃ Ⱨ ₰χם☼ψʺὓᵊχ ῇϬ ΜϘδϭʻθιΰʺΩ ›Ӫ τⱧỘ Ὃ Ⱨ
₰Ϭ βϥ ΥΚϤϘβʻ

ˢ͎ˣ ὓᵊχ τ μοᶴ꜠︡ Ϭם“ΰθῇʺ︠ τ ΰοⱧỘ Ὃ Ϭם☼ΰ

θάρẉόⱧỘ Ὃ Ⱨ ₰χ τνΜο ⁮ΰʺᶎ χῖ Ϭ ΪοΨιήΜʻ

ˢ͏ˣ χ ὯϬ θβ ›τψʺ ⁮τΣΜο Ỳ ᶛτνΜο Ỳ▄ πΦ

Ϙβʻ ⁮τ∑ΰοψʺˢ͍ˣχ ʺˢ͍ˣχ ẉόˢ͎ˣχᶎ ˢΜ

γϦϜּאΰˣ ότ ᶛ ⇔ Ϭ ΰοΨιήΜʻ

˲͍˳ ᶴ꜠︡ τϢμοM&AϬם☼βϥ ›τˢ︡ ᴣᶛ10ᴑדӟᴞτᾢϥˣʺᶴ꜠ χ

︡ ᴣᶛρΰοὓ βϥỲᶛˢ︡ ᴣᶛʺ︣ ˣχ70̋ӟᴞχỲᶛϬ Ỳρΰ

ο ϙ οθⱲψʺζχⱧỘ τΣΜο Ỳ▄ πΦϘβʻ

ᾚ Ϟᶴ꜠ ẀϬ“μθ ›σςχ︡ Ὧτᵺ ΰθ ›ψʺ Ỳχ ψ

ԁ Ϭ︡Ϥ ΰοʺ︡ ᶛϬ׃Ỳ▄ ΰϘβʻ

︡ Ὧτᵺ ΰσΜϘϘ5 Ὂᵃΰθ ›ʺζχῇχ5 ḧϬΤΪοỡ ᶛπ

ỲϬ︡Ϥ ΰʺ׃Ỳ▄ ήϦϘβʻ

˲͎˳ ᶴ꜠︡ τϢμοM&AϬם☼βϥ ›τˢ︡ ᴣᶛ1ᴑדӟ 100ᴑדӟᴞτᾢϥˣʺ

ᶴ꜠ χ︡ ᴣᶛρΰοὓ βϥỲᶛˢ︡ ᴣᶛʺ︣ ˣχΩ 100̋ˢ̞ˣӟᴞ

χỲᶛϬ Ỳρΰο ϙ οθⱲψʺζχⱧỘ τΣΜο Ỳ▄ πΦϘβʻ

ᾚ Ϟᶴ꜠ ẀϬ“μθ ›σςχ︡ Ὧτᵺ ΰθ ›ψʺ Ỳχ ψ

ԁ Ϭ︡Ϥ ΰοʺ︡ ᶛϬ׃Ỳ▄ ΰϘβʻ

︡ Ὧτᵺ ΰσΜϘϘ10 Ὂᵃΰθ ›ʺζχῇχ5 ḧϬΤΪοỡ ᶛπ

ỲϬ︡Ϥ ΰʺ׃Ỳ▄ ήϦϘβʻ

̞ ⱧỘ™ ὓᵊτ μοᶴ꜠︡ τϢϥM̍AϬ“μθ ›ʺ ᵺ ὓᵊτΣΪ

ϥ1ᵕ χᶴ꜠︡ τϢϥM&AϬ“μθ ›ψ90̋ʺ2ᵕ ӟ‭χᶴ꜠︡ τϢϥM̍AϬ

“μθ ›ψ100̋ʻ

措置の内容
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適用手続

˲͎˳

ˢ͍ˣM&Aχ ︣ ΥὨϘμθЌϱЬрϽˢṁ ›Ӫῇ ˣπʺὓᵊᵵ ϬⱧ ΜθιΦʺ

ὯϬβϤ›ϩδθΞΠπᶴ꜠︡ ϬḯϚ ⱧỘ™ ὓᵊϬ├ χ ʺ︠ χ Ϭ

ΪοΨιήΜʻϘθ Ⱳτʺᴿ χ χᶎ Ϝ ΰʺᶎ χῖ Ϭ ΪοΨ

ιήΜʻ
̞DDτνΜοψʺ ῇτ“Ξ ΥΚϤϘβʻ

̞ ὸḼỘּיτνΜοψʺ ὸḼỘּיπΚμοʺ σὊְ χᶎ Ϭ Ϊϥ ΥΚϤϘβʻ

ˢ͎ˣ ὓᵊχ τ μοᶴ꜠︡ Ϭם“ΰθῇʺ︠ τ ΰοM&AϬם☼ΰθάρ

ẉόDDχ τνΜο ⁮ΰʺᶎ χῖ Ϭ ΪοΨιήΜʻ

ˢ͏ˣ χ ὯϬ θβ ›τψʺ ⁮τΣΜο Ỳ ᶛτνΜο Ỳ▄ πΦ

Ϙβʻ ⁮τ∑ΰοψʺˢ͍ˣχ ʺˢ͍ˣχᴿ χ ᶎ ẉόˢ͎ˣχ

ᶎ ˢΜγϦϜּאΰˣ ότ ᶛ ⇔ Ϭ ΰοΨιήΜʻ

中小企業事業再編投資損失準備金
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取崩要件

ʾὊְ ΰ ὓᵊχ Ϭ︡Ϥ ήϦθ ›ˢ ᶛˣ

ʾ ⱧỘ™ ὓᵊχ Υ︡Ϥ ήϦθ ›ˢ ᶛˣ

ʾ︡ ΰθᶴ꜠Ϭ Ẁ Ϭ“Ξάρπ ΰσΨσμθ ›ˢ ᶛϘθψ ˣ

ʾᶴ꜠Ϭ︡ ΰθ Υ› τϢϤ› τ ᵺᶴ꜠Ϭӱ ΰθ ›ˢ ᶛˣ

ʾ︡ ΰθᶴ꜠Ϭ “βϥ Υᵔ╩ΰθ ›ˢ ᶛˣ

ʾ︡ ΰθᶴ꜠χ ᴣᶛϬᾚᶛΰθ ›ˢ ˣ

ʾᶴ꜠Ϭ︡ ΰθ Υᵔ╩ΰθ ›ˢ ᶛˣ

ʾᶴ꜠Ϭ︡ ΰθ Υ ⁮ χ χ Ϭ︡Ϥ ήϦʺ ψ︡Ϥ♁ϛθ ›ˢ ᶛˣ

ʾ ᾑἸ Ϭ Ὣΰθ ›ˢ ᶛˣ

ʾζϦӟᵰχ ›τΣΜο ỲϬ︡Ϥ ΰθ ›ˢ ˣ

対象行為

˲͍˳
χ ⱧỘּי ̞1χᶴ꜠ Ϭ︡ βϥϜχ̞2πΚμοʺⱧỘχ ὋϬ Ξ̞3Ϝχ

̞1 ⱧỘּי ρψ ḼỘ Ὂְếᴟ χ ⱧỘּי Ϭ◙ΰϘβʻˢP9╥ ˣ

̞2 ⱧỘ Ϟ› σςψʺ ˢ Ỳχ ˣχ ᵰπβʻ
̞3 ˮⱧỘχ ὋϬ Ξ˯︡ πΚϥάρΥ πΚϤʺלם τⱧỘχ ὋρΜΠσΜϜ

χψ ΤϦϘβʻ

˻ ᵰρσϥϾ˔Іχἇ ˼

ʾ ԁχּיτ◦ ήϦθ ḧˢϽи˔ФḧˣπχⱧỘχӱ
ʾ πχᶴ꜠ӱ
˲͎˳

ὸḼỘּ͎̞͍̞י ψ ḼỘּיΥʺ χⱧỘּיˢ ḼỘּיτᾢϥˣχᶴ꜠ ψⱱ
χ︡ ˢṳὨᾂχᵃ Ϭ βϥάρρσϥϜχτᾢϥˣϬβϥϜχ̞͏̞͐
̞͍ ὸḼỘּיʾ ḼỘּיψʺ▀Ộẵ ếᴟ χ ṰτϢϤϘβʻ
̞͎ ὸḼỘּיψʺᵰ ᴣӦԌᵓΤϣ σὊְ χᶎ Ϭ ΪʺˮО˔ЕЗ˔
ЄАФ  ᾠ˯Ϭ῝ ΰοΜϥ ΥΚϤϘβʻ
̞͏ ᶤϞ› σςψʺ ˢ Ỳχ ˣχ ᵰπβʻ
̞͐ χⱧỘּיχὊְⱢᾛϬꜛϣχὊְⱢᾛρԁ τᶨ ΰʺ θσ Ϭ ᵫ
βϥάρϬ ρβϥϜχτᾢϤϘβʻ
˻ ᵰρσϥϾ˔Іχἇ ˼
ʾϽи˔Ф πχ™ “Ӯ
ʾᵰ⁯ χᶴ꜠χ︡

ḼỘ ЂЪ Е̝ЈрЌ˔ ˢ ḼỘΰΪˣ

ʿ03-6281-9821s 9ʿ30-12ʿ00, 13ʿ 00-17ʿ00 x

Ὂↄ▀Ộ Ὂↄ▀Ộ ├ộ ӽὊↄ▀Ộ ├ᴿˢ ὸḼỘΰΪˣ

ʿ03-3501-1697 ( 2751)

χ τḩβϥԁ σέל Ϟέ τνΜοψ⁯ ộ ЈрЌ˔ˢP29╥ ˣʺ

ᾤ χ︡ԏτḩβϥέ ψ ● ψ ᶭχ τέ ΨιήΜʻ

問い合わせ先

56 ˢ ḼỘⱧỘ™ Ɫ ﬞ Ỳˣ
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23 エンジェル税制
～中小法人は、法人税率が低くなっています～～個人によるスタートアップ投資・起業を応援します～

ψʺІЌ˔ЕϯАФϒ ⱢϬ“μθᾤ Ɫᴪτ ΰο χ Ἆ Ϭ“Ξ

πβʻІЌ˔ЕϯАФτ ΰοʺᾤ ⱢᴪΥ ⱢϬ“μθ ›ʺ ⱢⱲ ρʺ ˢ

ẀˣⱲ χΜγϦχⱲ πϜ χ Ἆ Ϭ ΪϥάρΥπΦϘβʻ

˻ᶴ꜠ ⱢⱲ ˼

Ɫΰθ χ Ỳᶛ Ϟᶴ꜠ τ׃ ΰοʺ Ɫᶛτᴂαθ Ώ χ Ϭ Ϊ

ϥάρΥπΦϘβʻ

ζχ πσΣΏ ΰΦϦσΜ ⱢᶛΥΚϥ ›ʺ χᶴ꜠ τἰϥ׃ χΞκʺ

Ɫΰθ χᶴ꜠ ΤϣΏ׃ ΰΦϦσΜ Ɫᶛτ ᴂβϥ χỲᶛχḥ Ϭ Ϊϥ*ά

ρΥπΦϘβʻˢ ˣ
̎2026 1Ὦ1 ӟ‭τ︡ ΰθᶴ꜠Υ πΚϤʺ Ɫχ χ τἰϥᶎ ⁮ τ χ Ϭ ΰο ṍᾢϘπτ βϥάρΥ

πβʻ

ˢ ˣ ʾ Ἆ ͖χ Ϭ Ϊθ ›ψʺΏ ΰΦϦσΜ ⱢᶛΥΚμθρΰοϜḥ Ϭ ΪϥάρψπΦϘδϭʻ

ʾ τ Ἆ BʺФйЄ˔ЖʾЄ˔Ж ψṞỘ χ Ϭ ΪοΜϥ ›ψʺζχ ῇχᶴ꜠ Υ׃ ρσϤϘβʻ

ʾ Ɫΰθ τᶴ꜠ ΥσΜ׃ ›πΚμοϜʺ χ ρσϤϘβʻ

制度の概要

˻ᶴ꜠ ˢ ẀˣⱲ ˼

ﬞΥ ΰθ ›ʺ ӟ‭3 τϩθϤʺ χᶴ꜠ ρχ׃ ▄Υᴦ πβʻ

σΣʺІЌ˔ЕϯАФϒ Ɫΰθ τ Ἆ Ϭ Ϊθ ›τψʺζχΏ ỲᶛχΞκʺ

ᴿ ἣט Ϭ︡ ᴣᶛΤϣ₯ΰԏΜο Ẁ ﬞˢ Ẁ׃ˣϬὓ▄ΰϘβʻ

χ τΚθϤʺ Ὧʾ︣ ΦΥέίΜϘβχπʺ ⇔ψὊↄ▀Ộ χШ˔ЭЧ˔ЅτἿ

∏ήϦοΜϥϵрЅϴи ϹϱЖжϱр Ϭέᶎ ᴞήΜʻ
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ІЌ˔ЕϯАФ
ᾤ Ɫᴪ

Ɫ

ᾤ Υ ІЌ˔ЕϯАФτ Ɫ
βϥӟᵰτϜʺӟᴞχ ⱢΥ
ʾ ›Ὂ χ Ɫ
ʾ ⱢⱧỘ ᾢ ›ˢLPSˣὊ
χ Ɫ

ʾ ֫ χ◙ Ỳ Ϭ α
θ Ɫ
ʾᶴ꜠ ⱢἷϼжϳЖТϮрДϰ
рϽϬ αθ Ɫ

Ἆ A
̞1

Ἆ B

ʾ( Ɫᶛ-2,000ד)Ϭζχ χ Ỳᶛ
ΤϣΏ ΰᴿ ἣט
ʾΏ ᾢψ800 or Ỳᶛ ד ˷40%
χΜγϦΤ Μ

ʾ ⱢᶛϬζχ χᶴ꜠ ΤϣΏ׃ ΰᴿ
ἣטʺ χᶴ꜠ τἰϥԁ׃ χỲᶛ

χḥ ̞3
ʾΏ ᾢψσΰ

ФйЄ˔Ж
ʾЄ˔Ж

ʾ ⱢᶛϬζχ χᶴ꜠ ΤϣΏ׃ ΰ ᴿ
ʺ χᶴ꜠ τἰϥԁ׃ χỲᶛχḥ

̞3
ʾΏ ᾢψσΰˢ ḧ20ᴑדϘπψ ᴿ ˣ

ṞỘ
̞2

ʾ ⱢᶛϬζχ χᶴ꜠ ΤϣΏ׃ ΰ ᴿ
ʺ χᶴ꜠ τἰϥԁ׃ χỲᶛχḥ

̞3
ʾΏ ᾢψσΰˢ ḧ20ᴑדϘπψ ᴿ ˣ

ϵрЅϴи
Ɫ

ꜛᾪⱢỲτ
ϢϥṞỘ

̞1ʿ Ἆ AτνΜοʺФйЄ˔ЖʾЄ˔Ж χ χḼỘ ὯˢᶆⱧỘ τΣΪϥְỘ 0׃ ˣϬ ᴥπ θβ ›ʺ

ᵰ Ɫ χ ὯΥ1/ 6ӟ Τϣ1/ 20ӟ τḜ ΰϘβʻ

̞2 :ṞỘ ˢꜛᾪⱢỲτϢϥṞỘτἰϥ ᴿ ˣτνΜοψʺ › ϬὊ βϥ ›ψḯϘϦγʺ ρσϥᾤ ψᵓּזϬ Ṟ

ΰθ Ṟ τᾢϣϦϘβʻ

̞͏ʿ 2026 1Ὦ1 ӟ‭τ︡ ΰθᶴ꜠Υ πΚϤʺ Ɫχ χ τἰϥᶎ ⁮ τ χ Ϭ ΰο ṍᾢϘπτ βϥά

ρΥ πβʻ
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個人投資家要件

＜各措置で共通＞
ʾ ⱢΰθᵓּזτꜛϣΥְϭπΜθⱧỘχ Ϭ Ὃήδθᾤ ˢ ⱧỘ︠ˣẉόζχ π

σΜάρ

ʾỲ χ ₅ϙτϢϤʺ ρσϥḼỘχᶴ꜠Ϭ︡ ΰοΜϥάρ

＜エンジェル投資に対する措置のみの要件＞
ʾ Ɫ ЦрЎа˔ḼỘΥ ᵓּזπΚϥ ›τψʺⱱᶴᶤ›Υ ΦΜϜχΤϣ 3ӡϘπχᶴ︠Ͻ

и˔Фχⱱᶴᶤ›Ϭ τᴥ▄ΰʺζχᶤ›Υ ϛο50% τσϥⱲτΣΪϥᶴ︠Ͻи˔Фτ ΰ

οΜσΜάρˢ Ὧˣ

̞ ᵓּזρψʺζχᵓּזχ ӡ3ӡϘπχᶴ︠Ͻи˔Ф(ᾤ ρζχ )Υʺ ᵺḼỘχᶴ꜠

Ϭ50% ΰοΜϥᵓּזϬ◙ΰϘβʻ Ɫ ḼỘΥ ᵓּזτΚθϥ ›τψʺᾤ Ɫᴪ

ψ Ṝχ Ϥԁ χᶴ︠Ͻи˔Фτ ΰοΜσΜάρΥ πβʻ

＜自己資金による起業に対する措置のみの要件＞

ʾ Ṟ ρΰοʺᶴ꜠ᵓּזϬ ΰοΜϥάρ

ʾ Υԁ πΚϥάρ
ˢ Ἆ Bʿ10 ʺ Ἆ AʺФйЄ˔ЖʾЄ˔Ж ʿ͑ ʺṞỘ ʿ͍ ˣ

ʾ Ὂᵃ ˢⱧỘ ˣ χ ὯϬ θβάρ

ˢᾆẕּיΚϥΜψ ⱧỘᶨ Ⱨּיχ ʺ ⱢϬ ΪθⱧỘ χ ⱧỘ τΣΪϥ♯ᾓᾆ

ẕ ›ὓᶛΥ Ỳᶛτ ϛϥᶤ›τḩβϥ Ὧ ˣ

ʾᵰ ˢ χᶴ︠Ͻи˔ФӟᵰˣΤϣԁ ӟ χ ⱢϬ︡Ϥ ϦοΜϥᵓּזπΚϥάρ
ˢ Ἆ A, Bʿ1/6ʺФйЄ˔ЖʾЄ˔Ж ʿ1/20ʺṞỘ ʿ1/100ˣ

ʾ ṛ Ͻи˔Фχ τ ήσΜάρ

ʾ ʾ χᶴ꜠ᵓּזπΚϥάρ

ʾ ְỘ τᵺ βϥⱧỘϬ“ΞᵓּזπσΜάρ

適用手続

＜スタートアップ＞
ʾІЌ˔ЕϯАФψʺᾤ ⱢᴪΤϣ ₅ϙϬ Ϊθῇʺζχ ₅ϙΥϵрЅϴи χ

πΚϥΤςΞΤχᶎ Ϭʺ ᾉτ ΰο βϥ ΥΚϤϘβʻ

̞ⱢỲ τІЌ˔ЕϯАФΥϵрЅϴи χ Τ ΤτνΜοᶎ Ϭ ΪϥάρΥπΦϥ

ˢⱧ ᶎ ˣΥΚϤϘβʻ

＜個人投資家＞

ᶎʾ ⁮ τ Ⱨˮʺΰ∏ṜϬ‮ ᾉ Ⱨχᶎ ˯ Ϭ ΰο ᶭχ τ ⁮ΰ

οΨιήΜʻ

37 χ13s ᵓּזΥ “ΰθᶴ꜠χ︡ τ ΰθỲᶛχΏ ˣ˲ ˳

37 χ13χ͎ˢ ṛ ḼỘּיΥζχ χ∑τ “ΰθᶴ꜠χ︡ τ ΰθỲᶛχΏ ˣ˲ ˳

37 χ13χ͏ˢ ᵓּזΥ “ΰθᶴ꜠τἰϥ ﬞχἣׇΏ ˣ˲ ˳

41 χ18χ4s ṛ ᵓּזΥ “ΰθᶴ꜠Ϭ︡ ΰθ ›χᴿ χ ˣ˲ ˳



【問】 有償新株予約権はエンジェル税制の対象になりますか？

˲ ˳ ͒ ᵠ τϢϤʺᾤ ⱢᴪΥ “ᵓּזχᶴ꜠Ϭ︡ ΰθⱲ ˢ ᶴ ᾂχ“

► ˣπʺϵрЅϴи χ οχ ὯϬ θβ ›ʺԁ χ ᶴ ᾂχ︡ τ ΰθỲ

ᶛϜʺ χ πΚϥᶴ꜠χ︡ τ ΰθỲᶛτḯϛϥάρρήϦϘΰθʻ

άάπʺԁ χ ᶴ ᾂρψʺζχ︡ Ⱳτ ₅ϙϬ“Ξ ᶴ ᾂˢΜϩϠϥ ᶴ

ᾂπΚϤʺJ-KISS ˣπβʻ

σΣʺ2024 4Ὦ1 ӟ‭τ ᶴ ᾂϬ︡ ΰθ ›πʺ ᵺ ᶴ ᾂχ“►τ Ξ ₅

ϙτϢϤᶴ꜠Ϭ︡ ΰθ ›χϙ ρσϤϘβχπʺέ ӪΨιήΜʻ

ˢ2024 3Ὦ31 ӟ τᾂ ︡ ΰθ ›ʺ ᶴ ᾂϬ“►δγτᶴ꜠τế ḊήϦϥ

›ẉό ᶴ ᾂϬ“►δγτ ᶴ ᾂϬ ᴣρΰοᶴ꜠Ϭ︡ βϥ ›ψ ρσϤ

Ϙδϭʻˣ

よくある質問とその回答

Q 有償新株予約権の取扱い

ˢ ˣ

Ὂↄ▀Ộ ϱЛЦ˔Єдрʾḕẽộ ϱЛЦ˔Єдр ⱧỘ ᴿ ʿ03-3501-1628 

σΣʺḼỘχ ∕ χ ᾉΥϵрЅϴи ῢρσϤϘβʻ

問い合わせ先
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Q 投資額に応じた還付に関する手続

˲ ˳ Ɫᶛτᴂαθḥ Ϭ ΪϥτψςχϢΞσ︣ Υ πβΤˁ

˲ ˳ 2026 1Ὦ1 ӟ‭τ︡ ΰθІЌ˔ЕϯАФχᶴ꜠τνΜοʺӟᴞχ Ϧπʺ ⱢᶛχΞκʺ

ˢn˴͍ ˣχᶴ꜠ ΤϣΏ׃ ΰΦϦσΤμθỲᶛτᴂαθḥ Ϭ ΪϥάρΥπ

ΦϘβʻ

 ᶴ꜠ Υ׃ ΰθ ˢn ˣ χᶎ ⁮ τ ˢn+1 ˣ τ ₅ϙτϢϤІЌ˔

ЕϯАФχᶴ꜠Ϭ︡ βϥᾋ₅ϙπΚϥ☿ ϬṜ∏ΰθ Ϭ ΰο ṍᾢϘπτ

 ˢn+1 ˣ τІЌ˔ЕϯАФτ ΰο™ ⱢϬ“ΜʺІЌ˔ЕϯАФ Τϣᶎ

χῖ Ϭ Ϊϥ

 ІЌ˔ЕϯАФ Τϣῖ ήϦθᶎ Ϭ ΰοʺᾖ ʺ ˢn+1 ˣ χᶎ

⁮ ρ Ⱳτʺᶴ꜠ Υ׃ ΰθ ˢn ˣ χ τἰϥḥ Ẑ Ϭ ṍᾢϘ

πτ

1/1 1/11/1 1/1

ᶴ꜠ ׃
χ

Ɫᶛτᴂαθ
ḥ

n n+1 n+2

Ί+1 χ
ᶎ ⁮ρ Ⱳτ
ḥ Ẑ

n χ
ᶎ ⁮Ⱳχ

™ Ɫρ
ᶎ χ
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24 外国人旅行者向け消費税免税制度

～中小法人は、法人税率が低くなっています～
～外国人旅行者の消費拡大、受入強化のため、外国人旅行者向けに

消費税が免除される制度です～

ᵰ⁯ ΰΪיּ“ ˢ ˣψʺⱧỘּיΥʺᵰ⁯ יּ“ χ †
τיּ ΰοʺ ᶨχ τằήϦϥ ˢԁ ʺ ψ›▄ᴦ ˣϬʺԁ χ︣ τ
ṁξΜο5,000דӟ βϥ ›τʺ Υ ήϦϥ πβʻ

Ϭ Ϧϥᵰ⁯ יּ“ χ Ϭ︡Ϥ₅Ϛθϛʺᵰ⁯ יּ“ χ † יּ
τ ΰ Ϭ βϥτ∑ΰʺ Ϭ π βϥάρΥπΦϥϢΞ Ϭ ΪοΣ
ϤϘβʻάϦτϢϤʺ ρχ₯ ᴟΥ ϣϦʺᵰ⁯ יּ“ χ ᴥτϢϥ Ϋχ
ΰ ʺ ӽὊↄχᶨ ᴟΥṍ πΦϘβʻ

制度の概要

τψʺ͏νχ ΥΚϤϘβʻ

̓ԁ ἷ

ϬὊְβϥⱧỘּיΥʺζχ τΣΜο ︣ Ϭ“Ξ
̓︣ Ӧ ἷ

Υ ∕βϥ Ộ☼ τʺ ︣ ϸϳрЌ˔Ϭ βϥ ︣ ⱧỘּיΥ
︣ Ϭ“Ξ

̓ꜛ Ṑἷ
ꜛ ṐτϢμοχϙ ︣ Υ“ϩϦϥ

˪ ︣ ϸϳрЌ˔πχ χϱЮ˔Ѕ˫
ᵹσςχ πʺ Ϭ Πο›▄ˢΩ † Ỳᶛʿ5,000דӟ ˣΰοʺԁᶧπ ︣ Ϭ

“ΞάρΥπΦϘβʻ

免税店の種類

外
国
人
旅

行
者
向
け

消
費
税
免

税
制
度
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本制度は、令和８年11月１日から「リファンド方式」に移行します！
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͔

☼“ 18 ˙ 18 χ͑

☼“ṛ ͒ ˙ 10 χ͕

ᶆὊↄ▀Ộộ ʾЂ˔РІ▀Ộᴿ

Ὂↄ▀Ộ  ʾЂ˔РІϽи˔Ф ├ᴿ 
ʿ03-3501-1511s 4161x
ḼỘ  Ὂְ◦כ  Ộᴿ 
ʿ03-3501-1511( 5361̇ 6)

問い合わせ先

適用対象者

ᵰ⁯ ⧵Ϟᵤᵰτיּ“ ΰοΜϥ ⁯ ϬⱱνԁⱲṑ⁯ּי χ † τיּ ΰʺ
Ϭ ΰοΜϥʺϘθψ βϥάρϬᾁ ΰοΜϥⱧỘּי

適用手続

χẨᴦ ︣ Ϟ Ộ☼ τνΜοχ ⇔ψʺ⁯ ΣϢόḢΊ χ
ϳϴУЂϱЕϬέ╥ ΨιήΜʻ

ϱрНϳрЖ ᴂτ︡Ϥ Ϛ ᵹϬῇᴃΰβϥθϛτʺ χϕΤʺ ├Ỳ ῝ᾫ
χ Ɫ τϢϥ◦כϜם☼ΰοΣϤϘβʻ

よくある質問とその回答

Ộ☼Q

˲ ˳︣ Ӧ ἷ Υ μοΜϥ Ộ☼ ρψ ς̋χϢΞσ☼ πβΤˁ

˲ ˳ ︣ ϸϳрЌ˔Ϭ πΦϥ Ộ☼ ρψʺӟᴞ ˙ Ϙπχ χỸ τ

ᴂαθ Ỹʺ ӽϘθψ☼ ϬΜΜϘβʻ

外
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˲ ˳ χ χᵠ τνΜοʺςχϢΞσ  ΥήϦϘβΤˁ

˲ ˳ᵰ⁯ יּ“ Υ† ΰθ τνΜοʺ⁯ᵰϒⱱκ βάρϬ ḩτΣΜοᶎ ΰθ
›τ ᶛϬ ỲβϥзТϮрЖ τӱ“ήϦϥάρτσϤϘΰθʻ
⇔ψʺ⁯ χϳϴУЂϱЕϬέ╥ ΨιήΜʻ

ˢ⁯ Webx https://www .nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/ 201805/format/ 002.htm

χ χᵠ τνΜοQ



25 消費税の特例

ˢ1ˣⱧỘּי
˙ χ Ṱ Υ ήϦϘβ˙

特定期間による事業者免税点制度

χᴿ ṍḧχ6ΤὮḧs ṍḧ χxᴿ ‰Υ1,000 Ϭד Πϥρʺ χᴿ ṍḧτΣΜοψᴿ ⱧỘּיρσϤ
Ϙβ σ̒ΣʺR ‰τ Ποʺ ṍḧχẚ ◦ ᶛχ›ὓᶛϬ Μο βϥάρϜπΦϘβʻ

課税売上高 900万円

① R4.1.1～R4.12.31 ② R5.1.1～R5.12.31 ③ R6.1.1～R6.12.31 ④ R7.1.1～R7.12.31

課税売上高2,500万円

【特定期間】

1,300万円 1,200万円

課税事業者

課税事業者

制度の概要

国内で課税対象となる取引を行った事業者は、消費税の納税義務者（課税事業者）となります。ただし、そ

の課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合、その課税期間に行った課税資

産の譲渡等について、納税義務が免除されます（免税事業者）。

σΣ ṁ̋ ṍḧχᴿ ‰Υ1,000 ʺӟᴞπΚμοϜד ᶊ Ẑ “ⱧỘּיˢϱрЩϱІ “ⱧỘ

ˣχיּ Ϭ ΪοΜϥ ›Ϟ ṍḧs ̞ χxᴿ ‰Υ1,000 Ϭד Πθ ›ʺ ᵺᴿ ṍḧψᴿ

ⱧỘּיρσϤϘβʻ

̞ ṍḧρψ ᾤ̋ ⱧỘּיχ ›ψ ζ̋χ χ χ1Ὦ1 Τϣ6Ὦ30 Ϙπχṍḧʺ χ ›ψ ᾖ̋ ρΰοζχⱧ
Ộ χ ⱧỘ ᵫ◐χ ӟῇ6ΤὮχṍḧϬΜΜϘβʻ

̞ 5 χᴿ ‰Υ1,000 Ϭד Πϥ ›ʺ 7 ψᴿ ⱧỘּיρσϤϘβʻ

個人事業者の場合の基準期間と課税期間

CHECK!!

基準期間とは、消費税の納税義務が免除されるか、あるいは簡易課税制度（次ページ参

照）を適用できるかどうか等を判断する基準となる期間をいいます。原則として、個人事業

者についてはその年の前々年、法人についてはその事業年度の前々事業年度となります。

令和５年
（基準期間）

令和６年
令和７年

（課税期間）

課税売上高
1,000万円超

課税事業者

71
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簡易課税制度の仕入控除税額の計算 （1種類の事業のみを営む場合）

簡易課税制度の事業区分とみなし仕入率

CHECK!!
簡易課税制度の適用を受けるには、原則として、適用を受けようとする課税期間の開始の日の

前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。

なお、２割特例（次ページ参照）の適用を受けた翌課税期間中に「消費税簡易課税制度選択届出

書」を提出した場合には、その提出した課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができま

す。また、簡易課税制度の適用を受けている事業者がその適用をやめる場合には、「消費税簡易

課税制度選択不適用届出書」を提出する必要がありますが、事業を廃止した場合を除き、2年間

継続して適用した後でなければ、その適用をやめることはできません。

適用要件

要件1 課税事業者の基準期間における課税売上高が5,000万円以下であること

要件2 「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に所轄の税務署に提出していること

事業区分 該当する事業 みなし仕入率

第二種事業

第三種事業

第四種事業

第六種事業

第五種事業

第一種事業
卸売業
（他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業）

小売業（他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで消費者に販売する事業

）  、農業・林業・漁業（飲食料品の譲渡に係る事業）

農業・林業・漁業（飲食料品の譲渡に係る事業を除く） 、鉱業、建設業、製造業
（製造小売業含む）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業

第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業以外の
事業（飲食店業等）

不動産業

90%

80%

70%

60%

50%

40%

Ĭ=仕入控除税額 みなし仕入率
課税標準額に対する消費税額
（売上対価の返還等に係る消費税の

合計額を控除した残額）

ˢ2ˣ χḛӬᴿ
˙ χ ⁮ʾ τΤΤϥⱧ ϬὖᾚΰϘβ˙

制度の概要

簡易課税制度とは、申告・納付する消費税額について課税売上高を基に計算できる制度です。課税期間

の課税標準額に対する消費税額に「みなし仕入率」を乗じて仕入控除税額を計算します。

簡易課税制度の適用を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

運輸通信業、金融・保険業、サービス業（飲食店業を除く）
（第一種事業から第三種事業までの事業に該当しないもの）

消
費
税
の
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例25



登録申請手続

ˢ3ˣ ϱрЩϱІ

˙ ʾ ṛ ⱧỘּיχ ὖᾚχθϛχ ΥΚϤϘβ˙

制度の概要

令和5年10月1日から、 消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式（インボイス制度）

が開始されています。

インボイス制度では、買手側の事業者は、仕入税額控除の適用のために、原則として売手から交付

を受けた適格請求書（インボイス）等と帳簿を保存する必要があります（制度開始から6年間は仕入

税額控除に関する経過措置があります）。また、売手側の事業者としてインボイスを交付するためには、

事前にインボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。なお、登録を受けると、課税事業者

として消費税の申告が必要となります。

登録申請手続や、税制改正に関する内容、制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け

付けています。

インボイス発行事業者の登録を受けるための申請手続は、e-Taxをご利用ください（郵送でも可能

です）。

手続の詳細は、国税庁ホームページのインボイス制度特設サイトにて掲載されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinsei.htm

インボイスコールセンター
TEL 0120－205－553（フリーダイヤル）【受付時間】9：00～17：00（土日祝及び年末年始を除く）

※ インボイス制度に関する一般的なご質問を受け付けております。

個別のご相談は、所轄の税務署へ事前予約をお願いします。

インボイス制度に関する問い合わせ先

73

中小・小規模事業者の負担軽減のための税制措置

中小・小規模事業者の負担軽減のため、令和5年度税制改正において以下の措置等が講じられて

います。詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304.htm

○【２割特例】

免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和

措置（個人事業者は令和８年分、法人は令和８年９月30日が属する課税期間まで）

（例）売上700万円(税額70万円)・経費150万円(税額15万円)のサービス業の場合

○【少額特例】

基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事

業者の行う課税仕入れに係る支払対価の額が税込1万円未満の取引につき、一定の事項が記載され

た帳簿のみの保存で仕入税額控除を可能とする事務負担軽減措置（令和11年９月30日までに行う

課税仕入れが適用対象）

※ 補助金等の関連する支援策については、本冊子最終ページの「インボイス制度への対応に取り組む
皆様へ」をご覧ください。
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinsei.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304.htm


26 国税の猶予制度
～中小法人は、法人税率が低くなっています～国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります

国税を一時に納付できない場合において、法令の要件に該当する場合には、税務署に申請

することにより、猶予制度(納税の猶予・換価の猶予)の適用を受けることができます。 猶予

が認められると、原則として1年以内の期間に限り、国税を分割して納付することができます。

制度の概要

Åᾖ ρΰοʺ ṍḧψ1 ӟ χṍḧπΚϤʺ ṍḧ χᶆὮτ ᶤΰο⁯ Ϭ ΰοΜ
θιΨάρτσϤϘβʻθιΰʺ ᶤ ὓᵊχρΣϤχ ΥσΜʺ Ϭ ΪοΜϥ⁯ ӟ
ᵰτ θτ βϓΦάρρσμθ⁯ Υ ρσϥσςχԁ χⱧ τᵺ βϥ ›ψʺ
Υ︡Ϥ ήϦϥ ›ΥΚϤϘβʻ

Å ṍḧ χט Υὖᾚ ψ ήϦϘβʻ

Å ṍḧ ψʺ∞▀χ₯ᴃΠϞḊᴣ( Ẁ)Υ ήϦϘβʻ

制度内容

Å χ

ⱳχϢΞσ τϢϤʺ⁯ ϬԁⱲτ βϥάρΥπΦσΜρ ϛϣϦϥ ›τʺ ᶭχ τ
Ϭΰθ

←ᵲʺ ṓʺẈ ỘʺⱧỘ χ ΰΜ ﬞσς

χṍᾢΤϣ1 ӟ Ὂᵃΰθῇτ ⁮σςτϢϤ βϓΦ ᶛΥᶎ ΰθάρ

Å τϢϥḊᴣχ

⁯ ϬԁⱲτ βϥάρτϢϤʺⱧỘχὋ ψ ᶨχӲⱱϬ₉ τβϥΣζϦΥΚϤʺ χ⁯ χ
ΥσΜσςχԁ χ Ὧτᵺ βϥ ›τʺ⁯ χ ṍᾢΤϣ6ΤὮӟ τʺ ᶭχ τ Ϭΰ

θ

̞άϦϣχ Ϭ Ϊϥ ›ʺᾖ ρΰοʺ Ϭ ΪϢΞρβϥ ᶛτ βϥ χ ằΥ πβʻ

適用対象者

Å χ τʺ σ Ϭ ΰοʺ ᶭχ τ ΰοΨιήΜ(ˮ τϢϥḊᴣ
χ ˯χ ›ψʺ⁯ χ ṍᾢΤϣ6ΤὮӟ χ Υ πβ)ʻ

Å πψʺ τṁξΦʺ χẨᴦʾ ẨᴦϞ ỲᶛʾṍḧσςϬ ₰ΰϘβʻ

Å ΰΨψʺ⁯ Ш˔ЭЧ˔Ѕχˮ χ χ︣ԏ˯σςϬέ╥ ΨιήΜʻ

適用手続

問い合わせ先

Å ᶭχ ˢ ˣ

Å ⁯ Ш˔ЭЧ˔Ѕ

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/annai/index.htm#a03 ˢˮ τḩβϥ ›ӛ ˯  x
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/yuyo -tebiki/index.htm s ˮ χ χ︣ԏ˯ˣ

⁯ 46 ͎ʺ‮ ͏ˢ‮ χ ˣ

⁯ 151 χ͎ˢ τϢϥḊᴣχ ˣ
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Tax system of

Small and Medium-sized  

Enterprises

中小企業庁財務課 〒100－8912 東京都千代田区霞が関1－3－1
中小企業庁ホームページ  https://www.chusho.meti.go.jp/  

税制に関する窓口及び相談機関

①国税に関する窓ロ及び相談機関
全国12の国税局（事務所）に電話相談センターが設置されており、国税に関する質問又は

相談に応じています。また、国税庁ホームページにおいて、各種手続の概要・届出書等の様
式などが掲載されています。

■国税庁のホームページ
https://www.nta.go.jp/

②地方税に関する窓ロ及び相談機関
都道府県や市町村においても、税の相談に応じていますので、各自治体にお問い合わせください。

より詳しく知りたい方へ

本パンフレットでご紹介した中小企業税制をご活用される場合には、各種中小企業支援のため
の法律の申請等が必要となる場合もありますので、下記のホームページに掲載されている各種パン
フレットや手引書等も、併せて参考にしてください。

（1）中小企業庁ホームページ
https://www.chusho.meti.go.jp/

中小企業関連税制のほか、中小企業支援施策について掲載しています。

（2）ミラサポplusホームページ
https://mirasapo-plus.go.jp/

（3）経済産業省ホームページ
https://www.meti.go.jp/

経済産業省の施策全般について掲載しています。

本パンフレットに掲載されている税制について不明な点などがございましたら、各項目に
記載されている問い合わせ先までご連絡ください。

  編集・発行

インボイス制度への対応に取り組む皆様へ

インボイス制度への対応に取り組む皆様へ、各種支援策をご案内しております。
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r4/r4_invoice.pdf

https://www.nta.go.jp/
https://www.chusho.meti.go.jp/
https://mirasapo-plus.go.jp/
https://mirasapo-plus.go.jp/
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r4/r4_invoice.pdf
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